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令和 6年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（厚生労働科学特別研究事業） 

 

歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン改訂のための研究 

 

総括研究報告書 

 

研究代表者 宮脇 卓也 岡山大学 教授 

 

令和７（２０２５）年５月 

 

 

研究要旨 

 現行の「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」が通知されてから 16 年以上が経過

し、現状の研修制度やガイドラインについて課題が指摘されるようになり、令和 4 年度の

「歯科医師の医科麻酔に関する検討会」では、ガイドラインの改訂の必要性について提言さ

れた。よって本研究で現行のガイドラインを改訂することになった。この改訂ではまず、患

者の立場に立ち、時代に合った、患者への説明と同意取得の方法・内容について検討を行っ

た。同意取得の方法・内容について試作した改訂案が、各研修施設で実施可能かどうかを検

証（概念検証：PoC）するために、研修実績のある実績のある施設を対象に、アンケート調

査を行った。その結果、作成した改訂案は研修施設の現場に実装できると考えられた。さら

に、ガイドラインへの理解を深めるための e-learning の受講と研修前に麻酔科学の基本的

な知識を修得するための e-learning 受講システムを構築し、受講を義務化するために研修

登録システムを改訂した。また、研修期間を規定し、その研修期間を超えた場合の研修につ

いても、日数を制限して設定した。これらの改訂を含め、歯科医師の医科麻酔科研修のガイ

ドラインの改訂案を作成した。 

研究分担者 

池田水子  福岡歯科大学・教授 

枝長充隆  札幌医科大学・准教授 

仙頭佳起  東京科学大学・講師 

松浦信幸  東京歯科大学・教授 

水田健太郎 東北大学・教授 

山蔭道明  札幌医科大学・教授 

（五十音順） 

 

研究協力者 

明石昌也  神戸大学・教授 

石田義幸  名古屋歯科・歯科医師／日本

歯科麻酔学会・理事 

小笠原 治 刈谷豊田総合病院・麻酔科医

長 

辛島裕士  国立病院機構 九州医療セン

ター・麻酔部長 

城戸幹太  北海道大学・教授 

田村岳士  関西労災病院・麻酔科副部長 

寺島多実子 日本歯科医師会・常務理事 

豊田郁子  患者の立場を代表する者／

患者・家族と医療をつなぐＮ

ＰＯ法人架け橋・理事長 

内藤祐介  奈良県立医科大学・講師 

花本 博  広島大学・教授 

早水憲吾  札幌医科大学・講師 

樋口 仁  岡山大学・准教授 

藤村直幸  雪の聖母会 聖マリア病院・

副院長 

藤原慶正  日本医師会・常任理事 

松尾浩一郎 東京科学大学・教授 

丸山高人  法律の専門家／日本歯科専 

門医機構・顧問弁護士 

宮津光範  あいち小児保健医療総合セ

ンター・手術・麻酔科部長 

（五十音順） 

 

 

Ａ．研究目的 

 国民に安全で質の高い歯科医療を提供
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していくため、平成 14 年７月に、歯科医師

の医科麻酔科研修（以下、「研修」と表示）

の質的向上、安全性の確保、研修の統一化

を図ることを目的に「歯科医師の医科麻酔

科研修のガイドライン」（以下、「ガイドラ

イン」と表示）が取りまとめられた。その

後、平成 20年にこのガイドラインは改訂さ

れ、研修の在り方に関する基準等を見直し、

「麻酔の責任担当者は研修指導者であり、

麻酔記録上の筆頭者となること」や、「患者

に対し、歯科医師が研修の目的で麻酔に参

加することを説明し同意を得ることを様

式で示し明確化すること」、また、「歯科医

師の研修開始時等に必要な事項の登録・報

告等を行うこと」が盛り込まれた。さらに

現行のガイドライン作成から年数が経過

したことから、令和元年度と令和 2年度に

厚生労働省委託事業として、研修受け入れ

施設、研修歯科医、医師、歯科医師を対象

に歯科医師による医科麻酔科研修の状況

調査（以下、状況調査と表示する）が行わ

れ、その結果が「歯科医師の医科麻酔研修

の 現 状 ・ 課 題 」 と し て公表 さ れ た

（ https://www.mhlw.go.jp/content/1080

4000/000928007.pdf）。この状況調査の結

果に基づき、時代に合ったより適切で安全

な歯科医師の医科麻酔科研修のあり方を

検討するため、厚生労働省において令和 4

年度に「歯科医師の医科麻酔に関する検討

会」が設置され、令和 5年 8月にその報告

書が取りまとめられ、公表された。

（ https://www.mhlw.go.jp/content/1080

4000/001141377.pdf）。この報告書には現

行の研修の課題と改善すべき点があげら

れ、ガイドラインの改訂の必要性について

提言されており、この提言を踏まえたガイ

ドラインの改訂が急務とされた。そこで、

本研究では、現行の研修の課題と改善すべ

き点を明らかにしたうえで、「歯科医師の

医科麻酔に関する検討会」報告書の提言を

踏まえたガイドラインの改訂案を作成す

ることを目的とした。この研修によって歯

科医師の麻酔管理や全身管理の知識と技

能が向上することで、歯科医療全体の質と

安全性の向上を図ることを主眼とした。 

 

Ｂ．研究方法 

 令和元年度と令和 2年度に実施された状

況調査及び令和 4年度の検討会の報告書で

は、様々な課題や改善すべき点について提

言されているが、この改訂では主に以下の

項目に焦点を当てた。 

・患者の立場に立ち、時代に合った、より

適切な同意取得の方法・内容を検討する

こと 

・研修を希望する歯科医師、歯科医師が所

属する診療科等の長、及び研修指導者が

ガイドラインへの理解を深めるための

e-learningコンテンツを作成すること 

・研修を希望する歯科医師が研修前に麻酔

科学の基本的な知識を修得するための

e-learningコンテンツを作成すること 

・作成した e-learning コンテンツを受講

するためのシステム（e-learning 受講

システム）を構築し、e-learning の受講

修了を歯科医師の研修の要件、研修指導

者の資格の要件とすること 

・e-learning の受講を修了しないと研修を

受けることができないよう登録システ

ムを改訂すること 

・研修期間を規定し、その研修期間を超え

た場合の研修の要件など、現行の研修の

課題を踏まえて、見直す必要のあるガイ

ドラインの項目を抽出し、改訂案を作成

すること 

 以上の検討を行うために、研究分担者は

日本歯科麻酔学会及び日本麻酔科学会か

ら選出し、それ以外に患者を代表する者、

法律の専門家、及び日本歯科医師会、日本

医師会、日本口腔外科学会、及び日本障害

者歯科学会からの推薦者を研究協力者と

して加え、研究体制の強化を図った。 

 具体的な検討事項として、 

１）患者への説明と同意取得の方法・内容

の検討と実装のための概念検証（PoC） 

２）研修のための e-leaningコンテンツの

作成と受講システムの構築 

３）研修登録システムの改訂 

４）現行の研修の課題とガイドラインの改

訂項目の抽出と改訂案の作成 

を設定し、それぞれの項目について研究班

内でワーキンググループ（以下、「ＷＧ」

と表示）を設置し、ＷＧで案を作成し、全

体会議（第１〜４回会議）またはメール会

議において検討した。検討結果を踏まえて

ガイドラインの改訂案を作成した。それぞ
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れの項目における方法については次のと

おりである。 

 

１）患者への説明と同意取得の方法・内容

の検討と実装のための概念検証（PoC） 

(1）患者への説明と同意取得の方法・内容

についての改訂案の作成 

 令和元年度の状況調査では、特に患者へ

の説明と同意の取得方法についてガイド

ラインに則していない研修施設があるこ

とが示されており、令和 4年度の検討会の

報告書においても患者への説明と同意の

取得について検討する必要があることが

提言されている。そこで、患者の立場に立

ち、時代に合った、より適切な同意取得の

方法・内容を検討し、改訂案を作成するこ

ととした。改訂案を検討する際に、以下の

点を重視した。 

・患者に熟慮の機会を与えることことを重

視すること 

・説明書と同意書は患者にわかりやすい平

易な言葉にすること 

・未成年への対応を記載すること 

・同意した後であっても患者に撤回の機会

を与えること 

・同意書は、麻酔の同意と研修の同意を

別々に取得できるようにすること 

・施設ごとに説明書と同意書の様式に違い

があると考えられるため、改訂案では文

書を例示し、これを参考に各研修施設で

独自に作成できるようにすること 

 

(2）アンケート調査による概念検証（PoC） 

 患者への説明と同意の取得の方法・内容

について試作した改訂案が、各研修施設で

実施可能かどうかを検証（概念検証：PoC）

するために、歯科医師の医科麻酔科研修を

受け入れた実績のある126施設を対象に、

後述の質問項目についてアンケート調査

を行った。改訂案が研修施設での実施可能

でないようであれば、改訂案をさらに見直

すこととした。 

a. 対 象 

 対象はこれまで歯科医師の研修を受け

入れた研修施設とした。令和元年度と令和

2年度に実施された状況調査では、研修を

受け入れた128施設にアンケート調査を実

施していたため、本研究ではほぼ等しい数

になるよう対象期間を限定してアンケー

トを実施した。そのため令和5年11月から

令和6年10月の１年間に研修を受け入れた

研修施設を、現行の研修登録システムのデ

ータから抽出し、研究対象とした。 

b. 調査内容 

 本研究班で作成した「説明と同意に関す

るガイドラインの改訂（案）」、「別紙3 患

者への説明文書（例）（案）」、「別紙4 麻

酔説明同意書（例）（案）」についてのア

ンケートを対象施設の担当者に送付し、

Googleフォームを用いて収集した。質問項

目は以下のとおりである。 

① 説明と同意に関するガイドラインの改

訂（案）は理解できましたか？ 

② 説明と同意に関するガイドラインの改

訂（案）を遵守することは可能ですか？ 

③ 患者への説明文書（例）（案）は理解で

きましたか？ 

④ 患者さまへの説明文書（例）（案）につ

いて、十分に分かりやすいと感じました

か？ 

⑤ 患者さまへの説明文書（例）（案）の内

容は、現場での使用においてどの程度役

立つと感じましたか？ 

⑥ 患者への説明文書（例）（案）の内容に

準じた説明書を自施設で作成して、それ

ぞれの患者に提供することは可能です

か？ 

⑦ 麻酔説明同意書（例）（案）は理解でき

ましたか？ 

⑧ 麻酔説明同意書（例）（案）について、

十分に分かりやすいと感じましたか？ 

⑨ 麻酔説明同意書（例）（案）の内容は、

現場で使用する際にどの程度役立つと

感じましたか？ 

⑩ 麻酔説明同意書（例）（案）の内容に準

じた麻酔説明同意書を自施設で作成し

て、それぞれの患者から文書で同意（個

別同意）を取得することは可能ですか？ 

 

(3) 評 価 

 アンケートの調査結果は、記述統計量と

して、各アンケートのそれぞれの回答の割

合を集計し、グラフに示した。さらに、質

問項目①③⑦については「よく理解できた」

または「概ね理解できた」の回答の割合、

項目②については「可能である」の回答の
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割合、項目④⑧については「非常に分かり

やすい」または「概ね分かりやすい」の回

答の割合、項目⑤⑨については「非常に役

に立つ」または「ある程度役立つ」の回答

の割合、項目⑥⑩については「すでに自施

設でしている」または「現在はしていない

が、今後可能である」の回答の割合を算出

した。 

 令和元年度と令和2年度に実施された状

況調査では、文書で説明し個別に説明と同

意を行っている割合が48.3％であったこ

とから、本研究では、改訂案を遵守できる

かどうかの項目②で、「可能である」とい

う回答が48.3％よりも上回ることを目標

とし、さらに他の項目の割合を評価するこ

とで、改訂した案が各研修施設での実施可

能かどうかを検証（概念検証：PoC）した。 

 なおこの調査は、一般社団法人 日本歯

科麻酔学会 倫理審査委員会の承認を得て

行われた（承認番号2425-1号）。 

 

２）研修のためのe-leaningコンテンツの

作成と受講システムの構築 

 令和4年度の検討会の報告書では、研修

を希望する歯科医師及び研修指導者に対

して、ガイドライン内容の理解を深めるた

めのe-learningの受講を提言していたた

め、改訂案ではe-learningコンテンツを作

成し、研修を希望する歯科医師の所属する

診療科等の長もこのe-learningを受講す

るよう設定することとした。また、研修を

希望する歯科医師が研修前に麻酔科学の

基 本 的 な 知 識 を 修 得 す る た め の e-

learningコンテンツも作成し、先のコンテ

ンツと併せて受講システムの構築を検討

した。さらに、このe-learningの受講歴は

記録される仕様とした。 

 

３）研修登録システムの改訂 

 現在、歯科医師が研修を希望する場合、

歯科医師がインターネット上の研修登録

システムで歯科医師の情報、研修施設の情

報等を登録することになっている。この度

のガイドラインの改訂では、後述のとおり、

e-learning の受講を歯科医師の研修の要

件及び研修指導者の要件にしたため、e-

learning の受講修了の有無を現行の研修

登録システムに入れ込めるよう研修登録

システムを改訂するよう検討した。 

 

４）現行の研修の課題とガイドラインの改

訂項目の抽出と改訂案の作成 

 令和 4年度の検討会の報告書であげられ

た課題や改善すべき点のうち、時代に即し

た、より適切で安全な研修に繋がる点を重

視し、現行のガイドラインの「研修指導者」

「研修を受ける歯科医師」「研修方法」「患

者への説明と同意」のそれぞれの項目につ

いて改訂すべき項目を抽出し、改訂案を検

討した。「趣旨」については、課題や改善

すべき点は特にあげられていないため、現

行のガイドラインを踏襲することとした。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究で実施されたアンケート調査は、

一般社団法人 日本歯科麻酔学会 倫理審

査委員会の承認を得て行われた（承認番号

2425-1号）。 

 

Ｃ．研究結果 

１）患者への説明と同意取得の方法・内容

の検討と実装のための概念検証（PoC） 

(1) 患者への説明と同意取得の方法・内容

の改訂案の作成 

 患者の立場に立ち、時代に合った、より

適切な同意取得の方法・内容を検討し、改

訂案を作成した。患者への説明と同意取得

の方法については、まず患者に熟慮の機会

を与えるために、患者に渡す説明文書（例）

を作成し、さらに、説明同意書（例）を作

成した。また、ガイドライン本文の「患者

への説明と同意」を以下のように改訂した。 

 

５）患者への説明と同意 

 研修施設では、以下の手順に従って、

歯科医師が研修の目的で麻酔行為に参

加することを説明し、文書での同意を得

ること。 

（１）医科麻酔科研修の説明書を提供し

た上で、患者にその内容を説明し、研修

に同意するか否か熟慮する機会を与え、

文書での同意を得る。説明書及び同意書

は、別紙３及び４の内容に準じたもので

あれば、各研修施設が独自で作成したも

のでも差し支えない。 

（２）原則、患者本人の意思を確認する
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が、未成年者や意思疎通が困難な者など

同意能力が不十分な場合には、親権者や

保護者を含めた代諾者に説明をした後

に文書で代諾者の同意を得る。 

（３）医科麻酔科研修の同意は、患者の

自発的な意思に基づくものであり、拒否

の自由を妨げないように留意する。また、

一度同意した場合であっても自由に撤

回できることも文書で説明をする。 

 

(2) アンケート調査による概念検証（PoC） 

 本調査は、倫理審査委員会承認後（2025

年１月8日）から2025年１月31日までに、令

和5（2023）年11月から令和6（2024）年10

月の間に歯科医師の研修を受け入れた126

施設に対して実施された。その結果、89施

設（70.6％）から回答があり、調査に同意

があったのは88施設だった。調査に同意が

あった施設の各設問に対する回答は、以下

のとおりだった。 

 

① 説明と同意に関するガイドラインの改

訂（案）は理解できましたか？ 

「よく理解できた」または「概ね理解でき

た」の回答の割合は98.9％だった。 

 

② 説明と同意に関するガイドラインの改

訂（案）を遵守することは可能ですか？ 

「可能である」の回答の割合は83.0％で、

目標の48.3％よりも上回った。 

 

③ 患者への説明文書（例）（案）は理解で

きましたか？ 

「よく理解できた」または「概ね理解でき

た」の回答の割合は100％だった。 

 

 

④ 患者さまへの説明文書（例）（案）につ

いて、十分に分かりやすいと感じました

か？ 

「非常に分かりやすい」または「概ね分か

りやすい」の回答の割合は94.4％だった。 

 

 

⑤ 患者さまへの説明文書（例）（案）の内

容は、現場での使用においてどの程度役

立つと感じましたか？ 

「非常に役に立つ」または「ある程度役立

つ」の回答の割合は89.7％だった。 

 

 

83.0%

8.0%

9.1%

可能である

不可能である

その他

47.7%52.3%

0.0%
よく理解できた

概ね理解できた

理解できなかった

23.9%

70.5%

5.7%

非常に分かりやすい

概ね分かりやすい

分かりにくい

42.0%

47.7%

10.2%
非常に役立つ

ある程度役立つ

あまり役立たない
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⑥ 患者への説明文書（例）（案）の内容に

準じた説明書を自施設で作成して、それ

ぞれの患者に提供することは可能です

か？ 

「すでに自施設で作成して提供している」

または「現在は提供していないが、今後可

能である」の回答の割合は90.9％だった。 

 

 

⑦ 麻酔説明同意書（例）（案）は理解でき

ましたか？ 

「よく理解できた」または「概ね理解でき

た」の回答の割合は、100％だった。 

 

 

⑧ 麻酔説明同意書（例）（案）について、

十分に分かりやすいと感じましたか？ 

「非常に分かりやすい」または「概ね分か

りやすい」の割合は100％だった。 

 

 

⑨ 麻酔説明同意書（例）（案）の内容は、

現場で使用する際にどの程度役立つと

感じましたか？ 

「非常に役に立つ」または「ある程度役立

つ」の回答の割合は94.3％だった。 

 

 

⑩ 麻酔説明同意書（例）（案）の内容に準

じた麻酔説明同意書を自施設で作成し

て、それぞれの患者から文書で同意（個

別同意）を取得することは可能ですか？ 

「すでに同様の文書で同意（個別同意）を

取得している」または「現在は取得して

いないが、今後可能である」の回答の割

合は92.0％だった。 

 

２）研修のための e-learningコンテンツの

作成と受講システムの構築 

 e-learningコンテンツは、研修を希望す

る歯科医師、歯科医師が所属する診療科等

の長、及び研修指導者がガイドライン内容

の理解を深めるためのコンテンツと、研修

を希望する歯科医師が研修前に麻酔科学

の基本的な知識を修得するためのコンテ

ンツを 2種類作成した。コンテンツは動画

の講義を視聴する形式になっており、受講

者は動画を視聴するだけではなく、視聴後

にはテストを設定し、それに合格しないと

修了証が発行されないシステムとした。 

51.1%48.9%

0.0%
よく理解できた

概ね理解できた

理解できなかった

28.4%

71.6%

0.0%

非常に分かりやすい

概ね分かりやすい

分かりにくい

44.3%

50.0%

5.7%
非常に役立つ

ある程度役立つ

あまり役立たない

68.2%

23.9%

2.3%

5.7%
すでに同様の文書で

同意（個別同意）を取

得している
現在は取得していない

が、今後可能である

不可能である

その他
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 研修を希望する歯科医師はガイドライ

ン内容の理解を深めるための 2 コンテンツ

と麻酔科学の基本的な知識を修得するた

めの 15の講義を作成した。それぞれの講義

名は以下のとおりである。 

・ガイドラインパート 1（ガイドラインの

解説） 

・ガイドラインパート 2（ガイドラインの

解説） 

・医療安全（誤認、誤薬、WHOの各種チェッ

クリスト、機器の始業点検や関連事故） 

・術前の評価と計画（患者評価、麻酔計画、

絶飲食、術前内服薬（中止・継続）） 

・全身麻酔導入（全身麻酔の導入方法とバ

リエーション） 

・気道確保（評価、実践、JSA-AMA） 

・循 環（生理学とモニター） 

・呼 吸（生理学とモニター） 

・中枢神経、神経筋接合部、体温（（生理

学と）モニター） 

・手術体位（手術中の体位とそれによる神

経障害） 

・薬理学（吸入麻酔薬、静脈麻酔薬、オピ

オイド、局所麻酔薬） 

・輸液・輸血（血管確保、輸液管理、輸血

療法（輸血事故を含む）） 

・危機的状況への対処 1（喉頭痙攣、嘔吐・

誤嚥、低酸素血症の鑑別） 

・危機的状況への対処 2（アレルギー、ア

ナフィラキシー、悪性高熱症） 

・小児麻酔（小児麻酔総論） 

・覚醒・抜管（評価、準備、実施、抜管後

の評価） 

・術後管理（安全性（呼吸、循環、中枢神

経）、快適性（術後痛、PONV） 

 研修を希望する歯科医師は以上のすべ

てを、歯科医師が所属する診療科等の長及

び研修指導者は「ガイドラインパート 1」

「ガイドラインパート 2」を受講するよう

にした。 

 

３）研修登録システムの改訂 

 現行の研修登録システムを踏襲したが、

現行では 2年に 1度登録することになって

いるが、この度研修方法を改訂し、研修期

間を 1年以内としたため研修登録は毎年行

うように変更した。さらに、研修を希望す

る歯科医師はガイドラインの内容の理解

を深めるための e-learning と、研修前に麻

酔科学の基本的な知識を修得するための

e-learning をすべて受講することが研修

の要件とした。さらに、e-learning の受講

修了証を登録する機能を追加した。研修を

希望する歯科医師が所属する診療科等の

長もガイドライン内容の理解を深めるた

めの e-learning を受講する必要があり、そ

の修了証も登録するようにした。研修を希

望する歯科医師はこれらの修了証を登録

しないと研修を開始できないシステムと

なっており、研修実施の流れについては、

現行の「歯科医師の医科麻酔科研修実施の

流れ」を改訂した。 

 

４）現行の研修の課題とガイドラインの改

訂項目の抽出と改訂案の作成 

 現行のガイドラインで改訂すべき項目

として、以下の項目を抽出し、改訂案を提

示した。 

① 研修実施にあたっての基準： 

現状にあわせて資格の名称、用語の修正

を行った。 

② 研修指導者： 

現行のガイドラインでは、研修指導者は

麻酔科指導医、麻酔科専門医または麻酔

科認定医であるが、麻酔科指導医または

麻酔科専門医とした。さらに、ガイドラ

イン内容の理解を深めるための e-

learning（指導者向け e-learning）を受

講することを要件とした。 

③ 研修を受ける歯科医師： 

研修前に麻酔科学の基本的な知識を修

得するための e-learning（研修歯科医

師向け e-learning）を受講しているこ

と、かつ、歯科医師個人を被保険者とす

る歯科医師賠償責任保険に加入してい

ることを要件とした。歯科医師賠償責任

保険について、国内の大手保険会社の歯

科医師賠償責任保険では、故意でないこ

と、またこのガイドラインを遵守して行

われている研修の場合、研修中の医療事

故は歯科医師賠償責任保険で通常カバ

ーされることになっていることを確認

した。ただし、歯科医師個人を被保険者

として加入している必要があるため、こ

の要件を追加した。また、現状にあわせ

て資格の名称、用語の修正を行った。 
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④ 研修方法 

現行のガイドラインでは研修期間は設

定されていないが、改訂案では、研修期

間は 1年以内とし、通算 2年を超えない

範囲で延長又は再度研修することがで

きることとし、さらに研修期間が通算 2

年を越えた場合でも、知識及び技術の取

得・更新のため、研修目的を明確化し、

研修の到達目標を設定した上で、年間60

日以内の研修を行うことは差し支えな

いこととした。また、研修修了時の報告

について整理した。 

⑤ 患者への説明と同意 

患者へ同意は文書で得ることを明記し、

患者に熟慮する機会を与えるようにし

た。また、例として提示した説明書及び

同意書の内容に準じたものであれば、各

研修施設が独自で作成したものでも差

し支えないこととした。さらに、未成年

者や意思疎通が困難な者など同意能力

が不十分な場合の同意取得の方法、一度

同意した場合であっても自由に撤回で

きることも文書で説明をすることを追

加した。 

 以上の結果をまとめてガイドライン改

訂案を作成した（資料１）。作成したガイ

ドライン改訂案は、ガイドライン本文と別

紙 1（医科麻酔科研修を希望する歯科医師

の研修歴、臨床経験及び知識・技能評価）、

別紙 2（研修項目と研修水準）、別紙 3（医

科麻酔科研修についての説明文書（例示））、

別紙 4（麻酔説明同意書（例示 1及び 2））、

別添資料（歯科医師の医科麻酔科研修実施

の流れ）からなっている。別紙 1及び 2は

現行のガイドラインを踏襲し、別紙 3、別

紙 4、及び別添資料は本文の改訂に即して

改訂した（資料１）。 

 この度の改訂にあたり、準備期間が必要

であると考えられたため、ガイドラインの

附則として、通知から１年間の準備期間を

設けることを追記した。 

 個々の項目についての具体的な改訂内

容については資料２（歯科医師の医科麻酔

科研修ガイドライン新旧対照表）に示した。 

また、e-learning のコンテンツ内容と講師

名についても資料３に示した。 

 

D．考察 

 現行のガイドラインが平成 20 年 6 月 9

日に通知（医政医発第 0609002号、医政歯

発第 0609001 号）されてから 16 年以上が

経過し、社会情勢、医療事情も変化してい

く中で、現状の研修制度やガイドラインに

ついて課題が指摘されるようになり、改訂

する時期になっていたと考えられる。本研

究では、研究分担者は日本歯科麻酔学会の

役員及び日本麻酔科学会の理事長ならび

に推薦いただいた者で構成したが、研究協

力者として患者を代表する者、法律の専門

家、日本歯科医師会、日本医師会、日本口

腔外科学会、及び日本障害者歯科学会から

推薦いただいた有識者に加わっていただ

いたことで、社会的に容認される内容でま

とめる事ができたと考えている。 

 本研究では、まず患者の立場に立ち、時

代に合った、より適切な同意取得の方法・

内容について検討を行い、試作の改訂案を

作成した段階で、その改訂案が各研修施設

で実施可能なものであるかどうかを検証

（概念検証：PoC）するために、歯科医師の

研修を受け入れた実績のある施設を対象

にアンケート調査を行った。これは、理想

的な同意取得の方法・内容を規定しても、

研修施設の現場で実施可能でなければ、こ

の改訂は机上のものとなり、改訂する意味

がないためである。調査の結果、麻酔説明

同意書（例）（案）の内容に準じた麻酔説明

同意書を自施設で作成して、それぞれの患

者から文書で同意（個別同意）を取得する

ことは可能かどうかの設問に対して、「す

でに同様の文書で同意（個別同意）を取得

している」または「現在は取得していない

が、今後可能である」の回答が 92.1％であ

り、9 割以上の施設が改訂案に対して肯定

的であった。令和元年と令和 2年度に実施

された状況調査では、文書で説明し個別に

説明と同意を行っている割合が 48.3％で

あったのに対して、大幅に上回っていたこ

とから、本研究班で試作した改訂案ついて

は、研修施設の現場に実装できると考えら

れた。最終的には試作の改訂案を若干変更

して完成させた。 

 この度の改訂ではガイドラインへの理

解を深めるための e-learning コンテンツ

を作成し、e-learning 受講システムも構築

したが、e-learning 受講を研修の要件ある
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いは研修指導者の要件とすることで、ガイ

ドラインの遵守が図られることになると

考えられる。さらに、研修を希望する歯科

医師が研修前に麻酔科学の基本的な知識

を修得するための e-learning コンテンツ

も作成し、同様に e-learning 受講システム

に組み込み、義務化したが、これによって、

麻酔科学の基本的な知識を持った歯科医

師が研修を受けることになり、これまで以

上に、患者に安心してこの研修に協力いた

だけるのではなかと考えている。 

 本研究では、同意取得の方法・内容の検

討、e-learning 受講システム、研修登録シ

ステムの改訂だけでなく、研修方法につい

ても改訂した。これは令和 4年度の検討会

の報告において、漫然と研修を継続してい

る歯科医師に対する意見に対応したもの

である。そもそもこの研修は、歯科医師の

麻酔管理や全身管理の知識と技能の向上

をために行われているものであるため、研

修後に歯科医療に還元する必要があり、漫

然と研修だけを継続することは、この研修

の主旨を逸脱していると解釈されてもや

むを得ないと考えられる。この度の改訂で

は研修期間を規定し、その研修期間を超え

た場合の研修についても、日数を制限して

設定した。研修を継続することについては

賛否両論があると考えられるが、麻酔科学

は日進月歩しており、それを研修の形で学

ぶことは、歯科麻酔を主な業務とし、指導

する立場の者にとっては意義のあること

であると考えられる。 

 この度、改訂したガイドライン案の最後

に、準備期間として通知から１年間を設け

ることを附則として追記した。これは各研

修施設では説明書や同意書が改訂される

ための期間だけなく、改訂されたガイドラ

インが広く行き渡り、浸透することを期待

したものである。しかし一方で、今後、歯

科医学・歯科医療の進歩と実態に合わせ、

その時代にあった見直しがなされること

を期待している。 

 

E．結論 

 現行のガイドラインが通知されてから

16 年以上が経過し、現状の研修制度やガイ

ドラインについて課題が指摘されるよう

になったため、令和 4年度の「歯科医師の

医科麻酔に関する検討会」の提言を踏まえ

て、現行のガイドラインを改訂することに

なった。本研究では現行の研修の課題と改

善すべき点を明らかにしたうえで、ガイド

ラインの改訂案を作成した。この改訂案が

周知、遵守されることで、国民の信頼を得

ながら、医科麻酔科研修が適切に実施され

ることになると考えられる。それによって

歯科医師の麻酔管理や全身管理の知識と

技能が向上し、歯科医療全体の質と安全性

の向上を図ることができ、国民に対する安

全で質の高い歯科医療の提供が推進され

ることが期待される。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

 1. 論文発表 

なし 

 2. 学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 1. 特許取得 

なし 

 2. 実用新案登録 

なし 

 3. その他 

なし 

 



「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」改訂案 2025 

ガイドライン改訂の経緯と要点 

 「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」（医政医発第 0710001 号、医政歯発第 0710001

号、平成 14 年 7月 10 日）が通知されて以来、平成 20 年 6月 9日に改訂ガイドライン（医政

医発第 0609002 号、医政歯発第 0609001 号）が通知され 16 年以上が経過した。この間、令和

元年と令和 2年度に厚生労働省委託事業として、「歯科医師の医科麻酔科研修実施状況調査分

析」が実施され、令和 4 年度に厚生労働省において「歯科医師の医科麻酔研修等に関する検

討会」が開催された。この中で「患者への説明と同意」「研修のあり方」等について課題が指

摘されたため、それを解消すべく、「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」を改訂する

こととした。今回の改訂では、(1)患者への説明と同意取得の方法・内容の見直し、(2)研修

目的の明確化並びに研修期間及び継続研修の設定、(3)医科麻酔科研修のための e-learning

受講システムの構築、(4)医科麻酔科研修の登録システムの見直し、等を行った。 

第１ 趣旨 

 国民に対する安全で質の高い歯科医療の推進に資するため、歯科医師の医科麻酔科におけ

る研修は重要であるが、研修といえども、診療行為を伴う場合には、法令を遵守しながら適

正に行う必要があり、特に歯科及び歯科口腔外科疾患以外の症例に関する行為に関与する場

合については、慎重な取扱いを期するべきである。本ガイドラインは、こうした観点から歯

科医師の医科麻酔科における研修の在り方に関する基準を定めるものである。歯科医師の医

科麻酔科研修の目的は次のいずれかとする。 

１）歯科患者の全身管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師を育成するため。

２）歯科患者の麻酔管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師を育成するため。

第２ 研修実施に当たっての基準 

１）研修施設

  研修施設は次のいずれかとする。 

（１）公益社団法人日本麻酔科学会麻酔科認定病院

（２）公益社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医若しくは麻酔科専門医又は一

般社団法人日本専門医機構が認定した麻酔科専門医が常勤する歯科大学・歯学部附

属病院

  上記のいずれの施設であっても、当該病院長が受け入れを承認し、麻酔科の代表専門医

が受け入れ承認及び研修管理を実施し、研修指導者が研修の直接的な指導を行うこと。 

２）研修指導者

  研修指導者は、次の条件のすべてを満たす医師であること。 

（１）公益社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医若しくは麻酔科専門医又は一

般社団法人日本専門医機構が認定した麻酔科専門医

（２）歯科医師の医科麻酔科研修のための「指導者向けe-learning」を受講しているこ

と。
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３）研修を受ける歯科医師

  研修を受ける歯科医師は、次の条件のすべてを満たす者であること。 

（１）歯科医師臨床研修を修了した歯科医師（２年間の研修プログラムに参加している者

については、最初の１年間の研修を修了した者）。ただし、歯科医師臨床研修制度の

必修化以前に歯科医師免許を受けている者は歯科医師臨床研修修了者の登録を受け

た者とみなされること。

（２）研修を希望する歯科医師が所属する診療科等の長が別紙１によって当該歯科医師の

歯科麻酔学に関する研修歴、臨床経験及び知識・技能の評価を記録し、研修開始前に

研修施設の麻酔科の代表専門医に申請して、麻酔科の代表専門医の承認が得られた

者。

（３）研修を希望する歯科医師が所属する施設の長及び研修施設の長によって当該歯科医

師の医科麻酔科研修の実施が承認された者。

（４）歯科医師の医科麻酔科研修のための「研修歯科医師向け e-learning」を受講してい

ること。

（５）研修を受ける歯科医師個人を被保険者とする歯科医師賠償責任保険に加入している

こと。

４）研修方法

（１）研修を受ける歯科医師は、当該歯科医師の研修開始時には所定の方式によって必要な事

項の登録を行い、研修修了時には報告を行うこと（別添資料「歯科医師の医科麻酔科研

修実施の流れ」を参照のこと）。 
（２）研修施設の麻酔科の代表専門医は、当該歯科医師の研修開始時の登録内容と、研修修了

時の報告を確認すること。 
（３）当該研修症例における麻酔の責任担当者は研修指導者であり、原則として麻酔記録

上の筆頭者となること。

（４）別紙２に定める研修項目とその水準に従い、研修指導者が必要な指導・監督を行う

ことにより、適正を期すること。

（５）研修実施に当たっては、必要に応じて、別紙２に定める水準よりも厳格な指導・監督

を行うなど、患者の安全に万全を期すること。 

（６）研修期間は１年以内とする。通算２年を超えない範囲で延長又は再度研修すること

ができる。その場合には再度登録をする。

（７）研修期間が通算２年を越えた場合でも、知識及び技術の取得・更新のため、研修目

的を明確化し、研修の到達目標を設定した上で、年間60日以内の研修を行うことは

差し支えない。その場合であっても毎年登録を更新すること。

５）患者への説明と同意

  研修施設では、以下の手順に従って、歯科医師が研修の目的で麻酔行為に参加すること

を説明し、文書での同意を得ること。 

（１）医科麻酔科研修の説明書を提供した上で、患者にその内容を説明し、研修に同意する

か否か熟慮する機会を与え、文書での同意を得る。説明書及び同意書は、別紙３及び４
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の内容に準じたものであれば、各研修施設が独自で作成したものでも差し支えない。 

（２）原則、患者本人の意思を確認するが、未成年者や意思疎通が困難な者など同意能力が

不十分な場合には、親権者や保護者を含めた代諾者に説明をした後に文書で代諾者の同

意を得る。

（３）医科麻酔科研修の同意は、患者の自発的な意思に基づくものであり、拒否の自由を妨

げないように留意する。また、一度同意した場合であっても自由に撤回できることも文

書で説明をする。

附則 準備期間の設定 

  本ガイドラインを改訂するにあたり、改訂ガイドラインを遵守するための準備期間とし

て通知から１年間を設ける。 
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所属診療科等：

長：

施 設 名：

（別紙１）
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（別紙２）
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（別紙 3） 

医科麻酔科研修についての説明文書（例示） 

歯科医師の医科麻酔科研修へのご協力のお願い 

1.歯科医師の医科麻酔科研修の目的とご協力のお願い

当院では、患者さまが同意された場合に限り、全身麻酔手術の際に歯科医師の医科麻酔科研修を実施して

います。この研修は、歯科医師の全身管理（手術・麻酔中に体全体の状態を安定させる）技術向上を目的と

し、歯科医師は麻酔科医師の指導のもと、全身麻酔管理を経験し、歯科医療や手術中に必要な全身管理能力

を習得します。またこの研修は、歯科医師が質の高い医療を提供し、患者さまが安心して歯科医療を受けて

いただけるようにするための大切な取り組みの一環です。何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

2.なぜ歯科医師による医科麻酔科研修が必要なのか？

歯科医師の仕事は、1) むし歯や歯周病の一般的な歯科医療、2) 歯科・口腔外科手術、3) 地域の障がい

者等への歯科医療、4)手術前後における口腔の管理（手術を受ける患者さまの術前から術後までの口腔内の

ケア）、5) 安全な歯科医療のための活動及び教育、6) 口腔顔面領域のペインクリニックなど、多岐にわた

ります。口腔外科手術等で歯科医師が行う全身麻酔技術を維持・向上させるためにも医科麻酔科研修は大切

です。また、我が国には、歯科医療に対して不安や恐怖心を持っておられる方が多いと言われており、こう

した患者さまの治療には鎮静薬を使用することが多くあります。鎮静薬の多くは全身麻酔で使用される薬

剤であり、安全に使用するために全身管理および麻酔の経験が重要です。さらに、超高齢社会において重症

な全身合併症を有する患者さまに対して、より安全な歯科医療をするのにも役立つ研修です。

そこで、1) 歯科患者の全身管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師の育成、2) 歯科患者の麻酔

管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師の育成を目的として、ガイドライン*１に則して歯科医師が麻

酔科医師の指導のもとで実施する医科麻酔科研修が行われています。 

3. 歯科医師の医科麻酔科研修は、どのように行うのか？

歯科医師が行う医療行為は、必ず一定の条件を満たした研修指導者*２の指導・監督のもと実施されます。

研修における麻酔の責任者は研修指導者であり、歯科医師はガイドラインに従い、侵襲度や難易度を考慮し

た範囲内で研修を行います（研修項目等はガイドライン*１でご確認いただけます）。歯科・口腔外科手術に

おける全身麻酔管理を十分に習得した歯科医師が、麻酔科医師の指導のもと研修を行います。 

4.歯科医師の医科麻酔科研修の同意書について

本説明書をお読みいただいた上で、医科麻酔科研修にご協力いただける場合は、別途、同意書にご署名い

ただきますようお願い申し上げます。患者さまご本人またはご家族などの代諾者が自由にご判断いただけ

ます。お断りいただいた場合でも、患者さまに不利益が生じることはありません。また、一度同意された後

でも、いつでも同意を撤回することが可能です。 

ご不明な点や疑問がありましたら、どうぞご遠慮なく麻酔科医師や歯科医師にお尋ね下さい。 

*１「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」（厚生労働省通知 医政医発第 0609002号、

医政歯発第 0609001号） 
*２ 公益社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医、麻酔科専門医、または一般社団法人

日本専門医機構が認定した麻酔科専門医
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（別紙４-１） 

麻酔説明同意書（例示１） 

（医科麻酔科研修同意書を別用紙で取得する場合の例示） 

*この例示にかかわらず、各施設でできる限り分かりやすく、優しい言葉で文章を作成すること。

麻酔に関する説明・同意書 

１．麻酔の必要性および危険性 

 今回受けていただく手術や検査、処置は、麻酔を使わないと行うことが難しいため、麻酔が必要に

なります。近年、麻酔は以前よりも安全になっていますが、まったく危険がないわけではありませ

ん。麻酔科の医師は、麻酔や手術中に患者さんの体の状態が悪くならないよう注意深く見守り、何か

異常があった場合にはすぐに対応できるよう努めています。 

2．麻酔方法について 

☐全身麻酔 ☐脊髄くも膜下麻酔 ☐硬膜外麻酔 ☐末梢神経ブロック

全身状態があまり良くないときや、体に負担のかかる長時間の手術を行うときには、必要に応じ

て以下のような管（カテーテル）を体に入れることがあります。 

☐動脈カテーテル  ☐中心静脈カテーテル

上記麻酔方法は、状況に応じて変更することがあります。 

3．麻酔状態からの回復 

 局所麻酔を行った場合、手術のあともしばらくの間、しびれや力が入りにくいといった麻酔の効

果が残ることがありますが、時間がたつにつれて少しずつ回復していきます。回復が遅れる場合に

は、必要に応じて専門の医師と連携して、適切な対応を行います。また、全身麻酔を使ったときの目

覚めの時間や目覚めたあとの状態は、人によって異なり、はっきりと予測することが難しいです。と

きには数時間以上かかることもあります。手術のあとに特に注意深い管理が必要だと判断された場

合には、集中治療室に入っていただいたり、より設備の整った病院へ移って治療を受けていただく

ことがあります。 

4. 麻酔に伴って発生し得る合併症（病気） (括弧内におよその発生頻度を示します)

①点滴に伴うもの

1.神経損傷(0.003%) 穿刺部から先のしびれや痛みが出現、難治性となることがあります。

2.皮膚の潰瘍/腫脹(0.24%) 点滴漏れに伴い出現、難治性となり手術が必要になることがありま

す。

②中心静脈カテーテル挿入に伴うもの

1.動脈穿刺などによる血腫(0.5-10%)/空気塞栓(0.1-2%)

2.気胸/血胸(0.1-3.1%) 胸腔内にたまった空気・血液を抜く処置が必要になることがあります。 

3.カテーテル関連血流感染(1000 カテーテル留置日数あたり 1.7) カテーテルを留置する（とく

に長期間）ことによって、全身性の感染症になることがあります。
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（別紙４-１） 

③局所麻酔法によるもの

1.局所麻酔中毒による痙攣や不整脈

2.硬膜穿刺(2.5%)

3.脊髄くも膜下麻酔/硬膜外麻酔後の頭痛(0.7-25%)

4.硬膜外血腫(0.01-1%)、硬膜外膿瘍(0.1%)

5.その他の原因による神経麻痺(0.03-0.1%)

④全身麻酔によるもの

1.低血圧、不整脈

2.気道確保困難(5%)、低酸素状態

3.誤嚥性肺炎(0.03-4%) 胃の内容物が逆流して肺に入ることで肺炎が起こることがあります。

4.術中覚醒(1%)

5.体温低下(5%)、悪性高熱(1/7-10万人)

⑤気管挿管（呼吸を助けるためにチューブを気管に留置すること）に伴うもの

1.歯の損傷(0.1%)など口の周囲の損傷

2.嗄声(14.4-50%) 声のかすれ 反回神経麻痺（声帯を動かす神経が麻痺すること）や披裂軟骨

脱臼（声帯を動かし、発声に関与する軟骨がずれること）などが生じた場合は難治性となり手

術が必要になることがあります。

⑥手術中の体位や無動が原因となり得るもの

1.神経障害(0.5%) しびれ、痛み、麻痺が出現、難治性になることがあります。

2.褥瘡/コンパートメント症候群  持続的圧迫を受けていた領域に出現、難治性となり手術が

必要になることがあります。

3.腹臥位、頭低位手術後の視力・視野障害

⑦麻酔覚醒時、覚醒後にみられるもの

1.覚醒遅延

2.悪心、嘔吐(20-30%)

3.高齢者のせん妄(50%)

4.呼吸状態悪化  気管挿管を再度施行する場合があります。 

5.治療を要する血圧上昇や心拍数増加

6.寒冷反応（寒気、ふるえなど）(40-60%)

⑧麻酔を受けるにあたって、お知らせいただきたい持病や体の状態について

 以下の項目に当てはまる患者さんは、手術が決まってから手術後の回復までの間に、これらの

病気や症状が悪化する可能性があります。安全に麻酔を行うために、麻酔科の医師から説明を受

ける際には、必ずお知らせください。また、ふだん飲んでいるお薬の中には、麻酔の方法や薬の

量を決めるうえでとても重要なものがあります。内服しているお薬があれば、すべて麻酔科の医

師にお伝えください。  

＜麻酔管理上問題となる主な病態＞ 

発熱、喘息、高血圧、狭心症、心筋梗塞、不整脈、弁膜症、糖尿病、肝機能障害、腎機能障害、

脳梗塞、肺疾患、神経疾患（麻痺や神経炎など）、アレルギー 他 
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（別紙４-１） 

その他補足事項 

5．緊急時の事 

 手術、麻酔中に緊急処置を要する状況が発生した場合には、生命や身体的機能を守るために説明

と異なる処置を実行することもあります。 

麻酔に関する同意 

麻酔の内容について十分な説明を受け、理解しました。これに同意し、麻酔を受けることを承諾しま

す。 

□ 同意します

□ 同意しません

以上、説明を行いました。 

年    月 日

説明医   診療科 

氏名（署名）

同席者（署名）

□私は、麻酔を受けるにあたり、上記医師から手術のために麻酔が必要であること、その麻酔の方

法、合併症の可能性、麻酔時に緊急処置を要する状況が発生した場合には上記内容と異なる処置

を行う事があることについて説明を受け、その内容を理解しました。

年 月 日 

本人氏名（署名）

患者さまが未成年、判断能力がない場合は、代理の方が自筆署名してください。 

代諾者氏名 

続柄（署名）

＃＃＃＃病院長殿 

資料１
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（別紙４-１） 

（別用紙）

歯科医師による医科麻酔科研修説明同意書 

*麻酔実施の同意とは区別して、熟慮する機会を与えて同意を取得すること。

l 歯科医師の医科麻酔科研修について

 当院では、歯科医師の医科麻酔科研修を行っています。別紙説明書をお読みいただいたうえで、ご

協力をお願い申し上げます。 

同意書の説明をいたしましたが、すぐに同意書を提出いただく必要はありません。説明内容についてご
考慮いただき、同意の有無についてご回答をお願いいたします。なお、本⽇同意書をご提出いただいた場
合も、同意はいつでも撤回することができます。 

歯科医師の医科麻酔科研修に関する同意 

別紙の説明書を読み、歯科医師が医科麻酔科研修の一環として麻酔に携わることに同意します。 

□ 同意します

□ 同意しません

以上、説明を行いました。 

年    月 日

説明医   診療科 

氏名（署名）

同席者（署名）

□私は、医科麻酔科研修に協力するにあたり、上記医師から研修の必要性、麻酔の方法、合併症の可

能性、麻酔時に緊急処置を要する状況が発生した場合には上記内容と異なる処置を行う事がある

ことについて説明を受け、その内容を理解しました。

年 月 日 

本人氏名（署名）

患者さまが未成年、判断能力がない場合は、代理の方が自筆署名してください。 

代諾者氏名 

続柄（署名）

＃＃＃＃病院長殿 

資料１
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（別紙４-２） 

麻酔説明同意書（例示２） 

（歯科医師による医科麻酔科研修の同意を麻酔実施の同意と一緒に取得する場合の例示） 

*医科麻酔科研修の同意は、麻酔実施の同意とは区別して、熟慮する機会を与えて同意を取得すること。

*この例示にかかわらず、各施設でできる限り分かりやすく、優しい言葉で文章を作成すること。

麻酔に関する説明・同意書 

１．麻酔の必要性および危険性 

 今回受けていただく手術や検査、処置は、麻酔を使わないと行うことが難しいため、麻酔が必要に

なります。近年、麻酔は以前よりも安全になっていますが、まったく危険がないわけではありませ

ん。麻酔科の医師は、麻酔や手術中に患者さんの体の状態が悪くならないよう注意深く見守り、何か

異常があった場合にはすぐに対応できるよう努めています。 

2．麻酔方法について 

☐全身麻酔 ☐脊髄くも膜下麻酔 ☐硬膜外麻酔 ☐末梢神経ブロック

全身状態があまり良くないときや、体に負担のかかる長時間の手術を行うときには、必要に応じ

て以下のような管（カテーテル）を体に入れることがあります。 

☐動脈カテーテル  ☐中心静脈カテーテル

上記麻酔方法は、状況に応じて変更することがあります。 

3．麻酔状態からの回復 

 局所麻酔を行った場合、手術のあともしばらくの間、しびれや力が入りにくいといった麻酔の効

果が残ることがありますが、時間がたつにつれて少しずつ回復していきます。回復が遅れる場合に

は、必要に応じて専門の医師と連携して、適切な対応を行います。また、全身麻酔を使ったときの目

覚めの時間や目覚めたあとの状態は、人によって異なり、はっきりと予測することが難しいです。と

きには数時間以上かかることもあります。手術のあとに特に注意深い管理が必要だと判断された場

合には、集中治療室に入っていただいたり、より設備の整った病院へ移って治療を受けていただく

ことがあります。 

4. 麻酔に伴って発生し得る合併症（病気） (括弧内におよその発生頻度を示します)

①点滴に伴うもの

1.神経損傷(0.003%) 穿刺部から先のしびれや痛みが出現、難治性となることがあります。

2.皮膚の潰瘍/腫脹(0.24%) 点滴漏れに伴い出現、難治性となり手術が必要になることがありま

す。

②中心静脈カテーテル挿入に伴うもの

1.動脈穿刺などによる血腫(0.5-10%)/空気塞栓(0.1-2%)

2.気胸/血胸(0.1-3.1%) 胸腔内にたまった空気・血液を抜く処置が必要になることがあります。 

3.カテーテル関連血流感染(1000 カテーテル留置日数あたり 1.7) カテーテルを留置する（とく
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（別紙４-２） 

に長期間）ことによって、全身性の感染症になることがあります。 

③局所麻酔法によるもの

1.局所麻酔中毒による痙攣や不整脈

2.硬膜穿刺(2.5%)

3.脊髄くも膜下麻酔/硬膜外麻酔後の頭痛(0.7-25%)

4.硬膜外血腫(0.01-1%)、硬膜外膿瘍(0.1%)

5.その他の原因による神経麻痺(0.03-0.1%)

④全身麻酔によるもの

1.低血圧、不整脈

2.気道確保困難(5%)、低酸素状態

3.誤嚥性肺炎(0.03-4%) 胃の内容物が逆流して肺に入ることで肺炎が起こることがあります。

4.術中覚醒(1%)

5.体温低下(5%)、悪性高熱(1/7-10万人)

⑤気管挿管（呼吸を助けるためにチューブを気管に留置すること）に伴うもの

1.歯の損傷(0.1%)など口の周囲の損傷

2.嗄声(14.4-50%) 声のかすれ 反回神経麻痺（声帯を動かす神経が麻痺すること）や披裂軟骨

脱臼（声帯を動かし、発声に関与する軟骨がずれること）などが生じた場合は難治性となり手

術が必要になることがあります。

⑥手術中の体位や無動が原因となり得るもの

1.神経障害(0.5%) しびれ、痛み、麻痺が出現、難治性になることがあります。

2.褥瘡/コンパートメント症候群  持続的圧迫を受けていた領域に出現、難治性となり手術が

必要になることがあります。

3.腹臥位、頭低位手術後の視力・視野障害

⑦麻酔覚醒時、覚醒後にみられるもの

1.覚醒遅延

2.悪心、嘔吐(20-30%)

3.高齢者のせん妄(50%)

4.呼吸状態悪化  気管挿管を再度施行する場合があります。 

5.治療を要する血圧上昇や心拍数増加

6.寒冷反応（寒気、ふるえなど）(40-60%)

⑧麻酔を受けるにあたって、お知らせいただきたい持病や体の状態について

 以下の項目に当てはまる患者さんは、手術が決まってから手術後の回復までの間に、これらの

病気や症状が悪化する可能性があります。安全に麻酔を行うために、麻酔科の医師から説明を受

ける際には、必ずお知らせください。また、ふだん飲んでいるお薬の中には、麻酔の方法や薬の

量を決めるうえでとても重要なものがあります。内服しているお薬があれば、すべて麻酔科の医

師にお伝えください。 

＜麻酔管理上問題となる主な病態＞  

発熱、喘息、高血圧、狭心症、心筋梗塞、不整脈、弁膜症、糖尿病、肝機能障害、腎機能障害、
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（別紙４-２） 

脳梗塞、肺疾患、神経疾患（麻痺や神経炎など）、アレルギー 他 

その他補足事項 

5．緊急時の事 

 手術、麻酔中に緊急処置を要する状況が発生した場合には、生命や身体的機能を守るために説明

と異なる処置を実行することもあります。 

以上、説明を行いました。 

年    月 日

麻酔に関する同意 

麻酔の内容について十分な説明を受け、理解しました。これに同意し、麻酔を受けることを承諾しま

す。 

□ 同意します

□ 同意しません

説明医   診療科 

氏名（署名）

同席者（署名）

□私は、麻酔を受けるにあたり、上記医師から手術のために麻酔が必要であること、その麻酔の方

法、合併症の可能性、麻酔時に緊急処置を要する状況が発生した場合には上記内容と異なる処置

を行う事があることについて説明を受け、その内容を理解しました。

年 月 日 

本人氏名（署名）

患者さまが未成年、判断能力がない場合は、代理の方が自筆署名してください。 

代諾者氏名 

続柄（署名）

＃＃＃＃病院長殿 

資料１
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（別紙４-２） 

歯科医師の医科麻酔科研修について 

 当院では、歯科医師の医科麻酔科研修を行っています。別紙説明書をお読みいただいたうえで、ご

協力をお願い申し上げます。 

本日同意書の説明をいたしますが、当該研修への協力は任意であり、また、同意後でもいつでも撤

回することができます。 

歯科医師の医科麻酔科研修に関する同意 

別紙の説明書を読み、歯科医師が医科麻酔科研修の一環として麻酔に携わることに同意します。 

□ 同意します

□ 同意しません

年 月 日 

本人氏名（署名）

患者さまが未成年、判断能力がない場合は、代理の方が自筆署名してください。 

代諾者氏名 

続柄（署名）

＃＃＃＃病院長殿 
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e-learning
受講

歯科医師が所属する診療科等の長

研修施設の麻酔科の代表専門医

別添資料
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歯科医師の医科麻酔科研修実施の流れの説明 

１．書面による事前手続き 

１）医科麻酔科研修を希望する歯科医師（以後、歯科医師）が、所属する診療科等の長に研

修希望を申請 

２）歯科医師の所属する診療科等の長が、歯科医師の研修歴、臨床経験及び知識・技能を

評価（別紙１）

３）歯科医師の所属する診療科等の長が、歯科医師の所属する施設長に研修実施を申請（参

考１） 

４）歯科医師の所属する施設長が、診療科等の長に研修実施を承認（参考１）

５）歯科医師の所属する診療科等の長が、研修施設の麻酔科の代表専門医に研修実施を申

請（参考２）

６）研修施設の麻酔科の代表専門医が、歯科医師の評価結果を認定

研修施設の麻酔科の代表専門医が、研修施設の長に歯科医師の受け入れを申請（参考

３）

７）研修施設の長が、麻酔科の代表専門医に歯科医師の受け入れを承認（参考３）

８）研修施設の麻酔科の代表専門医が、歯科医師の所属する診療科等の長に研修実施を承

認（参考２）

９）歯科医師の所属する診療科等の長が、歯科医師に研修実施を承認

２．e-learning の受講 

１０）歯科医師は「研修歯科医師向け e-learning」を受講し、受講証明書を授受

１１）歯科医師の所属する診療科等の長は「指導者向け e-learning」を受講し、受講証明

書を保管

１２）研修指導者は「指導者向け e-learning」を受講し、受講証明書を保管

３．インターネットによる手続き 

１３）歯科医師が、インターネット上で歯科医師及び研修施設の情報を登録

１４）歯科医師はインターネット上で、研修歯科医師向け e-learning の受講証明書をアッ

プロードする。 

１４）インターネットサーバーから研修施設の麻酔科の代表専門医宛にメールを自動送信

し、歯科医師の受け入れの確認を要求

１５）研修施設の麻酔科の代表専門医は、歯科医師の受け入れを確認

歯科医師の医科麻酔科研修 

１６）歯科医師が、インターネット上で研修終了を報告

１７）研修施設の麻酔科の代表専門医が、歯科医師の研修終了を確認

資料１
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（参考１） 

○○年○○月○○日

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認申請書 

○○病院○○長

○○○○殿

○○病院○○科等の長

○○○○

この度、下記の要領で歯科医師の医科麻酔科研修を実施したく、申請いたします。 

歯科医師名：○○○○ 

研修施設 ：○○病院麻酔科 

研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日（1年を越えないこと） 

通算研修期間（他機関の研修及び本申請の研修期間を含む）が通算 2年を超えるか否か 

□通算 2年を超えない（次項は不要です）

□通算 2年を超える（研修日数を記載してください）

研修日数：〇〇日（他機関を含めすでに通算 2年を超えている場合は年間 60 日以内） 

研修目的及び到達目標： 

□ 当歯科医師は、本人を被保険者とした歯科医師賠償責任保険に加入しています。

---------------------------------------------------------------------------------- 

○○年○○月○○日

○○病院○○科等の長

○○○○殿

○○病院○○長

○○○○

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認書 

○○年○○月○○日付申請の歯科医師の医科麻酔科研修の実施につき、承認いたします。

歯科医師名：○○○○ 

研修施設 ：○○病院麻酔科 

研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日 
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（参考２） 

○○年○○月○○日

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認申請書 

○○病院麻酔科

代表専門医○○○○殿 

○○病院○○科等の長

○○○○

 この度、下記の要領で歯科医師の医科麻酔科研修を実施させていただきたく、研修歴、臨

床経験及び知識・技能に関する評価結果を添えて申請いたします。 

歯科医師名：○○○○ 

研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日（1年を越えないこと） 

通算研修期間（他機関の研修及び本申請の研修期間を含む）が通算 2年を超えるか否か 

□通算 2年を超えない（次項は不要です）

□通算 2年を超える（研修日数を記載してください）

研修日数：〇〇日（他機関を含めすでに通算 2年を超えている場合は年間 60 日以内） 

研修目的及び到達目標： 

□ 当歯科医師は、本人を被保険者とした歯科医師賠償責任保険に加入しています。

---------------------------------------------------------------------------------- 

○○年○○月○○日

○○病院○○科等の長

○○○○殿

○○病院麻酔科

代表専門医○○○○

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認書 

○○年○○月○○日付申請の歯科医師の医科麻酔科研修の実施につき、承認いたします。

歯科医師名：○○○○ 

研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日 
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（参考３） 

○○年○○月○○日

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認申請書 

○○病院○○長

○○○○殿

○○病院麻酔科

代表専門医○○○○

この度、下記の要領で歯科医師の医科麻酔科研修を実施したく、申請いたします。 

歯科医師名：○○○○ 

研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日（1年を越えないこと） 

通算研修期間（他機関の研修及び本申請の研修期間を含む）が通算 2年を超えるか否か 

□通算 2年を超えない（次項は不要です）

□通算 2年を超える（研修日数を記載してください）

研修日数：〇〇日（他機関を含めすでに通算 2年を超えている場合は年間 60 日以内） 

研修目的及び到達目標： 

---------------------------------------------------------------------------------- 

○○年○○月○○日

○○病院麻酔科

代表専門医○○○○殿 

○○病院○○長

○○○○

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認書 

○○年○○月○○日付申請の歯科医師の医科麻酔科研修の実施につき、承認いたします。

歯科医師名：○○○○ 

研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日 
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新 旧

ガイドライン改訂の経緯と要点

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」

（医政医発第0710001号、医政歯発第0710001

号、平成14年7月10日）が通知されて以来、平

成20年6月9日に改訂ガイドライン（医政医発第

0609002号、医政歯発第0609001号）が通知さ

れ16年以上が経過した。この間、令和元年と令

和2年度に厚生労働省委託事業として、「歯科医

師の医科麻酔科研修実施状況調査分析」が実施

され、令和4年度に厚生労働省において「歯科医

師の医科麻酔研修等に関する検討会」が開催さ

れた。この中で「患者への説明と同意」「研修

のあり方」等について課題が指摘されたため、

それを解消すべく、「歯科医師の医科麻酔科研

修のガイドライン」を改訂することとした。今

回の改訂では、(1)患者への説明と同意取得の

方法・内容の見直し、(2)研修目的の明確化並

びに研修期間及び継続研修の設定、(3)医科麻

酔科研修のためのe-learning受講システムの構

築、(4)医科麻酔科研修の登録システムの見直

し、等を行った。

ガイドライン改訂の経緯と要点

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」

（医政医発第 0710001号、医政歯発第0710001

号、平成14年7月10日）が通知されてから6年が

経過したので、この間の実績を検証・評価し

て、研修における指導者の役割の明確化や患者

への説明と同意、記録の整備等、現行の研修で

指摘された問題点を改善すべく、「歯科医師の

医科麻酔科研修のガイドライン」を改訂するこ

ととした。今回の改訂では、（1）研修症例にお

ける麻酔の責任担当者は研修指導者であり、麻

酔記録上の筆頭者となること、（2）歯科医師が

研修の目的で麻酔行為に参加することを説明

し、同意を得ること、（3）研修を受ける歯科医

師と研修施設の麻酔科の長は、当該歯科医師の

研修開始時及び研修修了時に所定の方式によっ

て必要な事項の登録または報告等を行うこと等

を義務づけた。

第１　趣旨

（変更なし）

第１　趣旨

　国民に対する安全で質の高い歯科医療の推進

に資するため、歯科医師の医科麻酔科における

研修は重要であるが、研修といえども、診療行

為を伴う場合には、法令を守しながら適正に行

う必要があり、特に歯科及び歯科口腔外科疾患

以外の症例に関する行為に関与する場合につい

ては、慎重な取扱いを期するべきである。本ガ

イドラインは、こうした観点から歯科医師の医

科麻酔科における研修の在り方に関する基準を

定めるものである。歯科医師の医科麻酔科研修

の目的は次のいずれかとする。

１）歯科患者の全身管理に関する知識と技能を

身につけた歯科医師を育成するため。

２）歯科患者の麻酔管理に関する知識と技能を

身につけた歯科医師を育成するため。

第２　研修実施に当たっての基準

１）研修施設

研修施設は次のいずれかとする。

（１）公益社団法人日本麻酔科学会麻酔科認定

病院

（２）公益社団法人日本麻酔科学会が認定した

麻酔科指導医若しくは麻酔科専門医又は一般社

団法人日本専門医機構が認定した麻酔科専門医

が常勤する歯科大学・歯学部附属病院

　上記のいずれの施設であっても、当該病院長

が受け入れを承認し、麻酔科の代表専門医が受

け入れ承認及び研修管理を実施し、研修指導者

が研修の直接的な指導を行うこと。

第２　研修実施に当たっての基準

１）研修施設

研修施設は次のいずれかとする。

（１）社団法人日本麻酔科学会麻酔科認定病院

（２）社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔

科指導医または麻酔科専門医が常勤する歯科大

学・歯学部附属病院

　上記のいずれの施設であっても、当該病院長

が受け入れを承認し、麻酔科の長が受け入れ承

認及び研修管理を実施し、研修指導者が研修の

直接的な指導を行うこと。

歯科医師の医科麻酔科研修ガイドライン新旧対照表
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２）研修指導者

研修指導者は、次の条件のすべてを満たす

医師であること。

（１）公益社団法人日本麻酔科学会が認定した

麻酔科指導医若しくは麻酔科専門医又は一般社

団法人日本専門医機構が認定した麻酔科専門医

（２）歯科医師の医科麻酔科研修のための「指

導者向けe-learning」を受講していること。

２）研修指導者

研修指導者は、次の条件を満たす医師であ

ること。

社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導

医、麻酔科専門医または麻酔科認定医

３）研修を受ける歯科医師

研修を受ける歯科医師は、次の条件のすべ

てを満たす者であること。

（１）歯科医師臨床研修を修了した歯科医師

（２年間の研修プログラムに参加している者に

ついては、最初の１年間の研修を修了した

者）。ただし、歯科医師臨床研修制度の必修化

以前に歯科医師免許を受けている者は歯科医師

臨床研修修了者の登録を受けた者とみなされる

こと。

（２）研修を希望する歯科医師が所属する診療

科等の長が別紙１によって当該歯科医師の歯科

麻酔学に関する研修歴、臨床経験及び知識・技

能の評価を記録し、研修開始前に研修施設の麻

酔科の代表専門医に申請して、麻酔科の代表専

門医の承認が得られた者。

（３）研修を希望する歯科医師が所属する施設

の長及び研修施設の長によって当該歯科医師の

医科麻酔科研修の実施が承認された者。

（４）歯科医師の医科麻酔科研修のための「研

修歯科医師向けe-learning」を受講しているこ

と。

（５）研修を受ける歯科医師個人を被保険者と

する歯科医師賠償責任保険に加入しているこ

と。

３）研修を受ける歯科医師

研修を受ける歯科医師は、改の条件のすべ

てを満たす者であること。

（１）歯科医師臨床研修を修了した歯科医師

（２年間の研修プログラムに参加している者に

ついては、最初の1年間の研修を修了した者）。

ただし、歯科医師臨床研修制度の必修化以前に

歯科医師免許を受けている者は歯科医師臨床研

修修了者の登録を受けた者とみなされること。

（２）研修を希望する歯科医師が所属する診療

科の長が別紙１によって当該歯科医師の歯科麻

酔学に関する研修歴、臨床経験及び知識・技能

の評価を記録し、研修開始前に研修施設の麻酔

科の長に申請して、麻酔科の長の承認が得られ

た者。

（３）研修を希望する歯科医師が所属する施設

の長及び研修施設の長によって当該歯科医師の

医科麻酔科研修の実施が承認された者。
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４）研修方法

（１）研修を受ける歯科医師は、当該歯科医師

の研修開始時には所定の方式によって必要な事

項の登録を行い、研修修了時には報告を行うこ

と（別添資料「歯科医師の医科麻酔科研修実施

の流れ」を参照のこと）。

（２）研修施設の麻酔科の代表専門医は、当該

歯科医師の研修開始時の登録内容と、研修修了

時の報告を確認すること。

（３）当該研修症例における麻酔の責任担当者

は研修指導者であり、原則として麻酔記録上の

筆頭者となること。

（４）別紙２に定める研修項目とその水準に従

い、研修指導者が必要な指導・監督を行うこと

により、適正を期すること。

（５）研修実施に当たっては、必要に応じて、

別紙２に定める水準よりも厳格な指導・監督を

行うなど、患者の安全に万全を期すること。

（６）研修期間は１年以内とする。通算２年を

超えない範囲で延長又は再度研修することがで

きる。その場合には再度登録をする。

（７）研修期間が通算２年を越えた場合でも、

知識及び技術の取得・更新のため、研修目的を

明確化し、研修の到達目標を設定した上で、年

間60日以内の研修を行うことは差し支えない。

その場合であっても毎年登録を更新すること。

４）研修方法

（１）研修を受ける歯科医師と研修施設の麻酔

科の長は、当該歯科医師の研修開始時及び研修

修了時には、所定の方式によって必要な事項の

登録または報告等を行うこと（別添資料「歯科

医師の医科麻酔科研修実施の流れ」を参照のこ

と）。

（２）当該研修症例における麻酔の責任担当者

は研修指導者であり、麻酔記録上の筆頭者とな

ること。

（３）別紙２に定める研修項目とその水準に従

い、研修指導者が必要な指導・監を行うことに

より、適正を期すること。

（４）研修実施に当たっては、必要に応じて、

別紙２に定める水準よりも厳格な指導・監を行

うなど、患者の安全に万全を期すること

５）患者への説明と同意

研修施設では、以下の手順に従って、歯科

医師が研修の目的で麻酔行為に参加することを

説明し、文書での同意を得ること。

（１）医科麻酔科研修の説明書を提供した上

で、患者にその内容を説明し、研修に同意する

か否か熟慮する機会を与え、文書での同意を得

る。説明書及び同意書は、別紙３及び４の内容

に準じたものであれば、各研修施設が独自で作

成したものでも差し支えない。

（２）原則、患者本人の意思を確認するが、未

成年者や意思疎通が困難な者など同意能力が不

十分な場合には、親権者や保護者を含めた代諾

者に説明をした後に文書で代諾者の同意を得

る。

（３）医科麻酔科研修の同意は、患者の自発的

な意思に基づくものであり、拒否の自由を妨げ

ないように留意する。また、一度同意した場合

であっても自由に撤回できることも文書で説明

をする。

５）患者の同意

研修指導者の資格を有する医師が、別紙3を参考

として、歯科医師が研修の目的で麻酔行為に参

加することを説明し、同意を得ること。

附則　準備期間の設定

　本ガイドラインを改訂するにあたり、改訂ガ

イドラインを遵守するための準備期間として通

知から１年間を設ける。
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別紙１

診療科等

長

別紙１

←診療科

←科長

別紙２

（変更なし）

別紙２

別紙３

医科麻酔科研修についての説明文書（例示）

別紙３

←麻酔についての説明・同意書（例示）

別紙４−１

麻酔説明同意書（例示１）

別紙４−２

麻酔説明同意書（例示２）

別添資料

歯科医師の医科麻酔科研修実施の流れ

e-learning受講について挿入

別添資料

歯科医師の医科麻酔科研修実施の流れ

歯科医師の医科麻酔科研修実施の流れの説明

診療科等の長

麻酔科の代表専門医

e-learningの受講について挿入

歯科医師の医科麻酔科研修実施の流れの説明

←診療科の科長

←麻酔科の長

（参考１〜３）

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認申請書

〇〇科等の長

麻酔科　代表専門医

以下の記載を追加

研修期間：・・・・（1年を越えないこと）

通算研修期間（他機関の研修及び本申請の研修

期間を含む）が通算2年を超えるか否か

□通算2年を超えない（次項は不要です）

□通算2年を超える（研修日数を記載してくださ

い）

研修日数：〇〇日（他機関を含めすでに通算2年

を超えている場合は年間60日以内）

研修目的及び到達目標：

□ 当歯科医師は、本人を被保険者とした歯科医

師賠償責任保険に加入しています

（参考１〜３）

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認申請書

←〇〇科　科長

←麻酔科　科長
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歯科医師の医科麻酔科研修 e-learningのコンテンツ内容と講師

タイトル 内　容 担当学会 講　師（敬称略）

1 ガイドラインパート1 ガイドラインの解説 日本歯科麻酔学会

2 ガイドラインパート2 ガイドラインの解説 日本歯科麻酔学会

3 医療安全 誤認、誤薬、WHOの各種チェックリスト、機器の始業点検や関連事故 日本歯科麻酔学会 城戸幹太（北海道大学・歯科医師）

4 術前の評価と計画 患者評価、麻酔計画、絶飲食、術前内服薬（中止・継続） 日本麻酔科学会

5 全身麻酔導入 全身麻酔の導入方法とバリエーション 日本麻酔科学会

6 気道確保 評価、実践、JSA-AMA 日本歯科麻酔学会 城戸幹太（北海道大学・歯科医師）

7 循　環 生理学とモニター 日本麻酔科学会 辛島裕士（国立病院機構 九州医療センター・医師）

8 呼　吸 生理学とモニター 日本麻酔科学会 小笠原治（刈谷豊田総合病院・医師）

9 中枢神経、神経筋接合部、体温 （生理学と）モニター 日本麻酔科学会

10 手術体位 手術中の体位とそれによる神経障害 日本麻酔科学会

11 薬理学 吸入麻酔薬、静脈麻酔薬、オピオイド、局所麻酔薬 日本歯科麻酔学会 樋口　仁（岡山大学・歯科医師）

12 輸液・輸血 血管確保、輸液管理、輸血療法（輸血事故を含む） 日本麻酔科学会 内藤祐介（奈良県立医科大学・医師）

13 危機的状況への対処1 喉頭痙攣、嘔吐・誤嚥、低酸素血症の鑑別 日本歯科麻酔学会

14 危機的状況への対処2 アレルギー、アナフィラキシー、悪性高熱症 日本歯科麻酔学会

15 小児麻酔 小児麻酔総論 日本麻酔科学会 宮津光範（あいち小児保健医療総合センター・医師）

16 覚醒・抜管 評価、準備、実施、抜管後の評価 日本麻酔科学会

17 術後管理 安全性（呼吸、循環、中枢神経）、快適性（術後痛、PONV） 日本麻酔科学会

石田義幸（名古屋歯科・歯科医師）

水田健太郎（東北大学・歯科医師）

早水憲吾（札幌医科大学・医師）

花本　博（広島大学・歯科医師）

仙頭佳起（東京科学大学・医師）

田村岳士（関西労災病院・医師）
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別紙５  
 

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式（参考） 

 
 

年  月   日 
厚生労働大臣                                         

  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 

 
                      所属研究機関長 職 名 
                                                                                      
                              氏 名                
 

   次の職員の(元号)  年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。 
１．研究事業名                                           

２．研究課題名                                           

３．研究者名  （所属部署・職名）                                  

    （氏名・フリガナ）                                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   □ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   □ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   □ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   □ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 □   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 □ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 □（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和６年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業）研究 

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン改訂のための研究」研究班 

第１回会議 議事次第 

（2024 年 9 月 3日, オンライン会義） 

１．報告事項 

1) 研究班メンバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 1
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1) 研究方針（案）について

(ア) 現行のガイドラインの改訂項目の抽出と改訂（宮脇・枝長・山蔭・丸山・(明石)）

(イ) 患者への説明と同意取得の方法・内容の検討と実装のための概念検証（POC）（枝長・池

田・豊田・丸山・（宮脇））

Ø 患者への説明と同意取得の方法・内容の改訂

Ø 実装のための概念検証（POC）（アンケート調査）

(ウ) 医科麻酔科研修のための e-learning 作成（水田・仙頭・松浦・WG）

Ø ガイドラインの理解

Ø 全身麻酔を実施する上で必要な知識（特に医療安全）

(エ) 登録システムの構築（松浦・明石・松尾・（宮脇））

2) 予算（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 2

３．その他 
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令和６年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン改訂のための研究」研究班 

第１回会議（令和６（2024）年９月３日 オンライン開催）議事録 

 

参加者 

研究代表者（座長） 

宮脇卓也（岡山大学・学術研究院医歯薬学域 歯科麻酔・特別支援歯学分野・教授） 

研究分担者（構成員） 

池田水子（福岡歯科大学・全身管理・医歯学部門 麻酔管理学分野・教授） 

枝長充隆（札幌医科大学・医学部 麻酔科学講座・准教授） 

松浦信幸（東京歯科大学・歯学部 オーラルメディシン・病院歯科学講座（現 歯科麻

酔学講座）・教授） 

水田健太郎（東北大学・大学院歯学研究科 歯科口腔麻酔学分野・教授） 

研究協力者（構成員） 

明石昌也（日本口腔外科学会推薦・神戸大学・教授） 

寺島多実子（日本歯科医師会・常務理事） 

豊田郁子（患者の立場を代表する者・「患者・家族と医療をつなぐＮＰＯ法人架け

橋」理事長） 

松尾浩一郎（日本障害者歯科学会推薦・東京医科歯科大学（現 東京科学大学）・教

授） 

丸山高人（法律の専門家・日本歯科専門医機構・顧問弁護士） 

欠席者 

仙頭佳起（東京医科歯科大学（現 東京科学大学）・大学院医歯学総合研究科 心肺統

御麻酔学分野・講師） 

藤原慶正（日本医師会・常任理事） 

山蔭道明（札幌医科大学・医学部 麻酔科学講座・教授） 

（敬称略、五十音順） 
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○宮脇座長 それでは、令和６年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特

別研究事業）としての「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン改訂のための研究」の

研究班の第１回会議を開催させていただきたいと思います。私はこの研究の代表者をさせ

ていただいております、岡山大学の歯科麻酔の宮脇といいます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは最初に今日、ご都合が悪くて出席がかなわなかった先生を紹介します。まず山

蔭道明先生です。札幌医科大学の教授で、日本麻酔科学会の理事長をされておられます。

今日はご都合のためご欠席です。日本医師会の常務理事の藤原慶正先生もご都合のためご

欠席です。それから研究分担者の東京医科歯科大学講師の仙頭佳起先生もご都合が悪いそ

うで、３名の先生がご欠席です。次の第２回目にはご出席いただけるということですので、

第２回目はできるだけ多くの皆様にご参加いただきたいと思います。 

 それでは議題に沿って資料１から、まずこの研究班のご紹介をさせていただきたいと思

いますが、自己紹介をしていただこうと思います。まず研究分担者で、五十音順で福岡歯

科大学の池田先生、自己紹介をお願いいたします。 

○池田構成員 福岡歯科大学の池田と申します。このガイドライン改訂のための研究では、

患者様への説明と同意のところを担当しております。よろしくお願いします。 

○宮脇座長 ありがとうございます。それでは札幌医科大学准教授の枝長先生、よろしく

お願いいたします。 

○枝長構成員 ご紹介ありがとうございます。皆様、はじめまして。この度、このガイド

ラインの研究班に分担者として入らせていただきました、札幌医科大学麻酔科学講座の枝

長と申します。当院は歯科麻酔医がおらず、歯科の先生方が３か月ごとに研修に来ている

という関係がございます。こういったこともございまして、縁あってこの研究班に入らせ

ていただくことになりました。少しでも皆様のお役に立てるよう頑張っていきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○宮脇座長 それでは、次に東京歯科大学教授の松浦先生、よろしくお願いいたします。 

○松浦構成員 皆様、こんばんは。東京歯科大学の松浦と申します。本研究班では主にｅ

ラーニングシステムと登録システムの構築をさせていただくことになっております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○宮脇座長 ありがとうございます。次に東北大学教授の水田先生よろしくお願いします。 

○水田構成員 東北大学歯学研究科歯科麻酔科の水田と申します。今回は私もｅラーニン
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グの構築を担当する予定でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○宮脇座長 次に研究協力者を五十音順で自己紹介していただきたいと思います。日本口

腔外科学会の推薦の神戸大学教授の明石先生、よろしくお願いします。 

○明石構成員 皆さん、こんばんは。口腔外科学会からご推薦いただきました、私は神戸

大学医学部附属病院に所属する歯科口腔外科医になります。微力とは思いますけれども、

何か協力できることがあればと思います。よろしくお願いします。 

○宮脇座長 よろしくお願いいたします。それから日本歯科医師会からご推薦いただいた

常務理事の寺島先生、よろしくお願いいたします。 

○寺島構成員 ただいまご紹介いただきました、日本歯科医師会常務理事の寺島でござい

ます。国民への安全な医療提供のために、また人材育成のために、皆様方と共に何かでき

ることがあればと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○宮脇座長 よろしくお願いいたします。それでは次に患者さんの立場を代表する者とし

て、患者家族と医療をつなぐＮＰＯ法人「架け橋」の理事長の豊田様、よろしくお願いい

たします。 

○豊田構成員 皆様、はじめまして、豊田郁子と申します。ＮＰＯ法人「架け橋」という

団体を立ち上げているのですけれども、これは病院の相談窓口の担当者を養成するような

事業を行っている団体です。私自身もふだんは病院の中で患者さんの相談窓口を担当して

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○宮脇座長 よろしくお願いいたします。先ほど少し紹介しましたが、日本医師会からも

常任理事の藤原先生に協力者に入っていただくことになっています。ただ、今日は傍聴と

いう立場で日本医師会の事務局の方がこのＺｏｏｍに入っておられます。よろしくお願い

いたします。それでは、次に日本障害者歯科学会の推薦で、東京医科歯科大学教授の松尾

先生、よろしくお願いいたします。 

○松尾構成員 皆さん、こんばんは。東京医科歯科大学地域・福祉口腔機能管理学分野に

所属しております、松尾浩一郎と申します。私は病院で、医科の入院患者を診ているオー

ラルヘルスセンターというところに勤めておりまして、日本障害者歯科学会から、障害者

歯科学会に入っていて歯科麻酔学会に入っていない立場で推薦して頂きました。私自身は

過去に医科麻酔科研修をしておりますが、協力者として協力させていただきたいと思って

おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○宮脇座長 よろしくお願いいたします。この研究班は厚生労働省からバックアップを頂
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いていまして、今日も厚生労働省の歯科保健課から２名の先生にオブザーバーとしてご参

加いただいています。まずは大坪先生、よろしくお願いします。 

○大坪オブザーバー 厚生労働省の歯科保健課の大坪と申します。こちらの科研ですけれ

ども、全身麻酔を用いて障害者の歯科治療を行うことは、今後ますます重要になってくる

と思っており、安全・安心な歯科治療を行えるように、歯科医師が全身麻酔の研修をきち

んと習得しておく機会をつくることが、非常に重要なことだと考えております。ので、こ

の研究班で医科麻酔科研修に関する検討会の報告書の結論を踏まえてガイドラインの改訂

内容を検討いただき、より一層、安全・安心な歯科治療がどこでも行えるような体制を整

備していくことを、厚生労働省においても努めていきたいと思っておりますので、先生方

どうぞよろしくお願いいたします。 

○宮脇座長 よろしくお願いいたします。研究協力者で丸山先生を紹介するのを忘れてい

ました。すみません。前後しましたけれども、法律の専門家ということで日本歯科専門医

機構の顧問弁護士をされている、丸山先生にも協力者として今回入っていただいています。

丸山先生、お願いいたします。 

○丸山構成員 弁護士の丸山と申します。ただいま紹介がありましたとおり、日本歯科専

門医機構の顧問弁護士をしている関係で今回、この研究会のほうに推薦いただきました。

法律の専門家という立場で今回、研究協力者として関わっていきたいと思いますので皆様、

よろしくお願いいたします。 

○宮脇座長 よろしくお願いいたします。前後しましたけれども、厚生労働省の歯科保健

課からもう１人、加藤先生にも参加いただいています。よろしくお願いいたします。 

○加藤オブザーバー 厚生労働省医政局歯科保健課の加藤と申します。大坪とともに本件、

この厚生労働科学特別研究事業を担当させていただきます。オブザーバーという立場で参

加させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○宮脇座長 よろしくお願いいたします。今回これだけたくさんの方に集まっていただい

たのですけれども、全員が集まるのはなかなか難しいと思いますので、第２回もできるだ

け集まっていただいて、あとはメール会議か、それぞれの担当の部分で個別に集まってい

ただいて、意見をまとめてメール等で意見調整できればいいと思っています。よろしくお

願いいたします。 

 それでは資料にありますが、医科麻酔科研修というのはどういうものか、全然ご存じな

い方もおられると思います。そこでまとめたスライドを作りましたのでそれを見ていただ
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きたいと思います。歯科医師による医科麻酔科研修ガイドライン策定の経緯を簡単に説明

させていただきたいと思います。もともと歯科医師による医科麻酔の研修は随分昔からあ

ったのですが、ガイドラインを制定しようということになったきっかけがあります。もし

かしたら皆様もご記憶にあるかもしれませんが実は札幌で事件がございました。どういう

事件かというと、平成１３年（２００１年）に札幌市の市立札幌病院救急救命センターで

歯科医師が救急の診療で医療行為をしていたという理由で、医師法違反で起訴された事件

がありました。実際に救急車に乗っていろんな処置をしていたということで裁判でも争わ

れたわけですけれども、これが大々的に報道されました。この事件自体は医科麻酔科研修

とは全然関係はなかったのですが、医科と歯科との境界部分の議論の延長で、医科麻酔科

研修のガイドラインを作ろうという流れになったようです。ガイドライン策定に関するこ

れまでの経緯ですけれども、先ほど申し上げた札幌事件が２０００年で、すぐ翌年に日本

歯科麻酔会の先生方と日本麻酔科学会の先生方が合わさって、今回と同じような厚生労働

科学特別研究事業としてガイドラインを策定することになり、２００２年に最初のガイド

ラインが作成され、通知されました。その後、２００７年に三井記念病院で医科麻酔をし

ている歯科医師が医療事故を起こして、新聞等で話題になりました。後でご紹介しますが、

最初に作成されたガイドラインそのものが不十分ではないかということで、それを改訂す

る研究班が５年後の２００７年に立ち上がっています。その６年後に改訂されたガイドラ

インが通知されています。これが現在も続いているという状況です。その後、医科麻酔科

研修では千葉がんセンターの問題があったわけですが、今のガイドラインが作成されてか

ら１０年以上経っていますので、厚生労働省の研究班が実態調査をされました。その調査

結果は資料にありますが、その調査結果を踏まえて厚生労働省歯科保健課が中心になって、

検討会が開催されました。その報告についても資料にあります。それを踏まえて今回のガ

イドラインの改訂の事業になったという経緯でございます。 

 どういうところが問題になったかというところを少しご紹介したいと思います。最初の

ガイドライン作成のメンバーの中には歯科と医科の麻酔科の先生方が入っておられます。

最初のガイドラインには、まず医科麻酔科研修の位置づけをはっきりとさせ、「医師法に

抵触し認められないものではあるが、歯科医療の技術向上と国民への寄与を考えたときに、

その必要性から研修という限定条件の下で行われてきている」と書かれています。それま

では、全く法的な根拠はなく、ガイドラインも存在していなかったので、前文で目的を明

記しています。このガイドラインの目的の続きに、「様々な内容の歯科医師の麻酔科研修
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を統一的なものをするために」と記載があり、それまではわりと自由にやっていたという

気運があるわけですけれども、「関係者のコンセンサスを得て、一定の条件の下で歯科医

師の医科における麻酔科研修を適正に行うためのガイドライン」ということで、法的な整

合性や現状を踏まえ、社会的な受容を視野に入れて作成したと記載されています。 

これが２００２年に最初に通知されたガイドラインですが、きちんと実施するに当たって

の基準や指導医の資格、歯科医師はどうあるべきか、研修方法、知識・技能、患者の同意

というところまで、きちんとまとめられたものにはなっています。この最初のガイドライ

ンでは、医科麻酔科研修を受ける歯科医師の条件としては、全身麻酔を２０例経験してい

ることが条件にあったわけですが、これは改訂された現行のものではなくなっています。

最初のガイドラインでは、医科麻酔科研修を受ける歯科医師の条件がさだめられました。

ただ、このガイドラインの大きな問題点は、患者さんの同意のところです。「原則として

同意を得ること」という非常に曖昧な表現になっていて、後々いろいろな問題点が指摘さ

れるようになりました。 

 次のガイドラインの改訂事業では、やはり同じように医科の麻酔科の先生方、歯科の先

生方、それから疫学の研究者の先生にも入っていただいて改訂版が作成されました。改訂

版ではどういうところが改訂されたかというと、医科麻酔の主体はやはり医科の先生であ

るということ、それからきちんと患者さんに説明して同意を得ること、最初のガイドライ

ンでは「原則」となっていましたが、ここではきちんと取ることと決めています。それか

ら登録と報告という制度がここでできました。後でご説明しますけれども、今でもそうで

すけれども医科麻酔科研修を受ける者は必ず登録するシステムになっています。そういう

ものをきちんと定めました。具体的な同意書が提示され、こういうものを使いましょうと

いうことが明記されています。それから、希望する歯科医師だけの判断で医科麻酔科研修

の登録をすればいいというではなく、歯科医師が所属する科長または施設長、病院であれ

ば病院長の許可を得てから、研修先の麻酔科の長、さらにはその病院長の許可を得て医科

麻酔研修をしましょうという流れが明記され、結構厳格な制度になりました。今もこの制

度をそのまま使っていて、これを遵守しています。 

 医科麻酔科の現状ですが、どのくらいの歯科医師が医科麻酔科研修をしているかという

点ですが、医科麻酔科研修の登録システムからのデータでは、概数ですが年間４００名ぐ

らいの歯科医師が医科麻酔科研修をしています。歯科医師が所属している学会としては、

日本口腔外科学会の先生方が最も多くて、６割は口腔外科の先生方で、あとの３割強が日
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本歯科麻酔学会の先生方、その他は日本障害者歯科学会などの先生方が医科麻酔科研修を

されておられる状況です。口腔外科の先生は短期間の研修が多く、歯科麻酔科の先生は比

較的長めに研修されておられますが、口腔外科、歯科麻酔科ならびに障害者歯科を専門に

されておられる先生方が、全身麻酔だけでなく全身管理を学ぶという目的で医科麻酔科研

修をしておられる状況です。研修期間ですが、３か月以内は口腔外科の先生が多いでが、

大体１年以内が７割５分ぐらいで、１～２年以上されている先生が２割ぐらいおられます。

これも少し問題になっているところではありますが、いつまでもだらだらと長く、常勤の

ようになっておられる先生もおられる点が問題になっています。以上が、今回のガイドラ

イン改訂の背景というか現状になります。よろしいでしょうか。 

 それでは資料に沿って説明していきたいと思います。資料２についてですが、今回の事

業で何をするかというところですが、まず補助金として４７０万円と結構な額を頂きまし

た。ただ、期間は今年度中ということで３月末までですので、少し焦っていますが、短期

間で終える必要がある研究です。最初に経費についてご説明したいのですが、４７０万円

はほとんど委託費になります。なぜかといいますと、後でご説明するｅラーニングのシス

テムや登録システムというのは結構経費がかかって４００万円以上必要になるからです。

よって経費はほぼ委託費になることをご了解いただきたいと思います。あと物品とか旅費

を計上していますが、予備費のような扱いになると思います。あと、足りなかった場合は、

歯科麻酔学会から補填していただいて収支を合わせようと思っております。そのため、今

回参加いただいている皆様には謝金は出せない状況ですので、ご了解くださるようお願い

いたします。あわせて非常に申し訳ないですが、研究分担者の先生方には配分ゼロで、全

額、歯科麻酔学会の事務局に預かっていただいていて、そこからｅラーニングシステムや

登録システムのために使わせていただこうと思っています。ご理解くださるようお願いい

たします。 

 研究目的についてですが、後でご説明しますが、現行のガイドラインは非常によくでき

ているのですが、厚生労働省の研究班が実施したアンケート調査を見ると、十分でないと

ころがあるようですので、これを改訂することがこの研究（事業）の目的になります。で

きれば令和６年度末で改訂して、新しくガイドラインとして通知をしていただきたいと考

えております。 

 具体的な作業については、資料に記載のされているとおりですが焦点を絞っています。

４つのテーマがありますが、１つ目のテーマとしてガイドラインの改訂項目を抽出したい
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と思っています。いろいろと細かなところ、例えば麻酔科の指導医の先生をどうするかと

か、細かいところを少し現状に合わせて整備するつもりですが、WG で案を作成して、皆

様方にも見ていただいて、本文等についての問題点を議論したいと思っております。今の

ガイドラインも資料の中には入れております。それからメインはこの後の２つのテーマで

すけれども、患者さんへの説明と同意についてです。ここがやはりまだ不十分であるとこ

ろが今のガイドラインの大きな問題になっています。これをまずきちんとしたいと思って

おります。既に分担者の先生方には案を作っていただいていますが、要は今のガイドライ

ンでは「こんなふうにやりましょう」というところまでしか出ていないのですけれども、

きちんとした説明文章を患者さんに渡して、見ていただくことが大事ではないかというこ

とで説明文を作成し、それを患者さんにじっくり見ていただいて、それで判断していただ

くところが必要でないかと考えております。あと今のガイドラインで見本になっている同

意書では現在の医療水準に合っていないところがあります。また、施設ごとに同意書の形

式が決まっていますので、その施設に合わせて作成してもらう必要がありますが、必要最

低限なもの提示する必要があると思っています。例えば未成年者への対応とか、同意を撤

回できるとか、十分説明を受けたとか、現在ではチェックする欄が同意書に要ります。そ

ういうものが今のガイドラインでは不足していますので、きちんとそれらを踏まえたもの

を提示したいと思っております。併せて、説明文と同意書については、アンケート調査を

したいと思っています。「POC」は難しい言葉ですけれども概念検証といって、実際にそ

れがちゃんとうまく運用できるかどうかを確認する意味で、この研究では「POC」を検証

したいと思っております。きれい事ばかり書いても「実際はやれないじゃないか」とい

うものであれば、それは机上の空論というか絵に描いた餅になりますので、また調査をす

ると「やっていないです」という結果が出てきかねません。やはり改訂した説明文と同意

書を指導施設で見ていただいて、「これならいけるよ」という確証を得た上で、これをガ

イドラインで提示したいと思っています。それから、もう１つのメインの課題としてｅラ

ーニングシステムの構築を計画しています。先ほどの自己紹介でもｅラーニング担当と言

っていただいた分担者の先生方がおられますが、ｅラーニングシステムを構築して、研修

前に受講していただいて医科麻酔科研修のシステムと麻酔に関する知識を獲得してもらお

うというものです。なぜｅラーニングが必要かというと、医科麻酔科研修をする歯科医師

がガイドライン自体をよく分かっていないとか、送り出す人が分かっていない、それと、

受け入れる側の先生がよく理解していないのではないかと思われるためです。医科麻酔科
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研修のシステムをきちんと理解した歯科医が医科麻酔科研修をし、歯科医師を受け入れる

施設の先生も医科麻酔科研修のシステムをきちんと理解して受け入れるという形にしたい

と思っています。そのためのｅラーニングシステムです。あと、先のアンケート調査の中

に、医科麻酔科研修をしている歯科医師があまりにも麻酔の知識がなさ過ぎて、「こんな

人に何をさせたらいいの」というお声があったこともｅラーニングシステムを取り入れる

理由です。ですので、やはり麻酔のことを勉強して、特に医療安全のことについての知識

を獲得した上で医科麻酔科研修をするというのを、このｅラーニングシステムで保証した

いというところです。ですので、主にこの２つのテーマをこの研究班で詰めていきたいと

思っています。それから４番目の課題としては、先ほど来、登録システムがあると言いま

したけれども、なかなか分かりにくい登録システムで、後で検証しようにも難しいところ

がありますので、これをもう少し整理したいと思っています。これにも少しお金を頂いて

やろうと思っています。そういうところでございます。あと、長々と書いてありますが、

この研究では以上４つのテーマについて検討しますが、主に「説明と同意」「ｅラーニン

グ」の２つのテーマについてはきちんとここでまとめて、いいものにしたいと思っていま

す。 

 資料３ですけれども、これは申請書の評価通知書ですが、１５件の申請の中で評価点は

「７．３」で、平均点が６．９ですので高得点の評価をいただいています。評価委員会か

らは、高く評価していただいたと思っています。この委員会の委員からは「実地上、歯科

領域の麻酔については問題が発生しやすく、ガイドライン改訂により問題解決の一助とな

ることが期待される。歯科医師による医科麻酔の制度見直し等に当たり、施策等への活用

が期待できる。ｅラーニングの受講を必須とするシステムを確立することは必須である」

ということを頂いています。疑問点としては「『医科麻酔』が具体的にどのような麻酔を

指すのかイメージがわかなかったが、手技そのものの研修は恐らくそれほど困難ではない

と思われる」。困難というか、基本的なところがやはり大事なんだと思いますけれども、

なかなかその辺が伝わっていないと思います。「術前、術中、術後の全身状態の評価・管

理、何らかの副反応が起きた場合の緊急対応など、麻酔科医と連携しないと十分にできな

い点もありそうなので、そのあたりをどうするのかお考えいただきたいと思った」という

ところですが、このあたりもｅラーニングで勉強して、なおかつ主にこの医科麻酔科研修

は歯科麻酔科医を育てるだけでなく、口腔外科や障害歯科の先生を含めて、全身管理ので

きる歯科医師を育成する目的がありますので、このあたりのアウトカムはきちんとしてお
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きたいと思っています。資料４は採択通知書ですが、交付いただいたのは７月１８日で、

そんなに昔ではないですけれども、今日の会議まで日数がたってしましました。厚生労働

省から、加藤先生、何か追加はありますか。 

○加藤オブザーバー 特に追加はございません。どうもありがとうございます。恐れ入り

ます。 

○宮脇座長 よろしいですか。大坪先生、何かありましたか。 

○大坪オブザーバー 特に大丈夫です。ありがとうございます。 

○宮脇座長 大丈夫ですか。ありがとうございます。ここまでのところで何か疑問点等あ

ますでしょうか。私ばかりしゃべり過ぎましたが、ご意見等があれば頂きたいですけれど

も、よろしいですか。 

 先ほど４つのテーマに分けたわけましたが、資料にそれぞれの分担を書かせていただき

ましたが、WG として案を提示していただきたいと思っております。それぞれのテーマに

ついて忌憚のないご意見を頂きたいと思います。特に患者さんの説明と同意のところは、

豊田さんにしっかりとコメントを頂いて、患者さんが納得できるものにしたいと思ってい

ます。我々医療者だけではやはり不十分なところがあると思いますので、そのあたりはき

ちんとご意見を頂ければと思っています。豊田さん、ここで何かご意見をいただけますで

しょうか。 

○豊田構成員 今、医科のほうでもインフォームドコンセントとか共同意思決定とか、そ

ういうのが安全の観点からも盛んに言われていますので、なるべく同じような状況で揃え

ていただけたらと思います。やはり考える時間とか熟慮の時間だとか、そういう確保も必

要と言われているので、ガイドラインの中でどういうふうに工夫していったらいいかとい

うのは先生方とご相談しながら、いい文章ができたらいいかなと思っています。 

○宮脇座長 ありがとうございます。一応、案を作っているので豊田さんにはまた見てい

ただいて、分かりにくいとかご意見等を頂ければと思っています。私たちの立場では、多

分、どこの病院でも分かりにくい説明書を作っていると思いますが、これからはもうちょ

っと分かりやすい説明書が必要だと思います。その辺もいろいろ忌憚なくご意見を頂いて、

いいものを作りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○豊田構成員 ありがとうございます。 

○宮脇座長 丸山先生、よろしいでしょうか。歯科医師が医科の麻酔をすることについて、

そのまま生業とすることは医師法違反になると思うのですが、そのあたりは微妙なところ
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だと思います。ガイドラインに沿って今までやってきているところで、法的な解釈はどう

いう形になりますでしょうか。いきなりで申し訳ないですけれども、見解としてはどうで

しょうか。 

○丸山構成員 一般的に言われているところで、これまでのガイドラインを作る上でも参

考にしていることかと思いますけど、いわゆる４つの要件というか、違法性を阻却するた

めの要件がもともと言われていたところがあろうかと思います。例えば、きちんと評価を

受けているとか。もともと現行のガイドラインで定められているところは、医師法の違法

性阻却事由に当たるような要件を意識して、多分作られているのかなと拝見して思ってお

ります。まず、どういったことができるのか、どういった歯科医師ができるのか、どうい

った施設ができるのか、あとは患者さんの同意、こういった要件があれば正当な業務とし

て認められるという観点から作られているかなと思いますので、その流れに沿って、今回

の改訂内容もやっていくのかなと思っています。先ほど宮脇先生のほうから説明文書を作

られるというお話がありましたが、それはとてもいいことなのかなと思っております。現

行のガイドラインの同意書を見ると「歯科医師が研修します」ということだけ書いてあり

ますので、やはりこれを見ると患者さんはちょっと不安に思うだろうなとは思いました。

「歯科医師の中でもきちんと評価を受けた上で、この人だったら大丈夫だという歯科医師

が研修を受けるのですよ」という要件がせっかくあるのだから、それを患者さんに伝えな

いともったいないなと思ったりするところもありますので、そういったところがこれから

今回の改訂の対象になるのかなと思いますので、ちょっと見させていただきたいと思って

おります。 

○宮脇座長 貴重なご意見をありがとうございます。この改訂自体、全体を見て、そのあ

たりのご意見を頂きたいと思います。確かに説明書がないとやはりよくないと思っていま

す。さっと見せて、さっとサインしてもらうのはよくないだろうなと私たちも思っていま

すので、じっくり見ていただいてご判断いただけるような環境というか制度というか、そ

ういうのにしたいなと思っています。やはりそれが国民に認めていただけるところかなと

思いますので、そのあたりはまた丸山先生、いろいろなご意見を頂ければと思います。よ

ろしくお願いいたします。日本歯科医師会の寺島先生に入っていただいているので、ご意

見いただければと思います。 

○寺島構成員 今、丸山先生がおっしゃったとおり違法性がないように、なおかつ患者様

にもご家族にも同意していただける、分かりやすいものを作っていただければと考えてお
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ります。 

○宮脇座長 日本歯科医師会の先生には全体を俯瞰してご意見を頂ければ。歯科医師の総

本山ですので全体的なところでご意見を頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

それでは次に行かせていただきます。現行のガイドラインを少し見てみようと思います。

これも資料につけているとおりですけれども、わりときちんと作られているとは思います。

ここで先ほど丸山先生がおっしゃったように、はっきりと目的が書いてありますが、全身

管理ができる歯科医師や我々のような歯科麻酔をする人を育成するということが、目的と

してちゃんと明記されています。実施に当たっての条件として、研修施設としては日本麻

酔科学会の認定病院であるということが明記されています。指導医、専門医であるという

こと、常勤であること、きちんと指導体制ができていることが明記されていて、なおかつ、

このガイドラインは病院長がきちんと認めている点もしっかりと書かれていますので、非

常にいいガイドラインだと思います。希望する歯科医師もきちんと所属長の許可を得て研

修をするということになっています。登録システムがちょっと分かりにくいところがあっ

て、具体的には送り出す側のどこの施設の承認を得たかが分からないので、これも明記す

るようにしたいと思っています。それから患者さんの同意については、先ほど丸山先生が

おっしゃったように、説明と同意書がざっと書いてあって、その後すぐに「同意いたしま

す」とサインすることになっています。やはり説明文はしっかりと見ていただく必要があ

りますし、もっと詳しい説明文が必要だと思います。すでに説明文の案を作っていただい

ていますが、同意書についても理解した上で同意いただけたかどうかの確認や未成年の場

合どうするかとか、などの記載も必要ですので、現行のガイドラインの同意書をそのまま

使うのはちょっと現状の医療とはあっていないと思っています。現状の医療にあうよう改

訂したいと思っています。それから今のガイドラインでも技術的なところの評価をした上

で医科麻酔科研修を行っていますが、どれだけの技量を持って、どれだけのベースがある

かという点が不十分だと考えています。現行の評価も残すつもりですが、やはり合わせて

ｅラーニングが必要だと思っています。ｅラーニングでは試験も課して、それに合格しな

いと医科麻酔科研修ができないようにしたいと思っています。ｅラーニングを受講して合

格しましたという証明書がないと医科麻酔科研修ができないようなシステムにしたいと思

っています。あと基準もきちんと定められていて、これは大体守られているんじゃないか

なと思います。このあたりのところは、医科の麻酔科の先生方と協議になると思いますが、

これを大きく変えるつもりはないです。医科麻酔科研修の流れについても今のままでいい
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と思っていますが、登録システムはしっかりと、もっとわかりやすいものにしたいと思っ

ています。ここまでは現行のガイドラインについてです。 

 次に現状と課題ですが、厚生労働省の研究班が令和元年と２年に実態調査をされておら

れます。１回目の調査では医科麻酔科研修を受け入れている施設１２８施設、それから研

修している歯科医師２５５名が対象です。２回目の調査では医師１，４２６人と歯科医師

２，１１０名が対象で結構大規模な調査をしておられます。この調査結果に対して様々な

意見があり、医師、歯科医師で考え方も違うのですけれども、ここで最も問題なのは同意

書についてです。きちんと個別同意を取っているのは４割程度しかなく、同意は「不要で

ある」と回答された先生がおられることはかなり問題です。同意は必ず取らなければいけ

ないという認識で医科麻酔科研修をしていただきたいと思います。次に研修期間の問題も

あって、やはり研修期間が長くて、特に週４日、５日をフルで何年もやっているというの

は問題だと思っておりますので、このあたりも見直す必要があると思っております。ずっ

と説明してきましたが、実態調査について厚生労働省の大坪先生、何かご追加はあります

でしょうか。すみません、僕の説明が悪かったと思うのですけれども。 

○大坪オブザーバー いえ、特に大丈夫です。 

○宮脇座長 様々な課題があると思いますが、やはり問題となるのは同意書のところです

ね。論点は資料に書いてあります。様々な知識レベルの歯科医師が医科麻酔科研修を行っ

ているようですが、先ほど少し言いましたように、基本的な知識を持って研修することが

大事だと思っています。それから反復研修というか、長期間研修するのは問題だとおっし

ゃる先生もおられますけれども、我々歯科医師もレベルを保っておきたいというのがあり

ますので、程度の問題だとは思っていますが、期間だけを問題にするものではないと思っ

ています。この実態調査を踏まえて厚生労働省で検討会が行われております。この検討会

に基づいて今回のガイドラインの改訂の研究班が立ち上がったと言えます。資料の最後の

ところだけちょっとご紹介しますが、ここに「口腔外科治療はもちろんのこと、障害を有

する者に対する歯科治療等においても歯科麻酔の果たす役割が大きい。研修が適切に実施

されることによって、地域にかかわらず、国民に対する安全で質の高い歯科医療の提供が

推進されることが期待される。このため、医学・歯科医学等の進歩、歯科麻酔の提供状況、

研修の実施状況等を踏まえ、ガイドラインを適宜見直していくことが望まれる」というこ

とで締めくくられていますので、この研究班に繋がったということです。大坪先生、厚生

労働省の立場で何か追加はありますでしょうか。ちょっと、はしょって説明してしまい、
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すみません。 

○大坪オブザーバー いえ、とんでもないです。最初のほうに「漫然と行うべきでない」

と書いてあるところがあると思います。今、見ていただいている、黄色のハイライトにし

ていただいているところで「医業を行う歯科医師を育成するものではないことから、本研

修を漫然と継続して行うべきではない」。この辺もしっかり守られるようなものにできれ

ばなと思っているところです。 

○宮脇座長 これに関しては、ガイドラインの本文を改訂しないといけないかなと思って

います。このあたりは日本麻酔科学会の理事長の山蔭先生ともご相談して改訂をしたいと

思います。現状はどうなのかなというところもありますので、そのあたりは少し検討した

いと思っています。あとよろしいでしょうか。ありがとうございます。ここまでのところ

でご意見等、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。ちょっといきなりですが、口

腔外科学会の明石先生、いかがでしょうか。 

○明石構成員 私たちは医学部の中で働く、歯科医師の口腔外科医ですけれども、基本的

に期間としてはやはり短くて、他科の医科の先生方の研修と同じような扱いで今はさせて

いただいております。そんなに問題点を直に感じていないところもありますので、いろい

ろ教えていただければと思います。ありがとうございます。 

○宮脇座長 ありがとうございます。障害者歯科学会の松尾先生、どうでしょうか。 

○松尾構成員 障害者歯科学会の立場で申し上げますと、障害者歯科診療はとてもリスク

の高い診療ですので、いわゆる医科麻酔科研修をしっかりやって、より安全な障害者歯科

診療につなげられるものができるとよいかなと思って聞いておりました。ありがとうござ

います。 

○宮脇座長 ありがとうございます。先生方は送り出す立場ですので、いろいろなところ

でご意見を頂ければと思います。今日はこれまでこの事業の概要といいますか、背景を説

明させていただきましたけれども、研究分担者になっていただいている枝長先生、何かご

ざいますか。私の説明に補足とかがありましたらお願いします。 

○枝長構成員 いえ、補足はございません。皆様からご意見が出ていましたように、やは

り説明と同意のところですね。現在、池田先生、宮脇先生とで同意書のところを少しいじ

らせていただいて準備しております。それを基に豊田様や丸山様に見ていただいて、その

上で皆様に評価いただきたいと現在考えているところです。私からは以上です。 

○宮脇座長 ありがとうございます。説明文と同意書は枝長先生と池田先生と私で案を作
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っておりますので、これをじっくり見ていただき、ご意見いただいて、いずれまたオンラ

イン会議でディスカッションできればいいかなと思っていますので、よろしくお願いしま

す。よろしいですか。同じく研究分担者の水田先生、松浦先生、よろしいですか。 

○水田構成員 （うなずく） 

○松尾構成員 はい、大丈夫です。 

○宮脇座長 池田先生は説明文と同意書のほうをやっていただいたのですけれども、この

後もよろしくお願いします。 

○池田構成員 （うなずく） 

○宮脇座長 ありがとうございます。それでは今後についてのご説明と皆様方にご理解い

ただきたいことがあります。組織についてはこれでいいですね。役割ですが、大体割り振

ってみたのですが、できるだけ情報は皆さん全員に伝わるようにして、ご意見を頂くよう

にしたいと思っています。そう言ってもあまり数が多いと他人事になってしまったりする

と思いますので、ある程度、役割を決めて、先ほど申し上げたように分担した役割を決め

て進めてようと思います。１つは先ほど言ったガイドライン本文の改訂については、私と

枝長先生と山蔭先生、あと丸山先生にも入っていただき、よかったら口腔外科の明石先生

にも加わっていただいて、ガイドライン本文の改訂について話をしたいと思います。あと、

患者さんへの説明文と同意書ですが、これは枝長先生、池田先生、豊田さんと私、それか

ら丸山先生にも入っていただき、オンラインで話を進めたいと思っています。それからｅ

ラーニングですが、これは水田先生、松浦先生と今日ご欠席の仙頭先生で、できれば歯科

麻酔学会や麻酔科学会の中で有志、いわゆる WG を作っていただき、基本的な知識を学べ

るようにしていただき、それを受講した人が医科麻酔科研修できるようなシステムしたい

と思っています。２つ目的があって、ガイドライン自体を理解するのと、先ほど来言って

いる基本的な知識、特に医療安全についての内容で作成するということです。この役割を

水田先生、仙頭先生、松浦先生にお願いしたいと思います。それから登録システムですけ

れども、これは松浦先生中心で、明石先生と松尾先生にも入っていただいたほういいと思

っています。登録するときに「実際こんなのは登録できないよ」「これは不都合だ」とい

うところが、特に口腔外科の先生方にはあると思いますので、現状に合わせても改善はし

たいと思っています。ただ現状は登録しているだけのシステムですので、データをフィー

ドバックできるようにしたいと思っています。それから経費についてですが、先ほど、ｅ

ラーニングシステムの構築に見積もりで４００万円ぐらいかかるといいましたが、松浦先
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生にマネジメントしていただいて、何とか切り詰めて予算内で進めたいと思っています。

その点、ご理解いただきたいと思います。よろしいでしょうか。今後の方針についてのご

意見を何か頂ければと思いますけれども、厚生労働省から何かありますか。大坪先生、加

藤先生、何かありますか。方針についてはどうですか。 

○大坪オブザーバー いえ、特にありません。先生のほうで、その辺につきましても分担

者の先生方といろいろ決めていただければと思います。 

○宮脇座長 あとはメールで皆さんにお知らせしようと思っていますが、よろしいでしょ

うか。厚生労働省の先生方にもちゃんと情報が伝わるようにして、風通しのよいようにし

ようと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。ご意見いただけばいいと思って

います。今のメンバーに入っていない先生方からも「それはちょっと待ってくれ」という

ことがあってもいいと思っています。現状はできる範囲で改善していきたと思っていまし

が、何かありますか。方針はこれでよろしいでしょうか。 

 その他、何か追加はありますか。第２回目はできれば患者さんの同意と説明について、

枝長先生に案をご説明いただいて、皆様のご意見をお聞きしたいと思います。先ほど豊田

さんと丸山先生に入っていただくと言いましたけれども、最初にたたき台の案を提示しよ

うと思いますので、それから豊田さん中心に意見を頂いて、それで練って、何回か練った

上で作り上げたいと思います。そんな感じでもいいですか。豊田さんはいろいろな会議に

出ておられて、非常によく理解されておられ、こういう会議でもきちんと主張いただける

ので、ご意見に対しては、可能な限りというより、最大限に尊重しますので、よろしくお

願いいたします。 

○豊田構成員 一生懸命、勉強します。 

○宮脇座長 よろしくお願いいたします。 

○寺島構成員 私、ちょっと１点だけ気になったことがありまして、麻酔科の先生と患者

さんが直接会う機会はあまりないとお聞きすることがよくあったのですけれども、事前に

インフォームドコンセントも、書面も大事ですけれども、なるべくだったら顔を合わせて

「この方なんだな」ということがあったほうがいいようにも思うのですけれども、スケジ

ュール的なこととかでいろいろ難しいかもしれませんけれども、できればそのそういった

ことも実現できるといいのかなとちょっと思いました。 

○宮脇座長 多分、これは枝長先生が大分言われると思いますけれども、麻酔を担当する

先生が患者さんと会わないことはあまりないですよね。まず説明して、担当する先生が行
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って、ちゃんと再度説明する。枝長先生、基本はそうですよね。 

○枝長構成員 貴重なご意見、ありがとうございます。ただ、基本はそうですが、週１回

来られているという先生も当院におりまして、そういう方は前日に会えないというのがあ

ります。この問題は非常に難しいかなと思います。当院の歯科の先生が３か月間連続の場

合は前日に会われているのでいいのですが、ここは各病院、全国の事情もありますので、

なかなかこの短い時間で解決というのは難しいところはあります。 

○宮脇座長 でも基本的に医科麻酔科研修の主体は医科の先生で、医科の先生が主体とな

って麻酔をかけるので、歯科医師が医科麻酔科研修に行って主体でかけることはないです

ので、基本的に患者さんへの説明も医科の担当の先生にしていただいて、その先生が主体

となって麻酔をして、歯科医師を指導してするという形ではないかと思います。歯科医師

が説明しなければいけないというのではなく、むしろ麻酔科の先生方に十分していただい

ているという解釈でいいかなと思っています。 

○寺島構成員 説明を歯科医がするということではなくて、「この人なんだな」というの

がわかった方がいいのかなと思ったということなので、現実問題としては難しいんだろう

なとは思いますけれども、そういうことを思った次第です。 

○宮脇座長 ありがとうございます。そのあたりも検討できたらいいですね。枝長先生、

よろしくお願いします。現状に合わせなければいけないところもありますが、できるだけ

患者さんが納得して、安心できるような形がいいと思いますので、そのあたりもこの研究

班で議論できればいいと思います。貴重な意見、ありがとうございました。 

○枝長構成員 ご意見ありがとうございます。 

○宮脇座長 あと、日本医師会のほうからオブザーバーとして参加いただいておりまして、

今回のご議論は録画しているのですけれども、今日はご参加いただけなかった日本医師会

の藤原先生にも録画したものを見ていただけようにしたいと思います。あと、今日参加い

ただけなかった先生にも見ていただいたら、次の会議がスムーズに進むと思います。この

研究班の先生だけの視聴ということになりますけれども、録画ビデオをお見せしてもよろ

しいですか。皆さん、よろしいですか。大丈夫ですね。ということで、録画を見ていただ

いて、次の議論に進めさせていただきたいと思います。それ以外のことには録画したもの

は使いませんので、スムーズな進行ということでご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 それではよろしいでしょうか。１時間１０分たちましたが、本当に夜分にまでご参加い

ただき、ありがとうございました。来週の第２回の会議も遅くから開始ですが、こうやっ
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て皆様と顔を合わせて第１回会議をできたことは非常によかったと思います。第２回会議

の後、いつできるか分からないですが、３月の終わりぐらいにもう１回集まって、最終的

な確認ができればいいかと思っています。淡々と作業して、年度内にまとめて新しいガイ

ドラインにつなげたいと思いますので皆様方、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それではこれで終わりにしたいと思います。皆様、お疲れさまでした。ありがとうござ

いました。失礼します。 
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「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」

ガイドライン改訂の経緯と要点

 「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」（医政医発第 0710001 号、医政歯発第

0710001 号、平成 14 年 7 月 10 日）が通知されてから 6年が経過したので、この間の実績を

検証・評価して、研修における指導者の役割の明確化や患者への説明と同意、記録の整備

等、現行の研修で指摘された問題点を改善すべく、「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドラ

イン」を改訂することとした。今回の改訂では、(1)研修症例における麻酔の責任担当者は

研修指導者であり、麻酔記録上の筆頭者となること、(2)歯科医師が研修の目的で麻酔行為

に参加することを説明し、同意を得ること、(3)研修を受ける歯科医師と研修施設の麻酔科

の長は、当該歯科医師の研修開始時及び研修修了時に所定の方式によって必要な事項の登

録または報告等を行うこと等を義務づけた。 

第１ 趣旨

 国民に対する安全で質の高い歯科医療の推進に資するため、歯科医師の医科麻酔科にお

ける研修は重要であるが、研修といえども、診療行為を伴う場合には、法令を遵守しなが

ら適正に行う必要があり、特に歯科及び歯科口腔外科疾患以外の症例に関する行為に関与

する場合については、慎重な取扱いを期するべきである。本ガイドラインは、こうした観

点から歯科医師の医科麻酔科における研修の在り方に関する基準を定めるものである。歯

科医師の医科麻酔科研修の目的は次のいずれかとする。

１）歯科患者の全身管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師を育成するため。

２）歯科患者の麻酔管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師を育成するため。

第２ 研修実施に当たっての基準

１）研修施設

研修施設は次のいずれかとする。

（１）社団法人日本麻酔科学会麻酔科認定病院

（２）社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医または麻酔科専門医が常勤する

歯科大学・歯学部附属病院

上記のいずれの施設であっても、当該病院長が受け入れを承認し、麻酔科の長が受け

入れ承認及び研修管理を実施し、研修指導者が研修の直接的な指導を行うこと。

２）研修指導者

研修指導者は、次の条件を満たす医師であること。

社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医、麻酔科専門医または

麻酔科認定医

３）研修を受ける歯科医師

研修を受ける歯科医師は、次の条件のすべてを満たす者であること。

（１）歯科医師臨床研修を修了した歯科医師（２年間の研修プログラムに参加している

者については、最初の１年間の研修を修了した者）。ただし、歯科医師臨床研修
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    制度の必修化以前に歯科医師免許を受けている者は歯科医師臨床研修修了者の登 
    録を受けた者とみなされること。 
 （２）研修を希望する歯科医師が所属する診療科の長が別紙１によって当該歯科医師の 
    歯科麻酔学に関する研修歴、臨床経験及び知識・技能の評価を記録し、研修開始 
    前に研修施設の麻酔科の長に申請して、麻酔科の長の承認が得られた者。 
 （３）研修を希望する歯科医師が所属する施設の長及び研修施設の長によって当該歯科 
    医師の医科麻酔科研修の実施が承認された者。 
 ４）研修方法 

（１）研修を受ける歯科医師と研修施設の麻酔科の長は、当該歯科医師の研修開始時 
   及び研修修了時には、所定の方式によって必要な事項の登録または報告等を行う 

    こと（別添資料「歯科医師の医科麻酔科研修実施の流れ」を参照のこと）。 
 （２）当該研修症例における麻酔の責任担当者は研修指導者であり、麻酔記録上の筆頭 
    者となること。 
 （３）別紙２に定める研修項目とその水準に従い、研修指導者が必要な指導・監督を 
    行うことにより、適正を期すること。 
 （４）研修実施に当たっては、必要に応じて、別紙２に定める水準よりも厳格な指導・ 
    監督を行うなど、患者の安全に万全を期すること。 
 ５）患者の同意 
  研修指導者の資格を有する医師が、別紙３を参考として、歯科医師が研修の目的で麻 
  酔行為に参加することを説明し、同意を得ること。 
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（別紙１） 
医科麻酔科研修を希望する歯科医師の研修歴、臨床経験及び知識・技能評価 

 
 
研修希望歯科医師名：             
 
 
 医科麻酔科研修を希望する上記の歯科医師について、歯科麻酔学に関する研修歴、臨床

経験及び知識・技能についての評価結果を下記のとおり報告します。 
 
１．研修歴 

年月日 研修内容 

  年  月  日〜  年  月  日

  年  月  日〜  年  月  日

  年  月  日〜  年  月  日

歯科医師臨床研修（○○病院○○プログラム） 

△△病院△△科 

 

 
２．臨床経験（見学を除く） 

内  容 経験症例数 内  容 経験症例数 

全身麻酔 

静脈内鎮静法 

吸入鎮静法 

バイタルサインモニタリング 

      例

      例

      例

      例

外来主治医 

病棟主治医 

その他（        ） 

その他（        ） 

      例 

      例 

      例 

      例 

 
３．知識・技能評価 

項目 評価 

医療面接 

全身管理 

麻酔管理 

  I ・ II ・ III 

  I ・ II ・ III 

  I ・ II ・ III 

 
I: 厳格な指導・監督が必要と思われるレベル 
II: 基本的な知識・技能を有しているが、初歩からの研修が望ましいレベル 
III: 一定水準に達しており、研修によって更なる知識・技能の向上が期待できるレベル 
 
 

平成    年    月    日 
 

施 設 名：                 
所属診療科：                 
科   長：                 
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研修水準
Ａ 1. 術前管理 (1) 一般的な術前診察と全身状態評価

2. 術中管理 (1) 麻酔器の取扱い
(2) 麻酔前準備
(3) 末梢静脈確保
(4) 気道確保（用手またはエアウェイを用いたもの）
(5) 用手人工換気
(6) 気管吸引
(7) 基本的なモニタリング機器の装着と操作
(8) モニタリング項目の値の解釈と麻酔中の全身状態の把握

3. 術後管理 (1) 麻酔後の全身状態の把握
(2) 術後酸素療法

Ｂ 1. 術前管理 (1) 麻酔管理方針の決定
2. 術中管理 (1) 麻酔導入・気管挿管（ラリンゲルマスク挿入を含む）

(2) 麻酔覚醒・抜管（ラリンゲルマスク抜去を含む）
(3) 麻酔中の合併症への対応
(4) 麻酔中の薬物投与
(5) 輸液・輸血の実施
(6) 手術患者への人工呼吸器の設定
(7) 動脈穿刺・動脈カテーテル留置

3. 術後管理 (1) 術後疼痛管理
(2) 麻酔後の合併症への対応（侵襲的処置を伴わないもの）

Ｃ 1. 術中管理 (1) 中心静脈・肺動脈カテーテルの挿入
(2) 経食道心エコー装置のプローブ挿入

2. 術後管理 (1) 麻酔後の合併症への対応（侵襲的処置を伴うもの）
3. 局所麻酔 (1) 硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔
4. ペインクリニ(1) 局所麻酔薬・神経破壊薬を用いた神経ブロック
5. 集中治療 (1) ＩＣＵ収容患者の管理（長期人工呼吸管理を含む）

Ｄ 1. 術前管理 (1) インフォームドコンセント
(2) 術前指示書の記載

2. その他 (1) 上記以外で研修指導者が実施するのでなければ危険性
を伴う専門性の高い技術

研修水準

（注−１）

（注−２）
Ｃにいう「補助」とは、機械的な作業を行うことをいう。

Ｄ：見学に留めるもの。
Ｃ：研修指導者の行為を補助するもの。

研修項目と研修水準　　　　　　　　　　　　　（別紙２）

Ｂ：研修指導者の指導・監督及び介助のもとに、実施が許容されるもの。
Ａ：研修指導者の指導・監督のもとに、実施可能なもの。

Ｂにいう「介助」とは、歯科医師の行為が実質的に機械的な作業とみなし得る程度まで研修指
導者が管理・支配することをいう。

研修項目
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（別紙３） 
麻酔についての説明・同意書（例示） 

 
            様 
 
 
麻酔についての説明 
 １．・・・・ 
 ２．・・・・ 
  ・ 
  ・ 
  ・ 
 
 なお、麻酔は麻酔科医師が担当いたしますが、その指導・監督のもとに歯科医師が医科

麻酔科研修を実施いたします。 
 
 
======================================================================= 
 
上記のとおり説明をいたしました。 

平成   年   月   日 
 

○○病院麻酔科 
    医師             

 
 
 
○○病院長殿 
 
 説明を受け、理解し納得しましたので、上記の麻酔を受けることに同意します。 
 

平成   年   月   日 
 

患者様ご氏名             
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歯科医師の医科麻酔科研修実施の流れ

別添資料

研修を希望する歯科医師

（歯科医師臨床研修修了者）

歯科医師が所属する診療科の長

研修歴、臨床経験及び知識・技能を評価（別紙１）

評価結果を研修施設の麻酔科の長に提出

歯科医師が所属する施設の長

医科麻酔科研修を承認

研修施設の麻酔科の長

評価結果を認定、受け入れを承認

研修施設の長

受け入れを承認

(2)評価

(3)申請
（参考1）

(4)承認
（参考1）

(10)インターネットによる登録
・歯科医師の情報
・研修施設の情報

(11)登録後自動送信
受け入れの確認を要求

(12)インターネット画面で
受け入れを確認

医科麻酔科研修開始

医科麻酔科研修終了

(13)インターネットによる終了報告

(14)報告後自動送信
終了の確認を要求

(15)インターネット画面で終了を確認

(6)申請
（参考3）

(7)承認
（参考3）

(8)承認
（参考2）

(5)申請
（参考2）

(1)申請

書面による事前手続き

インターネットによる手続き

(9)承認

http://www.kokuhoken.or.jp/ikamasuika_kensyu

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 
改訂のための研究」　第１回会議　資料5

26



歯科医師の医科麻酔科研修実施の流れの説明 
 
 
１．書面による事前手続き 
 １）医科麻酔科研修を希望する歯科医師（以後、歯科医師）が、所属する診療科長に研 
   修希望を申請 
 ２）歯科医師の所属する診療科長が、歯科医師の研修歴、臨床経験及び知識・技能を評 
   価（別紙１） 
 ３）歯科医師の所属する診療科長が、歯科医師の所属する施設長に研修実施を申請（参 
   考１） 
 ４）歯科医師の所属する施設長が、診療科長に研修実施を承認（参考１） 
 ５）歯科医師の所属する診療科長が、研修施設の麻酔科の長に研修実施を申請（参考２） 
 ６）研修施設の麻酔科の長が、歯科医師の評価結果を認定 
   研修施設の麻酔科の長が、研修施設の長に歯科医師の受け入れを申請（参考３） 
 ７）研修施設の長が、麻酔科の長に歯科医師の受け入れを承認（参考３） 
 ８）研修施設の麻酔科の長が、歯科医師の所属する診療科長に研修実施を承認（参考２） 
 ９）歯科医師の所属する診療科長が、歯科医師に研修実施を承認 
 
２．インターネットによる手続き（http://www.kokuhoken.or.jp/ikamasuika_kensyu） 

 １０）歯科医師が、インターネット上で歯科医師及び研修施設の情報を登録 
 １１）インターネットサーバーから研修施設の麻酔科の長宛にメールを自動送信 
    歯科医師の受け入れの確認を要求 
 １２）研修施設の麻酔科の長が、歯科医師の受け入れを確認 
 
    歯科医師の医科麻酔科研修 
 
 １３）歯科医師が、インターネット上で研修終了を報告 
 １４）インターネットサーバーから研修施設の麻酔科の長宛にメールを自動送信 
    歯科医師の研修終了の確認を要求 
 １５）研修施設の麻酔科の長が、歯科医師の研修終了を確認 
 

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 
改訂のための研究」　第１回会議　資料5

27



（参考１） 
 

○○年○○月○○日 
 

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認申請書 
 
○○病院○○長 
○○○○殿 

○○病院○○科 
科長 ○○○○ 

 
 
 この度、下記の要領で歯科医師の医科麻酔科研修を実施したく、申請いたします。 
 
歯科医師名：○○○○ 
研修施設 ：○○病院麻酔科 
研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日 
 
 
 
 

○○年○○月○○日 
○○病院○○科 
科長 ○○○○殿 

○○病院○○長 
○○○○ 

 
歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認書 

 
 
 ○○年○○月○○日付申請の歯科医師の医科麻酔科研修の実施につき、承認いたします。 
 
歯科医師名：○○○○ 
研修施設 ：○○病院麻酔科 
研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日 
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（参考２） 
 

○○年○○月○○日 
 

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認申請書 
 
○○病院麻酔科 
科長 ○○○○殿 

○○病院○○科 
科長 ○○○○ 

 
 
 この度、下記の要領で歯科医師の医科麻酔科研修を実施させていただきたく、研修歴、

臨床経験及び知識・技能に関する評価結果を添えて申請いたします。 
 
歯科医師名：○○○○ 
研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日 
 
 
 
 

○○年○○月○○日 
○○病院○○科 
科長 ○○○○殿 

○○病院麻酔科 
科長 ○○○○ 

 
歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認書 

 
 
 ○○年○○月○○日付申請の歯科医師の医科麻酔科研修の実施につき、承認いたします。 
 
歯科医師名：○○○○ 
研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日 
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（参考３） 
 

○○年○○月○○日 
 

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認申請書 
 
○○病院○○長 
○○○○殿 

○○病院麻酔科 
科長 ○○○○ 

 
 
 この度、下記の要領で歯科医師の医科麻酔科研修を実施したく、申請いたします。 
 
歯科医師名：○○○○ 
研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日 
 
 
 
 

○○年○○月○○日 
○○病院麻酔科 
科長 ○○○○殿 

○○病院○○長 
○○○○ 

 
歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認書 

 
 
 ○○年○○月○○日付申請の歯科医師の医科麻酔科研修の実施につき、承認いたします。 
 
歯科医師名：○○○○ 
研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日 
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令和６年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業）研究 

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン改訂のための研究」研究班 

第２回会議 議事次第 

（2024 年 9 月 11 日, オンライン会義） 

１．報告事項 

1) 研究班メンバー紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 1

２．議 題 

1) 研究方針（案）について

(ア) 現行のガイドラインの改訂項目の抽出と改訂（宮脇・枝長・山蔭・藤村・丸山・(明石)）

(イ) 患者への説明と同意取得の方法・内容の検討と実装のための概念検証（POC）（枝長・池

田・豊田・丸山・（宮脇））

Ø 患者への説明と同意取得の方法・内容の改訂

Ø 実装のための概念検証（POC）（アンケート調査）

(ウ) 医科麻酔科研修のための e-learning 作成（水田・仙頭・松浦・早水・WG）

Ø ガイドラインの理解

Ø 全身麻酔を実施する上で必要な知識（特に医療安全）

（エ）登録システムの構築（松浦・明石・松尾・（宮脇））

2) 患者への説明と同意取得の方法・内容の検討・・・・・・・・・・・・・・・資料 2,3

3) e-learning および登録システムの方向性について

３．その他 

1
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令和６年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン改訂のための研究」研究班 

第２回会議（令和６（2024）年９月１１日 オンライン開催）議事録 

 

参加者 

研究代表者（座長） 

宮脇卓也（岡山大学・学術研究院医歯薬学域 歯科麻酔・特別支援歯学分野・教授） 

研究分担者（構成員） 

池田水子（福岡歯科大学・全身管理・医歯学部門 麻酔管理学分野・教授） 

枝長充隆（札幌医科大学・医学部 麻酔科学講座・准教授） 

仙頭佳起（東京医科歯科大学（現 東京科学大学）・大学院医歯学総合研究科 心肺統

御麻酔学分野・講師） 

松浦信幸（東京歯科大学・歯学部 オーラルメディシン・病院歯科学講座（現 歯科麻

酔学講座）・教授） 

水田健太郎（東北大学・大学院歯学研究科 歯科口腔麻酔学分野・教授） 

研究分担者（予定）（構成員） 

山蔭道明（札幌医科大学・医学部 麻酔科学講座・教授） 

研究協力者（構成員） 

豊田郁子（患者の立場を代表する者・「患者・家族と医療をつなぐＮＰＯ法人架け橋」

理事長） 

早水憲吾（札幌医科大学・医学部 麻酔科学講座・講師） 

藤村直幸（雪の聖母会 聖マリア病院・副院長） 

藤原慶正（日本医師会・常任理事） 

松尾浩一郎（日本障害者歯科学会推薦・東京医科歯科大学（現 東京科学大学）・教

授） 

丸山高人（法律の専門家・日本歯科専門医機構・顧問弁護士） 

欠席者 

明石昌也（日本口腔外科学会推薦・神戸大学・教授） 

寺島多実子（日本歯科医師会・常務理事） 

（敬称略、五十音順） 

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 
改訂のための研究」　第2回会議　議事録

2



○宮脇座長 皆さん、こんばんは。夜分遅い時間にお集まりいただきましてありがとうご

ざいます。今日、前回に引き続きまして、「歯科医師の医科麻酔科研修ガイドライン改訂」

の研究班の第２回目会議を開催させていただきたいと思います。前回会議にご出席できな

かった先生方、またこの度新しく日本麻酔科学会のほうからご推薦いただいた先生がおら

れますので、ご紹介をしたいと思います。ご紹介というか、前回の第１回会議にご参加い

ただいた方も、お名前を述べさせていただきたいと思います。まず、私は研究代表者をし

ています岡山大学の宮脇といいます。よろしくお願いいたします。現在、日本歯科麻酔学

会の理事長を拝命しております。次に、五十音順順でご紹介させていただきたいと思いま

す。研究分担者であります福岡歯科大学の池田先生、それから、前回もご出席いただきま

した、札幌医科大学の枝長先生です。それから、前回ちょっと出席いただけなかったので

すけれども、東京医科歯科大学の仙頭先生です。

○仙頭構成員 東京医科歯科大学の医科の麻酔科の仙頭佳起と申します。このプロジェク

トではｅラーニングを担当させていただくことになりました。汎用性のある、このプロジ

ェクトだけに留まらないビジョンで作っていきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

○宮脇座長 よろしくお願いいたします。それから、東京歯科大学の松浦先生、東北大学

の水田先生です。前回ご出席できなかったのですけれども、札幌医科大学の山蔭先生です。

山蔭先生は日本麻酔科学会の理事長もされておられます。最初から、このワーキングとい

うか、この課題については最初からずっと入っていただいてご指導いただいていたのです

けれども、この度、手続はまだ済んでいないのですけれども分担者に入っていただくこと

になっています。移動中のようですので、到着されましたらご挨拶いただきたいと思いま

す。研究協力者として、今日は入っていただいていないですが、日本口腔外科学会推薦で、

神戸大学の明石先生に協力者で入っていただいています。今日はご都合が悪いということ

で、日本歯科医師会の常務理事をされている寺島先生も研究協力者として入っていただい

ております。患者の立場を代表する者ということで、患者家族と医療をつなぐＮＰＯ法人

架け橋の理事長であられます豊田さん、よろしくお願いいたします。今回初めて入ってい

ただける札幌医科大学の早水先生、一言お願いします。

○早水構成員 札幌医科大学の早水と申します。よいガイドラインができるように尽力し

たいと思います。ｅラーニングのほうを担当することになりました。どうぞよろしくお願

いいたします。
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○宮脇座長 よろしくお願いいたします。それでは引き続き、日本麻酔科学会からのご推

薦いただき、聖マリア病院の藤村先生もこの度協力者として入っていただきました。藤村

先生、一言よろしくお願いいたします。

○藤村構成員 聖マリア病院麻酔科の藤村です。よろしくお願いします。今回、安全委員

会の委員長という立場で入らせていただきます。もう１つが、当院も歯科麻酔の医科麻酔

科研修を受けておりまして、そういう意味ではいろいろ疑問に思うことがありますので、

その点が解決できればよいかなと思っております。よろしくお願いいたします。

○宮脇座長 よろしくお願いいたします。それから、前回ご参加、ご都合が悪かったので

すけれども、日本医師会からご推薦いただいています常任理事の藤原先生、よろしくお願

いいたします。先生、一言お願いいたします。

○藤原構成員 藤原です。前回出席できずに申し訳ありませんでした。日本医師会では、

医療安全を担当しています。専門は循環器内科です。医療の立場でお手伝いできればと思

います。よろしくお願いいたします。

○宮脇座長 日本障害者歯科学会からご推薦いただいています、東京医科歯科大学の松尾

先生、よろしくお願いいたします。最後ですけれども、法律の専門家ということで日本歯

科専門医機構の顧問弁護士をしていただいています、前回もご参加いただきましたけれど

も丸山先生、よろしくお願いいたします。山蔭先生におかれましては、また到着されまし

たら自己紹介いただきたいと思っています。今回は、前回の会議を受けて、もう少し具体

的なところを進めましょうということで、説明と同意について、少し議論をと考えており

ます。

 既にこの会議が始まるまでに、枝長先生と池田先生と私で、説明と同意に関して議論を

させていただいて、案を作らせていただいています。要点は、前回会議のときにも少し触

れましたけれども、今の現行のガイドラインは、患者さんに手渡す説明文章がないという

ことで、やはりこれはきちんと説明したものを患者さんに手渡して、よく見ていただいて

からご判断いただいたほうがいいのではないかということで、説明文書案を作っていただ

きました。それと、ガイドラインそのものも改定してはどうかという提案になります。な

お、この第２回会議で決めてしまうということではなく、ここは非常に大事なところです

ので、ご意見を頂いて、WGで練ったものをまた皆さんに見ていただくという形にしたい

と思います。特に患者さんを代表する立場の豊田さんにはご意見を頂いて、忌憚のない意

見を頂かなければいけないと思っています。こういう場ではなかなかご発言いただきにく
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いかもしれませんけれども、できれば WG できちっとお話を詰めたいと思いますので、

まずはこの案の概要について枝長先生のほうからご説明いただいて、先生方にご意見等を

頂ければと思います。

枝長先生、それではよろしくお願いいたします。

○枝長構成員 皆様、お世話になっております。札幌医大の枝長でございます。すでにメ

ールでご意見がありましたので、それに基づいて修正したものを皆様にはお配りしていま

すので、そちらも確認いただければと思います。前回の会議で指摘いただいた「歯科医」

は「歯科医師」に全て変えさせていただいています。今回、患者さんにできるだけ分かり

やすくということで、こういう形にさせていただきました。先日、合併症を入れるのはち

ょっとなくしたほうがいいのではないかというご意見がありましたし、医科麻酔と歯科医

の先生の全身麻酔も合併症は変わりませんので、あえてそこで入れることは、患者さんの

不安をあおる可能性もあるということも伺いましたので、削除しました。また、なぜ歯科

医師による医科麻酔研修が必要かというところで、東京大学の山村先生が、東京医科歯科

大の先生からの依頼で、１９５９年から医科麻酔科研修を始めたという資料がございまし

たので、これの一文を入れることで、歴史があるのですよということを患者さんに分かっ

ていただこうかと思いました。長い歴史があるので、より安心感を持っていただきたいな

という思いがあります。この文にはガイドラインに関して書いていないので、ガイドライ

ンということになりますと２００２年からということになるのでしょうけれども、「医科

麻酔科研修」という言葉ですので、１９５９年からということでいいのではないかと思う

のですが、このあたりは皆様のほうからのご意見を伺って、もしここを変えたほうがいい

ということであれば、それは変えてもいいと思っています。あとは、１ページにまとまり

ましたので、このような形であれば、麻酔科の先生が説明する上でも、あまり紙の枚数も

増えないでしょうし、いいのではないかなと思っております。ただ、ここには今出ていな

いのですが、先日私のほうからも皆さんにお伝えさせていただいたのですが、ガイドライ

ンの５番目のところで、患者さんの同意というところが本当に簡単にしか書いていません

でしたので、代諾者の方のこととか、それから一旦オーケーしてもまた断れるのですよと

いう文も、今の時代ですと必要かなと思いまして、そこでガイドラインの追記ということ

でいかがでしょうかと提案をさせていただきました。簡単な概要になってしまうのですが、

宮脇先生、このような形でよろしいでしょうか。

○宮脇座長 ありがとうございます。まずはこういう説明文はあったほうがいいというの
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は、この前の会議でも皆さんに賛成いただいたと思いますし、多分、今どき、やはり説明

文を見ていただいて、よく見た上でご判断いただくという流れだと思いますので、これは

是非作りたいと思いまして、枝長先生と池田先生に作っていただきました。この議論は、

今日結論をだすのではなく、いろいろ加筆、修正いただいたほうがいいのではないかなと

思って、ワードファイルで皆様には資料としてお送りしています。まず、ご意見というと

ころで、多分こういうものにお詳しいと思いますが藤村先生、どうですか。 

○藤村構成員 ありがとうございます。内容的には全然問題ないのですが、言葉の定義を

もうちょっと明確にしたほうがいいかなと思いました。まず「麻酔科専門医」というのが、

麻酔科医というのが非常に混在しているので、一般的な麻酔科を指すときは麻酔科医でい

いのですが、例えば「麻酔科専門医の指導の下にやる」とか、そういうところをちゃんと

したほうがいいでしょう。例えば３番の「歯科医師が麻酔科専門医の指導監督の下で」と

か、その辺は明確にしたほうがいいのかなと思います。これは「専門医」ですね。 

○宮脇座長 これは誰が指導するかというのもガイドラインに書いてあるのですが、ガイ

ドラインのこのあたりのところの改訂ついては先生にも入っていただこうと思っています。

この定義も、実は厚生労働省での検討会のところで、ここを変えたほうがいいのではない

かとか、今は標榜医の先生方も入っているのですが、その点も検討会では議論になりまし

たので、そのあたりの文言も先生とご相談して決めたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。先生がおっしゃったのは定義のことですね。 

○藤村構成員 はい。 

○宮脇座長 ありがとうございます。あと、何か大まかなところでご意見がありますか。

豊田さんには後で、じっくりとお聞きすることとして、丸山先生、どうですか。 

○丸山構成員 事前に私のほうからメールで意見を述べさせていただきました。枝長先生

に反映していただき、また１ページにまとめていただいたので、私としてはこの形でいい

のかなとは思っています。ただ、形式的なところは最後、全部まとめて、先ほど藤村先生

のほうからお話がありました用語の統一とか、「てにをは」とか、もう少し見出しを付け

るとか、そういったものは直すにしても、基本的には内容としてはこんな形になるのかな

と思っています。宮脇先生、１点、聞きたいことがあるのですがよろしいでしょうか。こ

の同意書を見させていただいて思ったのですけれども、これをもし研修で歯科医師の先生

が何か事故を起こしたというときに、医療機関の保険関係はどういう形になるのでしょう

か。 
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○宮脇座長 これは医療機関の保険でカバーされると思います。

○丸山構成員 医療機関の保険を問題なく使えるということになるのですね。

○宮脇座長 そうだと思います。藤村先生、どうですか。受けていただいていている立場

として、どうでしょうか。

○藤村構成員 そこは結構大事な問題で、うちも先日、自己抜管というか、歯科麻酔医の

先生は悪くないのですけれども、研修中に外科の先生が挿管チューブを抜いてしまったの

です。形成外科の手術中に。そのとき、幸いなことに一緒にいた麻酔の指導医がすぐ挿管

してくれたからよかったのですけれども、もしこれで挿管できなかったら、お子さんだっ

たし、口腔内の手術だったので、どれだけ後で大問題になるかなと思って、「ひやっ」と

しました。そういう時の保険の問題はどうなっているのかと思って、事故が起こったわけ

ではないので誰にも相談することができなかったのですけれども、それは常に、今でも疑

問に思っています。責任の所在がどこにあるかというのは、法律の専門家の方がいらっし

ゃるので、よかったら教えていただきたいなと僕も思います。

○宮脇座長 丸山先生、このあたり、法的な解釈ではどうですか。

○丸山構成員 恐らくなかなか前例とかもあまりないかとは思うのですけれども、基本的

に考えれば、やはり患者さんというのは医療機関と医療契約を結んで治療を受けています

ので、そこでもし事故があったら、第一義的には医療機関がその責任を負う。そして医療

機関が加入している保険で賄うというのが基本的な考えかなと思います。その上で、医療

機関と、研修している歯科医師の先生の関係がどうなるかとか、そういったところはあろ

うかと思いますけれども。

○宮脇座長 すみません。厚生労働省の担当の先生方をご紹介するのが遅くなって申し訳

ございません。前回から、厚生労働省の歯科保健課のほうから大坪先生と加藤先生に参加

していただいております。大坪先生、加藤先生、よろしくお願いいたします。大坪先生、

このあたりはどういう解釈になりますか。

○大坪オブザーバー すみません、責任について、検討会や、旧ガイドラインの中では、

特に示していません。

○宮脇座長 ありがとうございます。今の現行のガイドラインも、一応病院長の許可は得

るようになっていますから、この医科麻酔科研修をしているというのは病院長の先生も当

然ご存じのことで、恐らく病院が何らかの対応をして頂くのではないかと思うのですが。

藤村先生、どうぞ。
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○藤村構成員 質問があるのですが、歯科麻酔の先生方はどのような保険に入られている

のか、保険には入られているのでしょうか。

○宮脇座長 入っています。

○藤村構成員 それは医科と一緒の？

○宮脇座長 いえ、医科と一緒ではなく、歯科医師の中の保険ですね。

○藤村構成員 例えば当院というか、麻酔科学会だと、１件１億円、１件３億円という保

険に入っているのですが、歯科の先生方はお幾らぐらいの保険に入っているのですか。

○宮脇座長 これは誰がどれだけ入っていますかね。多分１億は入っていると思うのです

けれども、松浦先生、ご存じですか。

○松浦構成員 基本的には、歯科医師賠償責任保険で、今お話のあったように、最低１億

は絶対入っていると思います。基本的にはその１億、３億で入っていると思います。

○藤村構成員 ありがとうございます。

○宮脇座長 この保険は、歯科治療だけでなく、麻酔もちゃんとカバーされている保険で

す。ただ、やはり歯科全体、医科の先生方よりもかなり保険料は安いと思います。歯科全

体でだと思うのですけれども、あまりそういう事故がないので、結構安めに設定されてい

るのだと思いますが、保険の賠償額はそれなりにはあると思います。

○豊田構成員 質問してもいいですか。すみません、素人の質問ですけれども、この研修

を受けている歯科医師は、必ずその当該病院で勤務している医師が受けるものなのでしょ

うか。

○宮脇座長 受けるというのは、指導するということでしょうか。

○豊田構成員 指導されるとか・・・。

○宮脇座長 そうです。指導します。研修を受けるのは、別の病院の歯科医師の場合もあ

ります。

○豊田構成員 個人の歯科医師、個人経営の歯科医師もですか。

○宮脇座長 今の制度ではそうですね。個人の歯科医院から推薦されて研修を行っている

ケースもあるようです。

○豊田構成員 歯科と医科が一緒になっている病院だと、そこの職員同士でというのもあ

るのですね。

○宮脇座長 そうです。中から中というのもあります。

○豊田構成員 私は患者側のほうの知識ですけれども、丸山先生がおっしゃるように個人
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の医師を訴えるというのはほとんどないと思いますし、民事が多いと思いますので、病院

が責任を取るような形で、その保険がほとんどだと思います。ただ、個人経営、開業され

ている先生がそういうふうに研修を受けにいらっしゃったところで起きたときの状況とい

うのは、私も存じ上げないです。医科でのそういう訴訟のことに携わっていないわけでは

ないのですけれども、歯科の場合、開業されている先生が多くて、研修を受けるという立

場だとどうなんでしょうか。私も知識がないのですけれども、基本的には民事で訴えると

きには、個人の医師を訴えるというより、ほとんどが医療機関を訴えるものだと思います

ので、その辺は確かに前もって知っていたほうがいいかもしれないなと思い、聞いていま

した。藤原先生は日本医師会のお立場で個人のこともご存じだと思いますが。 

○藤原構成員 今の話ですけれども、これはそもそもこういう仕組みをやるときに、そこ

を整理されていなかったのかなというのが非常にびっくりしています。例えば研修医とか、

外から来て、そこの職員として働いている人に対する雇用者責任というのは当然あると思

うので、それについてはその医療機関で、仮に事故が起こったときに対応するというのは

あると思うのですね。これは内容的にはあくまで研修を受け入れているという内容だと思

うので、研修を受け入れている人が原因でというか、それが問題の生じた場合にいるから

その責任を取るというところが明確になっていないと、なかなかこれを受け入れる病院が

なくなるのではないかという感じがするので、仕組みとしてそこをきちんと整理されたほ

うがいいのではないかという気がしますけれども、どうなっていたのでしょうか。 

○宮脇座長 ありがとうございます。まず受ける病院は、麻酔科学会の認定施設に限られ

ていると思います。多分限られた施設でしか受け入れていただいていないです。それが１

つです。研修を受けていただいている先生や病院のご理解の下で、研修をさせていただい

ているというのが現状ですが、整理は必要ですよね。例えば契約のようなものがいるとか、

協定のようなものがいるのか、という点ですね。 

○藤原構成員 今まで恐らくそういうトラブルが起こっていないのだと思うのです。ただ、

問題になっていなかったというだけだと思うので、実際にこれが問題になったときに、

「いや、そんなこと」となったら、多分この仕組み自体、本当に終わってしまう感じにな

ると思うので、大事に育てていくためにはやはりきちんと整理すべきものだと思いますの

で、その辺はご検討いただければと思います。 

○宮脇座長 とても貴重な意見ありがとうございます。そのあたりはきちっと、保険会社

もそうですけれども、麻酔科学会の先生方とご相談して、私は受けていただく側なのです
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けれども、お預けするというか、お願いする立場なので、受けていただくところのお考え

というか見解も頂きながら、整理させていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。今、同意書のところから賠償というか、保険のところに話が移ったのですけれども、

これは非常に重要なことなので、少し検討したいと思います。山蔭先生からチャットが入

っていますね。「学会としても検討してみたい」ということですので、これは我々学会同

士で検討させていただきます。ただ、我々の学会だけでなくて、今日入っていただいてい

る口腔外科の先生とか、障害者の先生方のところからも受けていただいているので、その

あたりのところも併せてご検討をお願いしたいと思います。一部、開業歯科医院から研修

をしている点についても、ガイドラインを整備したいと思っているのですが、開業歯科医

院から研修をしている先生がどういう立場で研修をしているのかを、我々もちょっと心配

しているところなので、その点についてもガイドラインを整理したいと思っています。ち

ょっと話を戻らせていただいて、同意書については、藤原先生、どうぞ。 

○藤原構成員 最初に頂いたものは、確かに４番目にいろいろ合併症ということで並んで

いたのですね。これを見たときに、これはそもそも挿管するという、その医療機関で医療

行為をやるに当たって、別に同意書があって、その同意書というのは、研修をすることに

対する同意書というつもりで書かれたということなのだと認識したのですけれども、そう

すると、この治療をやるから特別、順番に歯牙欠損とか、嗄声、喉頭・咽頭痛と書いてあ

るのですけれども、これは別に研修をやるから起こるものではないと思うので、それ以前

に別にきちんと全身麻酔の同意書が取られていれば問題ないということだと思うのですね。

歯科医師が麻酔をかけるというところで別に同意書があるという前提であればいいと思い

ます。あともう１つは、やはり自分も同意書をもらうことはあるのですけれども、同意書

を説明する流れに沿って系統的に書かないと、多分漏れが生じることになると思うのです

ね。ですから、別の形で同意書を取られているということであれば、いいのですけれども、

通常であれば、例えば手技に伴うものとか、あるいは使用薬剤に伴うものとか、その他偶

発的に起こるものみたいな感じで、順番に並べていくみたいな感じになると思います。今

のお話の経過の中では、これを全部削除するということのようなので、そこの確認だけ、

改めてしたいと思うのですけれども、どうでしょうか。 

○宮脇座長 枝長先生、どうですか。削除されたのですよね。 

○枝長構成員 藤原先生、どうもありがとうございます。この合併症は、医科の先生が、

麻酔科医や研修医や、全ての方が全身麻酔をかけるときと、基本的には合併症が異なるわ
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けではないのです。最初は一応丁寧にと思ってつけたのですが、これをつけることで、逆

にあえて医科麻酔研修によって起こる合併症だと患者さん捉えてしまいますので、外した

ということでます。ですので、基本的には我々が、皆さんが使っている説明書に、既に合

併症等々の説明は加えていますので、ここであえて加えなくてもいいということです。よ

ろしいでしょうか。 

○藤原構成員 それに対する質問で、多分それ以前に、こういうことが起きるよと、麻酔

を掛けて手術をするときには当然説明しているはずなのですよね。これはさっきもお話し

したように、今回研修を受ける、こういう事情で研修を受けさせていただきます、お願い

しますの同意書というか、お願いの同意書ですよね。ですから、全身麻酔の同意書があり、

外されるということであれば、それはそれでいいのかなという感じはしておりました。あ

りがとうございます。 

○枝長構成員 ありがとうございます。 

○藤村構成員 すみません、藤村です。要はこの麻酔の説明書、同意書ということを一連

に考えたとしたら、まず麻酔の説明書というのは、多分医科のほうは麻酔の説明書となる

と思うのですが、それに加えて、歯科医師の麻酔の説明があるということですね。同意に

関しては、まず１つは麻酔を受けるということは多分医科のほうは取ると思うのですね。

それに歯科の先生が加わるという同意書を取るという理解でよろしいですか。 

○宮脇座長 そうですね。今の現行のガイドラインもそうなっています。普通の麻酔の同

意書プラス歯科医の研修の同意ということになります。そのあたりのところも詰めないと

いけないので、あと、またガイドラインの本文でもそのことに触れることになると思いま

す。 

○藤村構成員 何となく僕の理解では、従来よりも説明が非常に丁寧になったという感じ

を受けるのですが、そういうことでよろしいですか。 

○宮脇座長 そういうことです。 

○藤村構成員 前は簡単だったのですけれども、非常に詳しく書いていただく、これは患

者さんにお渡しできるものが出来上がったということでよろしいでしょうか。 

○宮脇座長 そうです。前も話があったのですけれども、やはりじっくり考えていただく

というか、時間的な余裕もいるでしょうし、後で読み返して、やはりこれは聞いてみたい

ということもあると思うので、やはり説明書はあったほうがいいと思いますので、今回、

これでじっくり見ていただくということで、先生の解釈のとおりです。 
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○藤村構成員 ありがとうございます。

○宮脇座長 このあたりは豊田さんのご意見をお聞きしたいですが、藤原先生、追加でよ

ろしいですか。

○藤原構成員 修正されたものですけれども、これは患者さんが読まれるということであ

れば、患者さんが理解できる言葉でというのが、どうしても基本だと思うのです。削除さ

れたところにも書いていて、そこをチェックして、そこでいいかと思っていたのですけれ

ども、例えば「周術期」という言葉が出てくるのです。僕らは別に周術期という言葉は普

通の言葉なのですけれども、一般の方は「周術期って何？」という感じに、多分なると思

うのです。ですから、一般の人に分かりやすいように書くというのは、医療安全上の原則

だと思われますので、ちょっと読み返していただいて、一般の人が分かる言葉にしていた

だければいいのかなという感じがしました。以上です。

○宮脇座長 ありがとうございます。そのあたりのところも、豊田さんからもそういうご

意見も頂けると思います。豊田さん、今日が最後ではなくて、出だしというところで、大

まかなところで結構ですのでご意見を頂いてよろしいですか。

○豊田構成員 私も、ほかの先生方がおっしゃっていましたように、この用紙が説明書レ

ベルなのか、本当に同意書としての書式にするのかというところが最初よく分からなかっ

たので、そうだとしたら、もっとチェック項目をしっかり作るとか、サインする場所はど

こなのだろうと思いました。麻酔をかけられることによって、医科のほうで同意書がある

ということであれば、メインは説明なのだなと理解しました。ただ、セットになるので、

そちらの医科のほうがきちんとした同意書でないといけないので、その辺のところがお任

せだけでいいのかどうかというのと、例えば少し解説みたいなところで、医科のほうの同

意書がしっかりとあることを前提に、のような言葉が残っていないと、分かれてしまって

いて、セットになればいいでしょうみたいなものは、患者としては心配だなという印象を

持ちました。言葉遣いは、先生方、皆さん既に心配されているようなことなので、これか

らもう少しじっくり見せていただいて、「ちょっとこれ、分かりにくいかも」というのは

また意見をお伝えできたらと思います。患者さんに読んでいただくものの割には、例えば、

「同意書を取得しています」と、３番から最後にかけて同意書を取得というのが３回ぐら

い出てきて、「取得」という言葉は、医療者側の言葉だなと思えて、「取らなきゃ」みた

いな印象がすごく強く残っているように感じます。「以上」の下にも、３か所あるのです

よね。「本説明書を読んでいただきました上で」、また「同意を依頼します」となってい
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て、とにかく同意してくださいという感じになっているので、依頼する側の言葉なので、

そういうところも言葉遣いを変えていただく必要があると思います。「同意を取る」とい

う言い方ではないと思いますので、医療者はそう使いますけれども、「同意を取る」とい

うのは、本来患者さんの側では使わない言葉だと思いますので、そういうところを直して

いただけたらいいのかなと思います。あとは、合併症の部分についても、確かに歯科医師

の麻酔を受けたほうが、何か合併症が多いという印象になってしまうのは確かによろしく

ないと思うのですけれども、医科のほうにどういうものが載っているのかが見えない中で、

「じゃ、なくてもいいよね」というのは、私の立場としては「大丈夫なのかな」と思って

しまいました。この同意書、説明書の中にいろいろ書かなくてもいいかもしれませんけれ

ども、こういうものを出すときのガイドラインであったり説明文書の中にそういうことが

必ず医科のほうとつながって、両方あってしっかりとした説明になっていることみたいな

ことを、ちゃんと文章で残していただければいいのかなと思います。あとは、丸山先生が、

「撤回することができる」というのも付け加えてくださっていますので、熟慮の機会をな

るべく時間をつくって、考える時間がありますよということと、どうしてものときは撤回

することもできますということが、これからは必要になっていくと思いますので、そうい

うところが入っていたり、または解説を別につけて周知していただくことをしていただけ

ればよいのかと思いました。取りあえずは以上です。 

○宮脇座長 ありがとうございます。豊田さん、気になるところにチェックを入れておい

ていただいたら、今後検討できますので、じっくり見ていただいて、チェックをお願いい

たします。藤村先生、よろしくお願いします。 

○藤村構成員 この同意の取得というのが、要は同意を得た上で実施しますとか、そうい

うことになったらいいという理解でよろしいですか。同意を得たらようやくできますとい

う感じか、ニュアンスが整えばいいということですね。それでよろしいでしょうか。「取

得」というのは、あくまで同意を得られたら行いますよという程度ですよね。 

○宮脇座長 豊田さん、そういう言い回しでいいですか。同意を頂けましたらという感じ

ですか。 

○豊田構成員 もともとは歯科医師が研修をしながら実施するということをご理解くださ

いという説明ということですよね。私はこの用紙自体が本元で、同意を得るのかなと思っ

ていたので、説明書となったときに、説明書がこんなに「同意を取得」と何回も書いてあ

ることに、「あれっ」と思ったのです。そのあたりが、もともと法律的にも歯科医師が実
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施することに当たって、しっかりとこういうことをしていかなければならない、というよ

うな法律上とか、倫理上言われるようになったということなのかなと思っていました。そ

こまでのものではなくて、しっかり説明をして、もともとの麻酔に対しての説明と、選択

して同意する部分というのが別にあるから、これはあくまでも説明ですよということでし

たら、これでいいのではないかと思いました。もともと、どのぐらい法律上の縛りという

か、しっかりやらなければならないのかということ自体、私自身がよく分かっていなかっ

たので、今回こういうふうに分かりやすくされたのは分かったのですけれども、そうする

と何か同意書でないところに「同意を取得しなければいけません」といくつも書いてある

のが、意味が分かりにくくなってしまっていると感じました。 

○宮脇座長 ありがとうございます。説明文らしくしろよということですね。分かりまし

た。ありがとうございます。それでは、藤原先生、お願いします。 

○藤原構成員 本当に基本的なことですけれども、同意書というのは、全部説明しなけれ

ばいけないのです。「ここに書いてました」は通用しないので、先ほどいろいろな合併症

云々について、医科麻酔では、当然それを説明した上で同意書を頂いているということに

なると思うのです。ですから、これがもし本当に同意書だとすれば、それをつけたものは

全部説明して、その上で同意を頂くという形にするべきもので、先ほどもお話ししたよう

に、全身麻酔の同意書はあるので、これはあくまで歯科の先生が研修で立ち会いますよ、

一緒にやりますよということに対する説明、その上での同意ということであれば、この内

容でもいいだろうと思うのです。いろいろ詳しく書くのはいいのですけれども、書くとす

れば、それを全部ちゃんと説明しなければいけないということだと思いますので、その使

い方も含めて、よく考えられたほうがいいかなという気がしました。細かいというか、基

本的なことなのですけれども。 

○宮脇座長 ありがとうございます。 

○仙頭構成員 ありがとうございます。皆様のお話を聞いていて思ったことは、医科の麻

酔は当然同意書があります。それに対する説明という意味では、当学会から「麻酔のしお

り」というパンフレットを出していて、使う使わないは自由にはなっているのですが、多

くの施設が使っていると認識しています。イラストが入ったような平易な言葉で、麻酔に

ついて説明しているパンフレットがあって、さらに施設ごとの説明同意文書があります。

それに対して今回は、今日お示ししていただいている研修の説明文があって、同意書があ

るという構造になっていると思うのです。ですので、今日も話がたくさん出ましたけれど
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も、その研修の同意書と、この説明文というのは並べてセットで議論しないと、どちらに

抜けているとか、そういうことが分かりづらいだろうなというのが１つです。それからも

う１つは、この説明文書が医科麻酔で言う「しおり」に当たるのならば、それがいいか分

からないですけれどももう少し図が入ったり、イラストが入ったりというほうが、先ほど

来の用語の定義とか、その構造というのが、患者様方にイメージとして受け入れてもらい

やすいのか。そういった性質のものか、今作っていただいているものはどちらかというと

かなり硬い印象を持ちますので、その役割をどうしていくかというところも議論するとよ

いものになるのかなと感じました。以上です。

○宮脇座長 ありがとうございます。本当にいろいろ議論いただきましてありがとうござ

います。では、枝長先生、ＷＧで相談しましょう。今度からは、豊田さんも一緒に入って

ください。

○豊田構成員 はい。

○宮脇座長 豊田さんにも入って、それでちょっともんで、また先生方にご提示するよう

にして、先生方のご意見を頂くようにいたします。

○仙頭構成員 もう一つだけよろしいでしょうか。完成のイメージがちょっと私、分かっ

ていないのですが、この説明文書はもうどの施設もこれを使うという形で、今回出すとい

う理解でよろしいでしょうか。

○宮脇座長 そうですね。

○仙頭構成員 それは各施設で自分たちで印刷して使うということなのか、あるいはプリ

ントされたきれいなものを各施設に配布するということですか。

○宮脇座長 いえ、ＰＤＦファイルにして、それをダウンロードして印刷してもらうとい

うイメージです。

○仙頭構成員 ありがとうございます。同意書のほうは、施設ごとに独自のものを使って

いるという理解で合っていますか。

○宮脇座長 同意書については後でまたガイドラインのところを触れさせてもらいますけ

れども、おそらく認定施設であれば、今時の麻酔自体の同意書はかなり詳しく書いてある

と思います。すでに、撤回できるとか、「同意しました」「説明を受けました」という項

目もあるのではないかと思います。ですので、今使用されてる同意書と合わせて、各施設

独自の同意書を作っていただければいいのではないかと思っています。

○仙頭構成員 ありがとうございます。この説明文書は共通だけれども、同意書のほうは
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各施設独自というところがまた難しいのかもしれないと感じました。

○宮脇座長 統一にすると、余計にまた難しいのではないかと思うのですね。同意書に記

載する項目は、年々変わっていますね。それを何年かに１回のガイドラインで縛るという

のは、ちょっと無理ではないかと思っています。だから、このあたりはまた検討したいと

思います。

 あと、文書で同意を得るということですが、今のガイドラインの記載では不十分で、厚

生労働省の研究班のアンケート調査では、まだ口頭でしか同意を得ていない施設があると

いうことでしたので、これはきちっとガイドラインに明記する必要があると思っています。

それから、先ほど枝長先生がおっしゃっていたように、未成年の方、代諾者の方にきちっ

と文書で同意を得るということ、それから自由に撤回できるというところですね。このあ

たりはきちっとガイドライン上、明確にしておくことを明記することについて、丸山先生、

どうでしょうか。ガイドラインでもうちょっと詳しく書いたほうがいいですか。

○丸山構成員 先ほど仙頭先生からご質問があった、同意書を準備するかどうかというと

ころにちょっと絡むのですけれども、今説明の中で、歯科医師が研修をすることの説明書

があって、医科の麻酔の説明書があると。２つ説明書があって同意書が１つということに

なったときに、その内容をどこまで入れ込むかというのは、ちょっと難しい問題かなとい

うのは聞いていて思いました。現行のガイドラインには、同意書がついていると思うので

すけれども、現行のガイドラインの同意書がちょっとまずいなと思うのは、医科の麻酔に

ついて記載があり、歯科医師が研修に参加するということが記載されていて、最後にまと

めて同意を取っているような形になっている点です。その形だと、医科の麻酔は受けたい

けれども、歯科の研修はちょっと拒みたいという人が、その意思表示をするツールがない

形になっていますので、基本的には別々にできるような書式が好ましいのではないかとは

思っています。だから、ここでそんなに入れ込む必要はないかなと思うのですけれども、

今言ったような形で、（３）のところで「医科麻酔研修の承諾のみでなく、拒否の自由を

妨げないように患者の意見を尊重する」ということが書いてありますので、これを一歩進

めて、医科の麻酔の同意書と一緒にするのであれば、「医科の麻酔を同意しました」とい

うところと、歯科の研修を受けることについても同意をする、チェック項目みたいなもの

を別々にするというのがいいのではないかなと思います。「拒否の自由を妨げないように

患者の意見を尊重する」と書いてあるのですけれども、これがシステム上、そのようにな

っていないと、実現はされないかなと。本当の意味で尊重していることにはならないかな
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と思いますので、そういったことは必要なのかなと思っています。内容としては、この研

修に参加するということ自体はそんなに難しい話ではないと思うので、内容的にはそんな

に入れ込む必要はないかなと、逆に思っています。以上です。

○宮脇座長 ありがとうございます。

○藤村構成員 非常に興味深いのですけれども、１つあるのが、まず歯科医師が麻酔でき

る症例というのは限定されているのですね。全部の症例ではできない。その症例がまず対

象になるかどうかが１つ。もう１つが、医科の麻酔に関して歯科医師が参画するかどうか

の問題があると思います。まだ問題があって、今、看護師の特定行為がもう始まっている

ので、同じように同意書に特定行為研修修了看護師さんが加わっていいという同意も、今

取っているのです。それをみんな、また今度は臨床工学技士もどんどん参画していきます

ので、他職種がどんどん入ってくるという同意書になることが予想されていて、その意味

では既に特定行為と、歯科麻酔科の研修が１つの同意書になるようにするにはどうしたら

いいかと考えて、チェックボックスでつけたのです。チェックボックスにすると、それに

関する同意が取られたということにしているのです。そういう工夫を何か入れないと、今

後、他職種連携がどんどん進んでくる中で、麻酔科の医師だけを考えるとか、歯科医師の

麻酔に関してはという仕組みをつくるのか、ちょっと話が難しいかなという感じがします。

もう少し広げられるような形の同意書を作っていかないといけないのかと思いました。最

近はもう紙というものも含めまして、電子同意書がだんだん主流になってきたので、電子

同意書だとある程度融通が利くので、そういう仕組みを乗せるのがいいのかなと思いまし

た。

○宮脇座長 ありがとうございます。大体今はチェックボックスですよね。藤原先生、ご

意見をよろしくお願いします。

○藤原構成員 最初のところに戻るのですけれども、やはり今、研修教育というのは院内

の職員でない可能性もあるとなると、同意書１つというか、チェックでまとめてというの

は、院内の先生であれば全然問題ないのかなと思うのですけれども、何となく、どうなの

かなという感じで聞いておりました。ちなみに、今のガイドラインに手をつけるという内

容の話でよかったのでしょうか。

○宮脇座長 今のガイドラインをこういうふうに変えてはどうかという案です。

○藤原構成員 なるほど。第１の趣旨のところの（１）と（２）がありますね。（２）が

歯科患者の麻酔管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師を養成するためということ
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になっていて、それを踏まえて（１）のところ、歯科医師の全身管理に関する知識を身に

つけた歯科医師を育成するためと書いてあるのですけれども、このガイドラインが歯科医

師の麻酔の研修ということなので、歯科医師の全身管理に関する知識をということですよ

ね。そこは書いていないのですけれども。

○宮脇座長 いえ、これは２つ意味、目的がありまして、我々歯科麻酔科医が麻酔の技術

を磨くというのと、やはり一般の歯科の先生方というか、口腔外科の先生もそうですし、

今回参加いただいている障害者歯科の先生もそうなのですけれども、歯科医師が全身管理

をしっかり学ぶ場という目的の２通りあるのです。なので、それは「または」という形に

なると思います。必ずしも麻酔だけやっている人ではなく、それこそ口腔外科の先生方、

病棟とか、急遽起きたときの対応ができるとか、また障害者の先生方も、そういう全身を

持った方とか、例えば今よく言われている摂食嚥下の指導をされるときに、急に呼吸の異

常があったときなどでも、気道を通すことができるとか、そういう全身管理を学ぶという

目的もあるということです。だから、２本立てという形になっています。

○藤原構成員 医科と歯科の違いというのも当然あると思うのですね。その辺も踏まえて

の記載であるべきかだと思います。

○宮脇座長 ありがとうございます。

それでは、取りあえずガイドラインの本文もこれまでの議論を踏まえて改訂案を作らせ

ていただくということでよろしいでしょうか。また皆様にご意見を頂くことになると思い

ますが、まずは WG で、枝長先生、池田先生、丸山先生と豊田さんとでもうちょっとも

んでいただいて、先生方にご提示して、またご意見を頂くようにしたいと思います。よろ

しいでしょうか。時間が押してしまいましたけれども、次に、これは説明だけになります

けれども、ｅラーニングのシステムをどういう形をイメージしているか、登録システムの

イメージをご説明していただこうと思います。このシステムに関して松浦先生にお願いし

ていますので、松浦先生、システムについてご説明いただいてよろしいでしょうか。

○松浦構成員 簡単ですが、現在、ｅラーニングシステムを立ち上げようとしております。

この会議の前に作業メンバーで会議をさせていただきました。ある程度プラットフォーム

の形は固まっています。まずコンテンツですけれども、研修を受け入れていただく施設側

の指導医の先生に向けたガイドラインの内容をしっかり理解していただくためのコンテン

ツと、それを理解しているかどうかの簡単な試験というかテストをしていただいて、受講

が終わって試験をクリアしていただくと、修了証という形でＰＤＦを発行させていただく
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という形を、受入れ側の先生方にもお願いしたく思います。なぜかというと、これまでず

っとガイドラインが運用されてきましたけれども、十分周知されていなかったように思い

ます。それは我々も反省すべき点ですが、研修を受ける側はもちろん、受け入れていただ

く側にも内容を十分理解していただいての研修にしたいということから、こういうシステ

ムを構築したいと思っております。研修を受ける歯科医師で、歯科麻酔からお願いさせて

いただく場合にはある程度全身麻酔の経験を積んだ歯科医師が、医科の先生方のところで

研修をお願いすることになるのですけれども、口腔外科の先生や障害者歯科の先生の場合

は、通常の業務が別に全身麻酔ではないので、あまり麻酔に関した技能・知識を持ってい

ない状態で研修しているということが実際起こっています。ですので、あくまでも知識レ

ベルですが、最低限こういった知識を身につけてから研修をスタートできるｅラーニング

システムを作成して、それを受講して、これも受講後に簡単な試験をして、それをパスし

た者に修了証を発行して、それで研修スタートをさせるという形のｅラーニングシステム

を考えております。コンテンツについても、これからＷＧで話し合って内容は詰めていき

たいと思っておりますけれども、一応概略としてはそういった形を想定しています。

 また、研修の登録システムですが、これはもう現在運用されておりますが、いくつか不

備があり、過熟研修を 100パーセント防止することが難しい状況です。今までは２年間の

登録できるのですが、それを繰り返すことで、実態として過熟研修になっている可能性が

あります。少し煩雑にすることで防げないかということで、１年ごとの登録システムにす

るということを考えています。研修を受ける者が登録した場合に、受け入れる側の先生の

承認も毎年していただくようにします。送り出す側の施設長、要は歯科の研修医の所属し

ている講座の先生の承認も得て、それで初めて研修がスタートできるというシステムを毎

年課すことで、漫然と過熟研修のような状態になってしまうことを防止できないかと考え

ております。

 先ほどのｅラーニングシステムに話が戻ってしまいますが、修了証が受入れ側の先生と、

お願いする側の歯科医師の先生、それぞれ修了証が出ますので、その修了証もこの研修登

録システムに両方のＰＤＦがアップされないと研修がスタートできない。登録が先に進ま

ないというようなシステムを今考えております。

これらのシステムについては、まだ WG で相談できておりませんので、早急に WG で

話を進めて、なるべくいい登録システムに改編していきたいと思っております。

○藤村構成員 質問をしたいのですが、今回、僕が一番思ったのが、年数ですね。何年連
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続してできるとか、そのあたりを歯科麻酔学会とかが明らかにしてくれたほうが、こちら

も逆に受け入れやすいかなと。逆に言えば、常に問題になっているのが、今の状態でもう

延々と受け入れられるわけではないですか。それはよくないことは理解していますので、

そうしたらどれくらいまでは許容範囲なのか。これはもうやめたほうがいいのかというの

をある程度学会として明示していただいて、その後にある程度年数がたったら、例えば、

週に１回の研修は続けていいよとかですね。それは技術をずっと担保するために、そうい

うのはすごく理解しやすいかなと思います。そのあたりをちょっと明確にしていただいた

ほうが、こちらの研修受入れ施設としては、申し込まれたとすればそれは当然受け入れま

すよね。だからそれを言っていただいたほうが大変助かりますというのが、僕の意見です。

○宮脇座長 それは我々も同じで、もう漫然とやっているというか、週４を１０年やって

いるというのは、もうそれは医科を生業にしているのです。そういうのはもう絶対に排除

したいと思っています。ただ、これは送り出す側、我々だけでなくて、受けていただく先

生方とも相談しないといけないと思っています。歯科医師を当てにされている施設もある

のではないかと思っていますので、その理解も得ないといけないと思っています。今回の

ガイドラインの改訂でそこまで踏み込めるかどうか、また先生や山陰先生とご相談しなが

ら決めたいと思います。

○藤村構成員 実は麻酔科学会の中でもいろいろ意見が分かれていて、今の学会の中枢部

は、絶対駄目という意見なのですよ。だけど、そう言いつつも、研修を受け入れていると

ころもあり、長い間受け入れている施設もありますのでで、両方とも僕は理解できるので

す。うちも受け入れていますので。だからそれを明確にしていただいたほうがきっちりと

運用できるので、本当にありがたいかなと思っています。曖昧にされると僕たちも「うー

ん」となってしまいます。

○宮脇座長 多分、ガイドラインでしっかり書けると思いますので、ガイドラインで記載

すれば、それで決まると思います。そのあたり、先生のご理解と、WGでご相談させてい

ただこうと思っています。よろしくお願いいたします。松浦先生、ありがとうございまし

た。先ほど松浦先生に説明いただいたように、ｅラーニングをしっかりして、なおかつそ

れを受講しないと研修できないという形で整えたいと思っています。結構お金がかかりま

して、４７０万を頂いているのですけれども、多分４００万ぐらい使うのではないかと思

っています。しっかりとしたもので、抜け道がないようにしたいと思っています。先ほど

の説明と同意書とｅラーニングシステムをしっかり整えたいと思っています。このあたり、
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もし何かご意見があったらよろしいでしょうか。松尾先生、どうですか。しばらく聞いて

いただいていましたが。

○松尾構成員 いろいろ聞かせていただいて、私自身も勉強になりました。私からは特に

意見はないです。

○宮脇座長 山蔭先生はもうお帰りになられましたか。

○山蔭構成員 顔を出せないのですけれども、ずっと聞いておりました。

○宮脇座長 山蔭先生、何かご挨拶というか、紹介いただいてよろしいでしょうか。

○山蔭構成員 受入れ側の我々にも問題はあると思いますが、やはり国民への説明責任と

して、研修期間なり研修内容はきちんと明示していただいたほうが、患者さんの安全性の

担保の面を含めて大事かと思いますので、WGでしっかり検討していただきたいと思いま

す。

○宮脇座長 ありがとうございます。先生もこのガイドラインに入っていただきますので、

よろしくお願いいたします。それでは、皆様、よろしいでしょうか。水田先生、何か追加

はございますか。

○水田構成員 私からは追加はございません。

○宮脇座長 池田先生、何かございますか。

○池田構成員 大丈夫です。また説明文書をいろいろ変更したいと思いますので、また藤

村先生にチェックボックスの入った同意書を頂いたりして変更しようと思います。

○宮脇座長 ありがとうございます。今回初めてだった早水先生、何かありますか。

○早水構成員 私から意見はございません。ありがとうございます。

○宮脇座長 ありがとうございます。最後ですが、厚生労働省のほうから大坪先生、途中

でご紹介になってしまって申し訳ありません。最後に何かご意見を頂ければと思います。

○大坪オブザーバー ありがとうございます。先ほどご意見を頂いていたような、歯科医

師が医師の代わりに、ということがなくなるような形になればと思っております。説明文

書については、内容については皆様からのご意見が出ていましたので、特に追加の意見は

ございません。細かい用語とかそういったところについて、また修正案を提示していただ

ければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○宮脇座長 説明文と同意、についてまた情報も共有させていただきます。加藤先生、何

かありますか。

○加藤オブザーバー 特に自分からはございません。
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○宮脇座長 お付き合いいただいてありがとうございました。それでは、今日、第２回会

議ではいろいろなご意見を頂き、ありがとうございました。なかなか集まる機会はないと

思いますが、できるだけメールで情報共有させていただき、風通しのいいように意見交換

ができればいいかなと思いますので、是非いろいろなご意見を頂ければと思います。それ

では、各ＷＧに分かれて検討させていただきますが、それぞれ案が出たところで皆さんに

共有していただいてくようにお願いします。今度集まるときは、できるだけ３か月ぐらい

先でないと無理かと思いますが、その時期になりましたら日程調整をさせていただこうと

思います。それでは、今日は長い間、夜遅くお付き合いいただきましてありがとうござい

ました。また今後ともよろしくお願いいたします。
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医科麻酔科研修についての説明文書（2024. 9. 11 案） 

1. 歯科医の麻酔研修について

当院では、歯科医が全身管理(手術・麻酔中に体全体の状態を安定させる)の技術研鑽を目

的に医科麻酔科研修を行っています。本研修は、歯科・口腔外科手術における全身麻酔管理

を十分に習得した歯科医が、麻酔科専門医とともに手術麻酔に携わるものです。歯科治療中

に体調が悪くなった際に、歯科医が適切な応急処置を行う上で重要な研修となります。また、

歯科麻酔医が全身麻酔の技量を向上させることも目的としています。この研修は、事前に患

者さんあるいは代諾者から同意を得た上で行いますので、ご協力をお願い致します。

2. なぜ歯科医による医科麻酔研修が必要なのか？

歯科医の仕事は、１）歯科治療、２）口腔外科手術、３）地域の障がい者の口腔保健、４）

周術期チームとしての活動、５）安全な歯科医療のための活動及び教育、６）口腔顔面領域

のペインクリニック、等多岐に渡ります。そのため、歯や口の知識だけでなく、体全体を管

理する知識や技術が必要となります。また、歯科恐怖症の方が本邦には約 500 万人いるとい

われています。こうした患者さんの治療では、鎮静薬を使うことが多くなりますが、鎮静薬

の多くは全身麻酔で使用される薬剤です。安全に使用するためには、麻酔と全身管理の経験

が必要です。歯科麻酔医の全身麻酔技術を向上させるためにも研修は必要です。 

そこで、１）歯科患者の全身管理に関する知識と技能を身につけた歯科医を育成する、2）

歯科患者の麻酔管理に関する知識と技能を身につけた歯科医を育成するという目的で 1959

年度から口腔外科医をはじめとする歯科医が麻酔科医の指導の下で全身麻酔を実施する医

科麻酔研修が始まりました。 

3. 歯科医の医科麻酔研修では、何を行うのか？

医師が行う全ての処置を歯科医ができるわけではありません。予めガイドラインにおいて、

全身麻酔や全身管理のうち侵襲度・難易度を考慮して研修として許容された範囲で歯科医が

実施することができます。ただし、歯科医一人で行うわけではなく、麻酔科医の指導・監督

の下で歯科医が麻酔を実施します。麻酔科医は、鎮静や手術に必要な麻酔を実施する前に患

者さんあるいは代諾者に必ずインフォームドコンセントを実施し、同意書を取得しています。

同様に、歯科医が医科麻酔研修を実施する前には、麻酔科医から患者さんあるいは家族など

の代諾者にインフォームドコンセントを行い、同意書の取得を依頼します。趣旨をご理解い

ただけましたら、歯科医が麻酔科医の指導・監督の下で全身麻酔と全身管理を実施致します。 

 以上、歯科医による医科麻酔研修について説明させていただきました。 

本説明書を読んでいただきました上で、医科麻酔研修の文書での同意を依頼します。患者さ

ん本人あるいはご家族などの代諾者が自由に決めることができます。お断りいただいた場合

においても、患者さん本人に不利益が生じることはありません。また、一度同意をした場合

でも、いつでも同意を撤回することができます。 

もし、分らないことや疑問がありましたら、ご遠慮なく麻酔科医や歯科医にお聞きください。 
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「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」改訂案（2024.9.11）	

5)患者の同意
研修指導者の資格を有する医師が、別紙 3の説明書を参考として、歯科医師が研修の
目的で麻酔行為に参加することを説明し、文書での同意を得ること。

（１） 医科麻酔研修の説明書を渡した上で患者に内容を確認いただき、文書での同

意取得を得る。

（２） 原則、患者本人の意思を確認するが、未成年者や意思疎通が困難な者など同

意能力が不十分な場合には、ご家族や保護者を含めた代諾者に説明をした後に文

書で代諾者の同意を得る。

（３） 医科麻酔研修の承諾のみでなく、拒否の自由を妨げないように患者の意見を

尊重する。また、一度同意した場合であっても自由に撤回できることも文書で説

明をする。
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○宮脇座長 皆さん、こんばんは。今日も夜分遅い時間にお集まりいただきましてありが

とうございます。前回に引き続きまして、「歯科医師の医科麻酔科研修ガイドライン改訂」

の研究班の第３回目会議を開催させていただきたいと思います。まず、ご報告ですが、研

究協力者として、ｅラーニングの作成に関わっていただいている先生方も、研究協力者と

して登録させていただこうと思います。歯科の先生方４名と、医科の先生方５名を登録さ

せていただこうと思います。ご了解をよろしくお願いいたします。それでは、この資料に

ついてはまた後日配信させていただきます。それでは、資料１についてご説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 以前、損害保険についてご質問がありましたので、歯科麻酔学会が契約している保険会

社、〇〇〇〇の担当者にお聞きをしました。それと、私の大学が関わっている岡山歯学会

が契約している〇〇〇〇の担当者にも確認をさせていただきました。回答は大体同じよう

な内容でした。要点は、どちらの保険会社も医科麻酔科研修での損害賠償については対象

になるということだそうです。これは雇用に関係なく、患者さんは医療機関と診療の契約

をしているということですので、医療行為であれば対象になるということだそうです。あ

と、注釈で、外資系はちょっと分かりませんということでしたが、外資系と契約されてい

る方はいないと思いますが、そういうことのようです。どちらの保険会社も同じ回答で、

歯科医業か医業であるかは関係なく対象になるということです。対象になる医療事故です

が、基本的に医療行為であれば対象になるのだけれども、故意の過失と、法律・法令の違

反は対象にならない可能性があるということですので、今回、ガイドラインを改訂してい

ますけれども、ガイドラインがあるということは、丸山先生がおっしゃったように違法性

の阻却という解釈であれば、このガイドラインに沿っていれば対象になると考えていいと

いう解釈になるようです。雇用の有無は関係なく損害賠償が発生するということだそうで

す。ですので、無給で働いているという場合でも対象になるということです。それから、

医科麻酔中に発生した損害賠償の責任の所在ですが、これはケースバイケースということ

のようです。要するに、患者さんが病院を訴える場合と、研修歯科医を訴える場合がある

ということです。通常は大体病院を訴えるのですけれども、両方を訴える場合もあるよう

です。病院を訴えた場合は、病院が加入している保険、先生方の病院も全部加入されてい

ると思いますけれども、その病院で提供されることになります。個人の場合は個人が加入

している医師賠償保険が対象になるということだそうです。それから、過熟研修を行って

いる研修医の場合はどうかということですけれども、法律違反の場合は対象にならない可
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能性はあり得るようですが、これもケースバイケースだと思うのですけれども、ガイドラ

インに沿っていれば大丈夫ではないかということでした。ガイドラインといっても、今回

のようにきちっと厚生労働省に認められているものであればいいのではないでしょうかと

いうことでした。それから、加入する保険の種類によって保険対象にならないことはある

かということですけれども、これが今回の保険とちょっと違うかもしれませんけれども、

開業医さんが法人の名前で契約している場合は、その開業医さんが他の医療機関で医科麻

酔科研修を行った場合は対象にならないようです。つまり病院として入っているので、個

人ではないので対象にならないということだそうです。ただ、勤務医の場合は個人で契約

しているので、勤務先が限定されることなく、どこで医科麻酔科研修を行っても保険の対

象になるということでした。だから開業している院長の場合、契約内容によって異なると

いうことです。開業している院長が医科麻酔科研修をすることあまりないと思いますが、

その場合は保険の契約内容ついては確認が必要だということでした。あとは、これは団体

保険であっても、病院が入っている保険も同じで、違法性があれば払えないだろうという

ことなので、そうすると医科麻酔科研修のガイドラインに沿っていないと、病院が加入し

ている保険も支払われない可能性があるということなので、病院にとっても、この医科麻

酔科研修のガイドラインを遵守していただくことは大事だということでした。他の保険会

社の保険に加入している場合はご確認ください、ということでしたが、日本の大手の保険

会社であれば、同じ解釈でしょうということでした。以上が、損害保険に関する回答です。

丸山先生、何か補足はありますか。 

○丸山構成員 いえ、特にないです。ちゃんと調べていただいて、はっきりしてよかった

のかなと思います。 

○宮脇座長 ありがとうございます。確かにこれを見ると、やはりこのガイドラインにち

ゃんと沿っているというのが非常に大事で、このガイドラインは重要だと思います。病院

にとっても、個人にとっても重要なことだというのは認識しておかないといけないと思い

ます。豊田さん、何かコメントはありますか。 

○豊田構成員 私もふだん、医科のほうで医療事故対応をしているので、こういうふうに

なっているのかと思って、お聞きしましたけれども、特にコメントがあるわけではないで

す。やはり病院を訴えることのほうが多いと思いますし、個人は少ないとは思いますけれ

ども、この研修に関してはこういう形になるかというのは勉強になりました。ありがとう

ございました。 
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○宮脇座長 ありがとうございます。ほかに何かコメントはございますか。大丈夫ですか。

藤村先生は副病院長をされていて、こういうのはご存じだと思うのですが、いかがでしょ

うか。 

○藤村構成員 今見ていて、ああ、そうなんだなと思うことも多かったです。医業という

のは、要は医師法の１７条で規定されているのが医業でよろしいのですよね。 

○宮脇座長 だと思います。 

○藤村構成員 もう１つは、歯科医業というのは、歯科医師法で規定されているというこ

とでよろしいですか。 

○宮脇座長 そうですね。ただ、法律にはあまり内容は書いていないですよね。何が医業

で、何が歯科医業とは書いていないです。でも、そういうことだと思います。 

○藤村構成員 了解しました。ありがとうございます。 

○宮脇座長 藤原先生、すみません、お手が挙がっています。 

○藤原構成員 ちょっと気になったところがあるのですが、開業医の先生が研修をすると

いうことは、あまりないと思うとお話しされていましたけれども、それでもあまりなくて

もゼロでないとすると、そこで保険で担保されないということが後で分かったりすると困

るので、きちんと周知されたほうが安全なのだろうなと思います。 

○宮脇座長 確かに、おっしゃるとおりです。多分、開業をされている先生は自分がどん

な保険に入っているか、よく分かっていないケースもあると思います。開業をされている

先生が加入している保険は、その医院全体を守るためのもので、そこの従業員が何かして

も、その保険でカバーする保険ではないかと思います。その場合は、院長自身は院外の医

療行為はカバーされないということですね。 

○藤原構成員 多分、そういうところが案外分からないと思うのです。 

○宮脇座長 確かにそういうことだなと思います。おっしゃるとおりです。これはどこか

で、注釈か何かで分かるようにしておいたほうがいいですね。 

○藤原構成員 そうですね。研修するときには必ず自分の保険をよく確認してくださいと

いうものがあったほうがいいですね。 

○宮脇座長 そうですね。ありがとうございました。あとはよろしいでしょうか。大坪先

生、損害保険については説明させていただいたように、基本的にはカバーされているけれ

ども、開業されている先生については保険の内容を確認していただくが必要だということ

と、ガイドラインに沿っているというのが非常に大事で、研修している歯科医師の問題だ
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けでなく、病院の問題でもあるということでした。 

○大坪オブザーバー 承知しました。損害保険について詳細に調べていただきありがとう

ございました。よく理解できました。 

○宮脇座長 ありがとうございます。それでは、今日のメインテーマですが、ガイドライ

ン本文の改訂について、WGで検討させていた案をもとに進めたいと思います。資料２の

１は現行のガイドラインです。それで今回の改訂案は資料２の２に示しています。順番に

説明させていただきます。まず、麻酔科学会は、今は公益社団法人になっているので、こ

れはもう全て直しています。それから「日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医または麻

酔科専門医が常勤する」というところですが、今は専門医機構が認定しているので、ここ

の文章もそれに合わせた形で修正しています。ただ、移行期のようですので藤村先生にご

指導いただいて修正をしています。それから、「麻酔科の長」というのは分かりにくいの

ですけれども、これも藤村先生にご指導いただいて、「麻酔科の代表専門医」ということ

で分かるのではないかということで、実質的にはそこの責任者ということのようなので、

「麻酔科の代表専門医」に直しております。次に、「指導者」というのは実際に指導する

先生ということで、指導者の長ではないということです。いわゆる専門医を持っている先

生は指導者ということですけれども、この指導者の条件ですが、以前は認定医も含まれて

いたのですが、改訂案では認定医は外して、専門医までというにしています。これは厚生

労働省での検討会のときでもそういう意見が出ましたので、こういうことにしております。

それから、この指導者の先生方には、後でご説明する指導者向けのｅラーニングを受講し

ていただくということを条件にしています。あと、この診療科というのは、診療科ではな

く、我々のところも部門になっているので「診療科等」に直させていただいています。そ

れから、研修を受ける歯科医師はｅラーニングを受講してもらうことを条件にしています。

それから、「麻酔記録上の筆頭者になる」というのは、責任者はあくまで麻酔科の筆頭、

記録上は筆頭者ですよという解釈だと思いますが、昨今は、麻酔記録が自動システムにな

っており、施設によっては指導者が別の項目に記録されて、その研修している歯科医師が

担当麻酔医の筆頭になってしまうというシステムもあるようすので、ここは「原則として」

という言葉を入れさせていただこうかと思っています。それから、従来から問題になって

います研修期間ですけれども、ここは皆さんにご議論いただきたいところですけれども、

研修期間は１年以内で、通算２年を超えないと、１年ごとに更新して２年を超えない範囲

としていますが、再度研修を追加することはできるようにしています。その場合、年間６
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０日以内の研修をすると、週に１回程度、または２か月程度連続というのは認めてもいい

のではないかというのが WG の意見で、特に我々、歯科麻酔科の立場としては研修を続

けさせていただきたいと思っています。ただ、目的を明確にして研修すること、例えば新

しい技術を学ぶとか、技術の更新も必要だと思いますけれども、そういうことをここで明

記してもらうということを条件にしています。それから、患者の同意については、既に議

論いただいたとおりのところですが、それに沿って直しています。これまでのところで、

この研修方法について皆さんに議論いただきたいのですが、それ以外のところでも何か気

になるところはございますでしょうか。藤原先生、この内容でどうでしょうか。 

○藤原構成員 特に異論はないのですけれども、僕も医療事故調に関わっていて、同意の

ところで、自由な意思に基づくもので拒否の自由を妨げない、一度同意したものであって

も撤回できるという、これは大原則ですけれども、その手前のところで、十分な考える時

間を与えたかということが、結構いつも指摘されるのです。ですから、あらかじめ十分な

考える時間が必要だということは、どこかに書いていますか。 

○宮脇座長 これは、「熟慮する機会」という表現になっているのと、説明文と同意書に

も記載があったと思いますが、その点は豊田さんが何度もおっしゃっていただいていると

ころですね。 

○豊田構成員 私も、藤原先生と同じ委員会に出ているので、先生のおっしゃるとおりで

して、ただ、私が前に意見を言わせていただいたときに、なかなか難しい場合もあるよう

でしたので、明らかにできていないみたいなものを無理に書くのはよくないのではないか

という議論になって、熟慮の期間とか時間と明確にするのではなくて、「機会」になった

といういきさつがありました。 

○藤原構成員 具体的にどのくらいおけばいいのかというのはないので、例えば１週間と

か２週間とか書く意味はないので、そこが配慮されているということがあればいいのかな

という気はします。 

○宮脇座長 同意書か説明文にも入れましたよね。 

○豊田構成員 入れたといっても、やはり事情を伺って、期間とか時間が難しいというお

話だったので、丸山先生と相談して、「熟慮の機会」という表現にしました。 

○藤原構成員 考えた上でそうなっていることであれば、問題ないというか、そういうふ

うに気をつけてくださいというものであればいいのかなと思います。ただ、本当に、大体

いつもここが引っかかるのです。 
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○豊田構成員 やはりそこは目指したほうがいいと思うのですけれども、将来的にはもっ

と意識した形でやったほうがいいと思います。ただ、今の段階では「機会」ぐらいでない

とというお話だったのでこうしました。 

○宮脇座長 ありがとうございます。ではこれで進めさせていただきます。藤村先生、何

か追加等ございますか。先生には大分ご意見を頂いたのですけれども。 

○藤村構成員 今の追加ですが、そもそも麻酔の同意書というのが、ほかの科と違って、

直前に取ることも結構多いのです。それで、熟慮する時間としていただいたほうが、ある

程度期間を設けるよりいいのかなと思いました。やはり当院でもいつも問題になるのです

けれども、１日以上は絶対空けなさいと言われるのですけれども、実際は、手術の前日に

初めて患者さんにお会いすることが多くて、なかなか理想どおりには進んでいないのが現

実だと思っています。 

○宮脇座長 ありがとうございます。では、問題の研修の期間についてですけれども、一

応、案としては基本２年で、ただし延長する場合は年間６０日以内とさせていただいたの

ですけれども、これはどうですか。口腔外科の明石先生、口腔外科のほうとしてはどうで

しょうか。こういう研修期間は、口腔外科は割と短い場合が多いと思うのですけれども。 

○明石構成員 うちは１年以内というか、半年ぐらいなので。 

○宮脇座長 そうですね。口腔外科の先生は、これで特に何か困るというか、研修に支障

があることはないですか。 

○明石構成員 私たち、大学病院の医学部の研修だと大丈夫だと思うのですけれども、い

ろいろな口腔外科医がいると思うので、全てとは思わないのですけれども、普通はこれで

問題ないように思います。 

○宮脇座長 それでは何かの機会の際に、口腔外科学会にこういう案が出ているという点

についてフィードバックを頂ければと思います。 

○明石構成員 ありがとうございます。 

○宮脇座長 寺島先生、この案についてはどうですか。 

○寺島構成員 私がちょっと気になるのは、期間に関しては、先ほどの保険の問題で、過

熟研修を行っている場合というのがあったのですけれども、法令違反の場合にはという但

し書きが入っているので、逆にこのガイドラインに沿っていれば大丈夫だと理解していい

のでしょうか。 

○宮脇座長 そうですね。そういう解釈になると思います。だから逆に言えば、これに違
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反すれば保険も支払われない可能性もあるということなので、かなり強力な縛りになると

思います。 

○寺島構成員 研修を行っている先生にとって心強いものであればいいなと思います。 

○宮脇座長 そうですね。逆にはっきりするといいと思います。手を挙げていただいた池

田先生、お願いします。 

○池田構成員 研修期間の通算なのですけれども、ここ数年、歯科麻酔科の研修に関わっ

て見てきた感じでは、若いうちに１年ずつ、途切れ途切れに研修して、もうちょっと、認

定医とか取った後、ある程度できるようになって１年ぐらい研修できるようなタイミング

があったら、すごくいい研修ができると思うので、この通算２年をもう少し長く、通算３

年とかにしたほうが、歯科麻酔科にとって、将来歯科麻酔科を指導する歯科麻酔指導員の

研修にとっては、もうちょっと長くしていったほうがいいのではないかと個人的には思い

ます。 

○宮脇座長 ありがとうございます。この案では２年を超えた場合は間６０日以内の研修

とありますがもう少し要りますか。 

○池田構成員 週１はいいのですけれども、１回だと術前とか術後にかかるので、研修で

はなくてバイトという感じになってしまうと思うのですよね。研修というのと、あと一番

やってほしいのは、緊急事態、ハリーコールとか、そういうものがなかなか歯科の領域だ

けでは難しいにもかかわらず、やっていることは結構口腔内の手術とかで、いざ何かあっ

たときは大ごとになるようなことをしているのです。研修も、もう少し長い期間、医科の

手術室にいて、実際に何か処置をしなくても、緊急の場面に立ち会うというか、見学する

ような機会が、ある程度経験を積んだ人に必要かなと思っていますので、通算２年と、し

ばらく間を空けてもう１年とか、歯科麻酔科に限定でもいいのですけれども、そういうも

のができればいいかなとは思います。 

○宮脇座長 ありがとうございます。それに対しては、松浦先生、歯科麻酔科の立場とし

てどうですか。 

○松浦構成員 池田先生から本当に貴重なご意見を頂いて、歯科麻酔科医としては非常に

ありがたいのですけれども、現状、どうしても漫然と研修が続いて、僕らが見ても過熟研

修になっているという状態が見受けられる施設がやはりあるので、どこかでしっかりと基

準を決めて、縛りではないのですけれども、ある程度、漫然とするのはやはり許されるこ

とではないということを示さなければいけないと思うので、それで通算２年となっている
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のだと思います。ただ、池田先生がおっしゃるように、ある程度指導者の立場になって、

そこで改めてもう１年しっかり研修するということは、医療安全の意味でも、患者さんに

安全を提供するという意味でも非常に大事なことなのかなと、今お話を聞いて、まさしく

そのとおりだなと思いましたので、ここの書き替えを今回入れるのか、それとも次のガイ

ドラインの改定でここのニュアンスを変えるのか、その辺は僕では決められませんけれど

も、いかがですかね、宮脇先生。 

○宮脇座長 本当に、先ほど松浦先生がおっしゃったように、我々の研修にとって非常に

ありがたいお話だったのですけれども、やはりすごく長期間やっている現状もあるみたい

ですので、ちょっと制限したほうがいいかなと思ったりしていますが、水田先生、どうで

すか。 

○水田構成員 私も池田先生の考えに近いところはあって、ある程度熟練してから、歯科

麻酔をやっていると、緊急対応ができない中堅がいたりするので、そういう意味でも、あ

る一定期間、またもう１回研修できるようなところがあると確かに助かるなとは思います。

通算３年ぐらいぐらいなら許していただきたいなというところが、一方としてはあります。 

○宮脇座長 ありがとうございます。これに対しては、受ける側の藤村先生、いかがです

か。 

○藤村構成員 池田先生が言うことは、すごく理解できます。それもいいかなと思うので

すけれども、その場合、もう１年というのを、例えば歯科も専門医制度はありますよね。

それは何年更新なのでしょうか。 

○宮脇座長 ５年ですね。 

○藤村構成員 それに合わせて５年のうちに１回とかするほうが、まだいいのかなという

気はしますけれども、どうでしょう。それも過熟研修になりますでしょうか。通算２年と

いうのは、５年のうちに１年だけとか、それも専門医を取った人に限るとか。 

○宮脇座長 どういうふうに書いたらいいかなと思って、ちょっと迷うところですけれど

も、どうですか。これは誰に聞きましょうか。仙頭先生、いかがですか。答えにくいかも

しれませんけれども。 

○仙頭構成員 皆様のおっしゃることはよく分かるのですが、今は恐らく把握できていな

いところに問題があるのかなと思いますので、そのあたりの制度を整えられると、志を持

って研修を重ねていらっしゃる先生方を、ちゃんと把握できていれば一番いいのかと思う

のですが、今回のガイドラインでどこまで、仕組みも時間もないので、その中でどこまで
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書けるのかなと思いました。 

○宮脇座長 ありがとうございます。おっしゃるように、把握が難しくて、２年単位で更

新しているのでちょっと把握しにくいというのがあります。今度改定したときには１年単

位の更新ではっきり分かるようにはしようと思っています。実は２０２２年から２０２４

年の集計してみたのですが、大体２年以内が７５%ぐらいで、２年以上やっている人は４

分の１ぐらいで、研修を続けている人は結構いるようなのですが、どこで区切るかという

ことで、あえて２年で区切ったわけですが、大坪先生、どうしましょうか。 

○大坪オブザーバー 池田先生がおっしゃるように、患者さんに安全な技術を提供するた

めに研修を受けていただくというのは非常に重要なことだと思うのですけれども、一方で

やはり漫然と研修を行うことはきちんと排除できるようにしたいと思っています。池田先

生がおっしゃるような研修を希望される方が受けられるよう、何か文言で追記することは

難しいのでしょうか。 

○宮脇座長 丸山先生、どうしたらいいでしょうか。 

○丸山構成員 文言を追記することは問題ないと思います。ただ、どのような内容にする

かというところが、まだ同意が得られていないのかなと、聞いていて思いました。基本的

には、例えばこれが法的にどうかという話になると、弁護士も裁判官も、２年がいいのか、

３年がいいのかというのは判断ができないかなと思いますので、あくまで研修のために正

当化されているということになりますので、研修としての実質があるのだよということが

きちんと説明できればいいのかなと思っています。なので、例えばさっき言った５年のう

ちに何年ということであれば、それはそれで１つの考え方かなと思いますし、前回研修を

受けてから何年か空けるとか、そういったようなやり方でもいいかなとは思います。それ

が皆様にとって研修のためだと、漫然と診療行為をしているわけではないという、研修と

しての実質があるのだということの同意が得られるのであればいいのかなと思います。 

 ただ、聞いていて思ったのは、どのようにそれを管理するのかというのは、このガイド

ラインに入れるのはそんなに難しいことではないとは思いますけれども、それを実際にど

のように管理するのかなというのは、ちょっと気になりました。以上です。 

○宮脇座長 ありがとうございます。池田先生、どうぞ。 

○池田構成員 すみません。ガイドラインをしっかり見たのが今日だったので、事前に言

っておけばよかったのですけれども、また皆さんの今のお話を聞いて、この文言を考えて

先生に提出しますので、それでまたというのでもいいですし、どうでしょうか。 
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○宮脇座長 先生はＷＧに入っていただいているので、ＷＧでちょっと検討しましょう。

ただ、あまりこの議論が延びてしまうと、ｅラーニングの構築にも影響するので、早々に

相談させていただきます。山蔭先生の意見もお聞きして、早々に検討するということで、

皆様よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、資料２の３を共有させてい

ただきます。資料２の３は、研修申請書の改訂案ですが、これも WG で検討した案です

が、現行の申請書には研修期間の記載がありませんので、研修期間を記載した上で申請し

ていただくということで、改訂したいということです。これも文言は多少変わるかもしれ

ないので、今度にしましょう。よろしいでしょうか。様式はそのまま残しておきたいと思

っています。印鑑が入りますので、病院長もこれを確認していただいたことになるので、

研修を了解していただいたということを残しておきたいと思います。何かご意見がありま

すか。ちょっと文字ばかりで分かりにくくなりますが、ただこれで研修を許可する先生も

病院長も、ガイドラインを遵守していることが分かるということにしたいと思います。 

○池田構成員 これも私は実際に使っていて思うのですけれども、申請書を病院のいろい

ろな先生にサインをもらって、それを研修医が保存しておくだけでいいのですか。 

○宮脇座長 送り出し元の施設と研修施設で把握しておくということでいいと思います。 

○池田構成員 このサインした３部の原本は研修医が持っているということですか。 

○宮脇座長 研修医かな？ 

○池田構成員 そのあたりも、申請書のコピーを病院と研修を許した歯科医がコピーを保

存するとか、本人が原本を持っておくとか、この申請書を誰が保存しておくか、そういう

のもガイドラインに書いてあったほうがいいいと思いました。 

○宮脇座長 そうですね、おっしゃるとおりです。みんなこの申請書を使用していると思

いますが、うちは教室が保管していますけれども。藤原先生、どうぞ。 

○藤原構成員 基本的なことで申し訳ないのですが、今研修期間のところでいろいろご議

論いただいているところですが、これはいわゆる研修する期間もそうですが、研修する中

身というのが、研修項目と研修水準というので、確か決まって表になっていますね。これ

を全てやらないといけないわけですね。研修期間を決めるに当たっては、これをやるのに

そもそもどのぐらいかかるかということだろうと思うのですね。ちなみに、この研修を全

部できるとなったら、最後に修了証みたいなものが発行される仕組みなのでしょうか。 

○宮脇座長 いえ、そういうわけではなくて、この中でも必要なものを受けるという感じ

です。 
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○藤原構成員 では、全部ができなくても、どれかができればいいという感じでしたか。 

○宮脇座長 そうです。どれかというか、目的に応じて、になります。 

○藤原構成員 そうすると、その目的に応じて、さっきも話したように、それができるか

できないかという期間、それで概ね期間が決まるのだろうと思います。では、これを全部

やろうみたいな人がいることも想定されるということですか。 

○宮脇座長 そうですね。それは全部したいという歯科医師がいれば、それこそ先ほど池

田先生がおっしゃったように、将来指導者になりたいという方は、そういう項目は全部修

得したいというのはあると思います。 

○藤原構成員 そうするとやはり、おのずと期間は、大体どの程度の経験できるのかとい

うことにもよるのでしょうけれども、おのずと大体決まるものなのかなと思って聞いてい

ました。 

○宮脇座長 そうですね、おっしゃるとおりですね。 

○藤原構成員 お尻を切ってしまって、できなかったとかとなっても、それはよくないよ

ねという話ですよね、先ほどの話は。 

○宮脇座長 そうですね、おっしゃるとおりです。 

○藤原構成員 その辺はちょっと僕も感覚的にはよく分からないところもあるので、よく

その辺を含めて検討していただければいいのかなと思います。 

○宮脇座長 分かりました。そうしたら、またＷＧで検討させていただこうと思います。

申請書にもどりますが、申請書には研修目的も入れたほうがいいように思います。これも

ちょっと検討させてください。寺島先生、どうぞ。 

○寺島構成員 研修期間の最長を決めていて、結構短いのもあるようですけれども、それ

は別に問題にならないのでしょうか。私は現場にいたことがないので、その感覚が分から

ないのですけれども、この内容をやるのに、毎日行くわけではないという感じですか。 

○宮脇座長 いえ、毎日行く人もおられます。 

○寺島構成員 ただ、そこは人によってということになるのだと思うのですけれども、最

低このぐらいは必要でしょうというような期間。期間というのはデュレーションではなく

て、総合の時間というのですか。それがあまりにも短くて、医科麻酔科研修しましたよと

いうのも、いかがなものかと思ったりするのですけれども。 

○宮脇座長 医科麻酔科研修は、我々みたいな麻酔をやっている人と、口腔外科の先生も

結構おられて、口腔外科の先生は、むしろ全身管理や気道確保とを目的に、医科麻酔科研

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 
改訂のための研究」　第3回会議　議事録

13



 

修をされておられます。そういう先生方は、３か月とか半年とかいう研修でも十分ではな

いかと思います。ですから、研修の目的によって期間は決まってきて、我々などはもっと

長くやらないといけないと思うのですけれども、そういうところで、それぞれの研修によ

って、目的によって異なるので、一応最長だけ決めて、あとは短くてもいいという解釈で

す。よろしいでしょうか。 

○寺島構成員 はい。 

○宮脇座長 そうしたら、次のｅラーニングについて、水田先生、ご説明いただいてもい

いですか。 

○水田構成員 仙頭先生が中心になり、ｅラーニングのコンテンツ作成を進めているとこ

ろです。コンテンツとしては２０個準備する予定です。１つ目がこのガイドラインに関す

る理解を頂くためのコンテンツとして、５個のコンテンツを準備しています。研修歯科医

師向けのコンテンツとして、このうちの１と２と３を受講していただき、代表専門医、研

修指導者はガイドラインの１と４を受講していただき、また派遣側の研修を希望する歯科

医師が所属する診療科の長に対するものについては、１と２と５を受講していただくとい

う形で、それぞれ受講していただく項目は異なりますけれども、こちらを受けていただい

た上で研修に入っていただくという形にしております。もう一つ、次のページにまいりま

して、こちらが仙頭先生を中心に非常に分かりやすく、ガイドラインのコンテンツの案を

出していただきました。これらは歯科麻酔学会と麻酔科学会の先生方で分担して、コンテ

ンツの作成作業を進めているところです。かなり充実した内容になろうかと思いますけれ

ども、このうち基本的に全てを受講していただくような形になると思いますが、これを受

けた上で研修を開始していただくということを考えております。以上です。 

○宮脇座長 ありがとうございます。仙頭先生、追加はございますか。 

○仙頭構成員 水田先生、ありがとうございます。順調に作成は進んでいると思っており

まして、ほぼもう中身は出来上がりつつあります。やはり項目が結構多くなってしまった

ので、一つ一つがあまり長過ぎると、受ける方も疲れてしまうので、その辺を注意しなが

ら作成しているところです。１つつまずいている問題というか、最後、仕上げをどうする

かなと思っているのは、図の著作権についてです。やはり図が入っていたほうが分かりや

すいのですが、ｅラーニングということで著作権に配慮しないといけないというところが

気になっています。あとはシステムを組んでくださる業者のほうから、最終的な依頼書と

いいますか、マニュアルといいますか、そういったものが出てから、二度手間にならない
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ように、音声の吹き込みの手前で止まっているという作成者が何名かいるので、そこのと

ころを今後急ぎ進めたいと思っている次第です。以上です。 

○宮脇座長 ありがとうございます。今時は、図の著作権は問題になっています。このシ

ステムはクローズドなのですが、ネット警察みたいな方もおられて、結構厳しいところが

あるようです。それと、別の学会で実際にあった事例ですが、フリーのイラストと表示さ

れていても、実はフリーではなかったようで、原図の著者ともめたことがあるようです。

図の著作権については十分配慮をお願いします。このガイドラインだけでなく、教育コン

テンツを使用する際には、著作権は考慮していかないといけないと思っています。今回の

e ラーニングは結構充実したものができそうですが、これについての何かコメントはござ

いますでしょうか。藤村先生、どうですか。 

○藤村構成員 質問ですが、ｅラーニングが終わった後は、テストはあるのですか。ちゃ

んと理解しましたかというような。 

○宮脇座長 テストがあります。水田先生、テストがありますよね。 

○水田構成員 はい、簡単なテストがあります。 

○宮脇座長 一応、認定書がＰＤＦで出てくると。それを登録するときにアップロードす

るというシステムです。１回やればもういいのですけれども、そういう感じで、後でまた

松浦先生に説明していただこうと思います。このｅラーニングを事前に受講することで、

麻酔の勉強になるし、研修システムも分かるのではないかと思っています。早水先生、先

生もこれに関わっていただいたと思うのですけれども、何か追加はありますのでしょうか。 

○早水構成員 水田先生と仙頭先生にご説明いただいたとおりでございます。私から追加

はございません。 

○宮脇座長 ありがとうございます。それでは、次の資料４をご覧下さい。これはいわゆ

る研修の流れですけれども、松浦先生に業者と交渉していただいています。２つあるので

すけれども、ｅラーニングの修了証を登録システムに乗せるということで、松浦先生、説

明いただいてよろしいですか。 

○松浦構成員 今、現段階で機能しているシステムというのは、研修を始めるときの登録

システムが動いております。そのシステムを、先ほどからご指摘があるように、不備な部

分がありますので、今回のガイドライン改訂でそこを煮詰めているというところです。今

までお話にありましたｅラーニングの受講ですが、受入れ側の先生、あとは送り出す側の

先生、あとは研修を受ける先生方にｅラーニングを受講していただき、送り出す側と受け
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ていただく側は、ガイドラインの内容についてのｅラーニングですけれども、研修を受け

る歯科医師の先生には、先ほどお示しがありました基本的な学習をしていただくことにな

っています。先ほど、確認テストがあるのかというご質問がありましたけれども、一応コ

ンテンツごとに数問のポストテストを受験していただき、その全てに合格しないと、次の

ステップにいけないような形にして、結果的に全てのコンテンツを合格しないと認定証が

発行されないという形を取ろうと思っております。どれか抜けてしまってもいけないと思

いますので、そういった形で今考えております。ｅラーニングを全部受けていただいたら

受講証をＰＤＦで発行しようと考えております。今の登録システムで、歯科医師の先生か

ら申込みがあった場合に、受け手側の麻酔科の先生の許可が必要なわけですけれども、そ

の際に受講されたｅラーニングの受講証のＰＤＦを一緒にアップロードしていただきたい

と思っています。ただ、何回も、研修ごとに受講する必要はありませんので、一回発行し

ていただいたＰＤＦはそのまま保管していただいて、このガイドラインが変更になるまで

はそれは有効としますので、一度アップしていただければ、それはずっと有効という形に

なります。概要はそのくらいですが、宮脇先生何か追加はありますでしょうか。 

○宮脇座長 いいえ、つい先ほどもこの話をしたのですけれども、明石先生、実際送り出

す側としてはいかがでしょうか。 

○明石構成員 非常にいい流れだと思います。 

○宮脇座長 事前に勉強していただいた上で医科麻酔科研修をしていただくという流れに

なります。 

○明石構成員 今は個人的に勉強していると思うのですが、こういうふうに最低限のこと

をやってしっかり勉強するのがいいかと思います。 

○宮脇座長 ありがとうございます。枝長先生、こういう感じでどうですか。 

○枝長構成員 松浦先生のご説明が非常に分かりやすくてありがとうございます。１つ質

問なのですが、これはふだん歯科の先生が申込みを受けたときに、例えば当科ですと山蔭

が許可という形だと思うのですが、このｅラーニングを受けるのは、指導医の方全員、私

も含め、例えば早水先生も含め、そういう全員が受けるのが必要なのか、その組織の中で

一人が受けていればいいのか。そのあたりは教えていただいていいでしょうか。 

○松浦構成員 ありがとうございます。送り出す側としてはＰＤＦの登録が必要なのは、

科長の先生のみとなりますけれども、指導者の先生方には全員ガイドラインを理解してい

ただきたいと思いますので、専門医を取得されている先生以上の、指導される先生は是非
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このｅラーニングでガイドラインについての内容を受講していただきたいと考えておりま

す。 

○枝長構成員 分かりました。ありがとうございます。私からは以上です。 

○宮脇座長 ありがとうございます。ガイドライン上は指導者の先生には全員受けていた

だいて、指導していただくということが原則というところにしております。一回受ければ

いいですけれども、受講には１時間もかからないと思いますが、受けていただくのはやは

り大事かなと思います。この案でよろしいですかね。ただ、これの問題は、やはりタイム

ラインがあって、３月末までに間に合わせないといけないので、ちょっと急がないといけ

ないなと思っている次第ですので、先ほどのガイドラインの改定もちょっと急がせていた

だきたいなと思っています。よろしくお願いいたします。何かご意見はございますか。藤

村先生、どうぞ。 

○藤村構成員 確認ですけれども、一応ガイドラインの完成するのが今年度いっぱいで、

１年間猶予があるということでよかったでしょうか。 

○宮脇座長 そうですね、１年間猶予を取ろうというお話になっています。 

○藤村構成員 実際には、再来年から運用開始ということでしょうか。再来年というか、

来年の４月ですか。 

○宮脇座長 そうですね。来年の４月にはもう。そういう１年間の猶予は、やはりいろい

ろな準備とかがいると思いますので、同意書も含めて、あとそれこそこの研修期間のこと

も含めて、場合によってはすでに週４日研修している人は、週１日にしていただかなけれ

ばいけないので、病院としてもそれなりの体制作りはしていただかなければいけないと思

っています。大坪先生、猶予期間は１年間ということでよろしいですね。 

○大坪オブザーバー はい。 

○宮脇座長 ちょっと余裕を持たせましょうということでしたね。 

○大坪オブザーバー 猶予期間をおいてです。 

○宮脇座長 ただ、これはやはり出来上がりは３月末でないといけないのですよね。 

○大坪オブザーバー そうですね、科研自体は３月末までなので、時間がなくて恐縮なの

ですが、そこまででという形になります。 

○宮脇座長 ちょっとでも余裕があったらものすごくうれしいですね。ただ、報告書を提

出するまででよければ有難いです。そのあたりを厚生労働省でご検討くださるようお願い

いたします。 
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○大坪オブザーバー 分かりました。担当に確認してみます。 

○宮脇座長 よろしくお願いいたします。以上が、今日の用意したもので、その他ですけ

れども、実はこれまで第１回、第２回、第３回と会議を開催させていただいたのですが、

会議の発言の文字起こした議事録を報告書に含めたいと思っているのですけれども、それ

についていかがでしょうか。必ず皆さんには、このチェックはしてもらうつもりです。今

回のガイドラインの改訂で、どういう議論があって、どういう仮定で決めたかというのを

残しておこうと思っております。よろしいですかね。チェックはして頂きますけれども、

内容を変えては困りますけれども、表現の仕方などは変えていただいたらいいと思うので

す。ご反対の方はおられないですか。大丈夫ですか。そうしたら、そういう形でやらせて

いただきます。内容をチェックいただきますので、今回のことも含めて文字起こしをして、

議事録として残したいと思います。 

○松浦構成員 宮脇先生、最後、少しだけよろしいですか。ｅラーニングの件で、もう少

しだけ僕のほうからお示しさせていただいてよろしいですか。 

○宮脇座長 どうぞ。 

○松浦構成員 本来、もう少しちゃんとした資料をご用意できればよかったのですが、先

方の担当が年明け早々インフルエンザにかかってしまって、話が止まってしまいましたの

で、１２月の段階での会議の内容のだけ報告させていただきます。細かいところはいいの

ですけれども、仙頭先生と水田先生にｅラーニングのコンテンツを作っていただいていま

すけれども、先ほどからお話がありましたポストテスト、確認テストの件なのですが、業

者と話をして、マルバツテストにするのか、５択から正答を選ぶタイプにするのか。それ

はどちらでも対応可能ですということと、あとは問題もランダムにその都度変えることも

可能なので、固定の問題というわけではないようです。ただ、その場合、問題をそのコン

テンツごとに担当された先生がたくさん作らなければいけなくなってしまいますので、そ

のあたりは仙頭先生と水田先生で、どういった形で何問ぐらい作ってもらうかという数を

ある程度決めていただければと思います。あとは、先ほど仙頭先生からも少しお話があっ

たのですけれども、業者から正式な依頼文が出たほうがいいということで、それについて

も確認させていただきました。ある程度コンテンツも２０という形でフィックスしたと思

いますし、担当される先生の所属も分かりますので、業者のほうから正式にご依頼の文を

出させていただこうと思います。ただ、そのときにやはり問題となるのは、ポストテスト

の問題数を何問でご依頼しなければいけないのかというところが、最後、決めなければい
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けないところだと思います。それぞれコンテンツの長さがありますので、問題数も変わる

と思いますけれども、各先生に何問のご依頼をこちらからかければいいかということを決

めていただければ、業者のほうから各担当の先生方に対して、正式なご依頼文を出させて

いただこうと思いますのでよろしくお願いいたします。私から以上です。 

○宮脇座長 ありがとうございます。これについては大丈夫ですか。水田先生、仙頭先生、

大丈夫ですか。また個別に聞いていただいたらいいと思います。追加で何かご発言はあり

ますでしょうか。 大坪先生、厚生労働省から何かご追加ありますでしょうか。 

○大坪オブザーバー ありがとうございます。特にございません。 

○宮脇座長 今日も夜からお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございました。期限

が決まっていますが、皆様のご協力をお願いしたいと思います。今日はお疲れ様でした。

ありがとうございました。 
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（参考資料） 

医科麻酔科研修時の歯科医師賠償責任保険の対象について 

−損害保険会社〇〇〇〇の見解（2024.10.21）− 

 

Q1：歯科医師の医科麻酔科研修で損害賠償が発生した場合も保険の対象となるか? 

A1：歯科医業か医業であるかどうかは関係なく、医療行為は対象となる。 

※国内大手保険会社は共通であるが、外資系も含めたすべての保険会社共通であると断言はできな

い。したがって、麻酔学会様以外の保険に加入している場合は、加入元の保険会社もしくは代理店

に確認する必要あり。 

 

Q2：発生した損害賠償が、歯科医師の医科麻酔科研修研修のガイドラインに沿っていない場合に、

保険の対象となるか? 

A2：法律（法令）違反の場合は対象にならない可能性は有り得る。故意の場合、法律（法令）違反

の場合は対象とはならない。 

⇒故意の場合は、法律違反の有無にかかわらず、対象とならない。 

 

Q3：病院との雇用関係がなく、無給で医科麻酔科研修を行っている場合に発生した損害賠償は、保

険の対象となるか? 

A3：雇用関係のあるなしは関係なく、医療行為であれば対象となる。 

◆医科麻酔研修に際し、歯科医を受け入れる病院が加入する保険は、当該病院と雇用関係がない研

修医が行った医療行為で病院が損害賠償責任を負った場合でもお支払い対象となる。 

 

Q4：医科麻酔科研修中に発生した損害賠償の責任の所在は? 

A4：研修歯科医師の責任になるか、研修指導者の責任になるかはケースバイケースであると思われ

るが、患者は病院と医療契約（診療契約）しているので、一般的には病院の責任となり、病院が加

入している保険が適用されるのが通常である。 

但し、患者が病院とは別に研修歯科医師を直接訴えた場合は、研修医が加入している歯科医師賠償

責任保険の適用になる。 

 

Q5：過熟研修を行っている研修歯科医師の医療行為で発生した損害賠償は、保険の対象となるか? 

A5：法律（法令）違反の場合は、対象とならない可能性は有り得る。 

上記の場合、病院が法律（法令）違反を承知の上で行わせていた場合、病院が加入している保険の

対象にもならない可能性が高い。 

 

Q6：加入する保険の種類によって保険の対象は異なることはあるか? 

A6：開業医が個人ではなく法人あるいは自らの歯科医院名で保険契約している場合、保険の範囲は

当該歯科医院に限定されるため、その開業医が他院で医科麻酔科研修を行った場合、損害賠償保険

の対象とはならない。 

一方、勤務医が個人で保険契約している場合は、研修先が限定されることはなく、どこで医科麻酔

科研修を行っても保険の対象となる。 
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※但し、開業医が法人あるいは自らの歯科医院名で保険契約している場合であっても、個人として

の契約も別に結んでいる場合は、医科麻酔科研修中の損害賠償も個人として契約している保険の対

象となる。 

 

追記 

【日本歯科麻酔学会の団体保険の有効性】 

Ⅰ 法人立の病院（開設者が医療法人など）が歯科麻酔学会の団体保険に加入する場合 

◆被保険者（保険の対象になる者）は、開設者である法人である。 

◆開設者が負うべき損害賠償責任（使用者責任を含む）が、保険の対象となる。 

したがって、法人立のＡ歯科医院が、歯科麻酔学会の団体保険に加入している場合は 

◆Ａ歯科医院の院長や勤務医が、他のＢ病院で医科麻酔研修を行っている際に発生した事故はＡ歯

科医院の保険ではお支払い対象とならない。 

◆医科麻酔研修を受講する院長や勤務医が、個人を被保険者とする医師賠償責任保険に別途加入す

る必要がある。 

 

Ⅱ 個人立の診療所やクリニックが歯科麻酔学会の保険に加入する場合 

◆被保険者（保険の対象となる者）は開設者である医師個人である。 

◆当該医師個人が日本国内で行った医療行為は、歯科麻酔学会の団体保険でお支払い対象となる。 

 

Ⅲ 歯科麻酔学会の団体保険制度（〇〇〇〇）以外の保険に加入している場合 

◆保険会社により商品の細部が異なる可能性もあるので、ご加入している保険会社または代理店に

ご確認いただく必要があります。 
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「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」本文改訂案 

（2024.12.24 作成） 

 

 現行のガイドラインについて、以下の項目の本文を改訂する。 

 

Ⅰ．改訂案 

 

１）研修施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 

 

（１）公益社団法人日本麻酔科学会麻酔科認定病院 

（２）公益社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医若しくは麻酔科専

門医又は一般社団法人日本専門医機構が認定した麻酔科専門医が常勤す

る歯科大学・歯学部附属病院 

上記のいずれの施設であっても、当該病院長が受け入れを承認し、麻酔科の

代表専門医が受け入れ承認及び研修管理を実施し、研修指導者が研修の直接

的な指導を行うこと。 

 

２）研修指導者 

 

 

 

 

 

↓ 

 

２）研修指導者 

研修指導者は、次の条件のすべてを満たす医師であること。 

（１）公益社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医若しくは麻酔科専

門医又は一般社団法人日本専門医機構が認定した麻酔科専門医 

（２）歯科医師の医科麻酔科研修のための「指導者向け e-learning」を受講し

ていること。 
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３）研修を受ける歯科医師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 

 

３）研修を受ける歯科医師 

研修を受ける歯科医師は、次の条件のすべてを満たす者であること。 

（１）歯科医師臨床研修を修了した歯科医師（２年間の研修プログラムに参加し

ている者については、最初の１年間の研修を修了した者）。ただし、歯科

医師臨床研修制度の必修化以前に歯科医師免許を受けている者は歯科医

師臨床研修修了者の登録を受けた者とみなされること。 

（２）研修を希望する歯科医師が所属する診療科等の長が別紙１によって当該

歯科医師の歯科麻酔学に関する研修歴、臨床経験及び知識・技能の評価を

記録し、研修開始前に研修施設の麻酔科の代表専門医に申請して、麻酔科

の代表専門医の承認が得られた者。 

（３）研修を希望する歯科医師が所属する施設の長及び研修施設の長によって

当該歯科医師の医科麻酔科研修の実施が承認された者。 

（４）歯科医師の医科麻酔科研修のための「研修歯科医師向け e-learning」を

受講していること。 
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４）研修方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 

 

４）研修方法 

（１）研修を受ける歯科医師と研修施設の麻酔科の代表専門医は、当該歯科医師

の研修開始時及び研修修了時には、所定の方式によって必要な事項の登

録又は報告等を行うこと（別添資料「歯科医師の医科麻酔科研修実施の流

れ」を参照のこと）。 

（２）当該研修症例における麻酔の責任担当者は研修指導者であり、原則として

麻酔記録上の筆頭者となること。 

・・・・・ 

（５）研修期間は１年以内とする。通算２年を超えない範囲で延長又は再度研修

することができる。その場合には再度登録をする。 

（６）研修期間が通算２年を越えた場合でも、知識及び技術の取得・更新のため、

研修の到達目標を設定した上で、年間 60 日以内の研修を行うことは差し支

えない。その場合であっても毎年登録を更新すること。 

  

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 
改訂のための研究」　第3回会議　資料2-2

24



５）患者の同意 

 

 

 

 

 

↓ 

 

５)患者の同意 

研修指導者は、以下の手順に従って、歯科医師が研修の目的で麻酔行為に参

加することを説明し、文書での同意を得ること。 

（１） 医科麻酔科研修の説明書を提供した上で、患者にその内容を説明し、研

修に同意するか否か熟慮する機会を与え、文書での同意を得る。説明書

及び同意書は、別紙３及び４の内容に準じたものであれば、各研修施設

が独自で作成したものでも差し支えない。 

（２） 原則、患者本人の意思を確認するが、未成年者や意思疎通が困難な者な

ど同意能力が不十分な場合には、親権者や保護者を含めた代諾者に説明

をした後に文書で代諾者の同意を得る。 

（３） 医科麻酔科研修の同意は、患者の自発的な意思に基づくものであり、拒

否の自由を妨げないように留意する。また、一度同意した場合であって

も自由に撤回できることも文書で説明をする。 

 

Ⅱ．準備期間の設定案 

 

本ガイドラインを改訂するにあたり、改訂ガイドラインを遵守するための準備

期間として通知から１年間を設ける。 

 

以上 
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（12か月を越えないこと）

研修日数 ：〇〇日（通算24か月を超える研修の場合は、年間60日以内であること）

通算研修期間（他機関の研修及び本申請の研修期間を含む）が通算24か月を超えるか否か

□ 通算24か月を超えない（次項は不要です） □ 通算24か月を超える（次項を記載してください）

研修日数 ：〇〇日（他機関を含めすでに通算24か月を超えている場合は年間60日以内、研修期間の途中

で他機関を含め通算24か月を超える場合は月平均５日以内であること）

（12か月を越えないこと）

研修日数 ：〇〇日（通算24か月を超える研修の場合は、年間60日以内であること）

通算研修期間（他機関の研修及び本申請の研修期間を含む）が通算24か月を超えるか否か

□ 通算24か月を超えない（次項は不要です） □ 通算24か月を超える（次項を記載してください）

研修日数 ：〇〇日（他機関を含めすでに通算24か月を超えている場合は年間60日以内、研修期間の途中

で他機関を含め通算24か月を超える場合は月平均５日以内であること）
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（12か月を越えないこと）

代表専門医 〇〇〇〇

研修日数 ：〇〇日（通算24か月を超える研修の場合は、年間60日以内であること）

通算研修期間（他機関の研修及び本申請の研修期間を含む）が通算24か月を超えるか否か

□ 通算24か月を超えない（次項は不要です） □ 通算24か月を超える（次項を記載してください）

研修日数 ：〇〇日（他機関を含めすでに通算24か月を超えている場合は年間60日以内、研修期間の途中

で他機関を含め通算24か月を超える場合は月平均５日以内であること）

代表専門医 〇〇〇〇

（12か月を越えないこと）

研修日数 ：〇〇日（通算24か月を超える研修の場合は、年間60日以内であること）

通算研修期間（他機関の研修及び本申請の研修期間を含む）が通算24か月を超えるか否か

□ 通算24か月を超えない（次項は不要です） □ 通算24か月を超える（次項を記載してください）

研修日数 ：〇〇日（他機関を含めすでに通算24か月を超えている場合は年間60日以内、研修期間の途中

で他機関を含め通算24か月を超える場合は月平均５日以内であること）
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（12か月を越えないこと）

代表専門医 〇〇〇〇

研修日数 ：〇〇日（通算24か月を超える研修の場合は、年間60日以内であること）

通算研修期間（他機関の研修及び本申請の研修期間を含む）が通算24か月を超えるか否か

□ 通算24か月を超えない（次項は不要です） □ 通算24か月を超える（次項を記載してください）

研修日数 ：〇〇日（他機関を含めすでに通算24か月を超えている場合は年間60日以内、研修期間の途中

で他機関を含め通算24か月を超える場合は月平均５日以内であること）

代表専門医 〇〇〇〇

（12か月を越えないこと）

研修日数 ：〇〇日（通算24か月を超える研修の場合は、年間60日以内であること）

通算研修期間（他機関の研修及び本申請の研修期間を含む）が通算24か月を超えるか否か

□ 通算24か月を超えない（次項は不要です） □ 通算24か月を超える（次項を記載してください）

研修日数 ：〇〇日（他機関を含めすでに通算24か月を超えている場合は年間60日以内、研修期間の途中

で他機関を含め通算24か月を超える場合は月平均５日以内であること）
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⻭科医師の医科⿇酔科研修のためのE-learning

ガイドライン 1 
〈ガイドライン総論〉

1

CONTENTS

1. ガイドライン総論

 2. ガイドラインの趣旨

 3. 研修実施に当たっての基準

 4. 研修項⽬と研修⽔準

 5. 患者の同意

「ガイドライン１」

2

CONTENTS

1. ガイドライン総論

 2. ガイドラインの趣旨

 3. 研修実施に当たっての基準

 4. 研修項⽬と研修⽔準

 5. 患者の同意

「ガイドライン１」

3

「⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン」とは
１. ガイドライン総論 

近年の医療ニーズの変化から⻭科医療における全⾝管理の必要性は年々⾼まっており、

この臨床技術を⾼める⼿段として、「⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン」に基づく
⻭科医師の医科⿇酔科研修が認められています。この研修制度により、⻭科⿇酔科医の養成

をはじめ⼝腔外科医や病院勤務⻭科医師などの育成に⼤きな役割を果たしてきました。

しかしながら、⻭科医師による医科⿇酔⾏為は、たとえ研修⽬的であっても医師法17条に
よって禁じられた「医業」に該当します。

- 医師法17条 「医師でなければ、医業をなしてはならない」

     - 違反した場合「３年以下の懲役若しくは100万円以下の罰⾦に処し、⼜はこれを併科する」（同法31条１項１号）

国⺠に対し安全で質の⾼い⻭科医療を提供するために、⻭科医師の医科⿇酔科研修の

違法性を阻却するための厳格な要件として作成されたのが本ガイドラインとなります。

4

⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン

１. ガイドライン総論 

⻭科医師が所属する施設
研修施設・指導者

国⺠に対し安全で質の⾼い⻭科医療を
提供するため

ガイドライン遵守

医科⿇酔科研修

研修を受ける⻭科医師

⻭科医師の医科⿇酔科研修を今後も進め、さらにガイドラインによる研修をより良いもの
にしていくために、研修を受ける⻭科医師のみならず、研修施設・指導者、
⻭科医師が所属する施設が、ガイドラインを熟知し、遵守しなくてはなりません。

5

「⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン」の遵守について
１. ガイドライン総論 

以下の 3 点が義務づけられている

① 研修症例における⿇酔の責任担当者は研修指導者であり、
   ⿇酔記録上の筆頭者となること。

② ⻭科医師が研修の⽬的で⿇酔⾏為に参加することを患者様

   に説明し、個別に⽂書による同意を得ること。

③ 研修を受ける⻭科医師と研修施設の⿇酔科の代表専⾨医は、

当該⻭科医師の研修開始時および研修修了時に所定の⽅式に
よって必要な事項の登録または報告等を⾏うこと。

厚労省医政局医事課⻑および⻭科保健課⻑の連名の通知（平成20年）
⽇本⿇酔科学会、⽇本⿇酔科医会連合の声明（令和5年）

6
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改訂のための研究」　第3回会議　資料3-2

31



CONTENTS

1. ガイドライン総論

 2. ガイドラインの趣旨

 3. 研修実施に当たっての基準

 4. 研修項⽬と研修⽔準

 5. 患者の同意

⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン

7

2. ガイドラインの趣旨 

国⺠に対する安全で質の⾼い⻭科医療の推進に資するため、⻭科医師の医科⿇酔科における研

修は重要であるが、研修といえども、診療⾏為を伴う場合には、法令を遵守しながら適正に⾏
う必要があり、特に⻭科及び⻭科⼝腔外科疾患以外の症例に関する⾏為に関与する場合につい

ては、慎重な取扱いを期するべきである。
本ガイドラインは、こうした観点から⻭科医師の医科⿇酔科における研修の在り⽅に関する基

準を定めるものである。

⻭科医師の医科⿇酔科研修の⽬的は次のいずれかとする。
１）⻭科患者の全⾝管理に関する知識と技能を⾝につけた⻭科医師を育成するため。

２）⻭科患者の⿇酔管理に関する知識と技能を⾝につけた⻭科医師を育成するため。

2. ガイドラインの趣旨

「⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン」より

8

2. ガイドラインの趣旨 

「⻭科という単科病院では習得が困難とされる⿇酔科学全般

にわたる知識と技術を、 合理的、効率的に習得させ、⻭科
臨床における⿇酔管理の安全性や確実性を備えた⻭科医師

を育成することを⽬的とした研修であり、“医業”を⾏う⻭

科医師を育成するものではない。」

⽇本⻭科⿇酔学会、⽇本⿇酔科学会の共同⾒解（2020年10⽉15⽇）

ガイドラインの適正遵守についての注意喚起

9

CONTENTS

1. ガイドライン総論

 2. ガイドラインの趣旨

 3. 研修実施に当たっての基準

 4. 研修項⽬と研修⽔準

 5. 患者の同意

⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン

「ガイドライン１」

10

3. 研修実施に当たっての基準 

3. 研修実施に当たっての基準

⻭科医師が所属する施設
研修施設・指導者

国⺠に対し安全で質の⾼い⻭科医療を
提供するため

ガイドライン遵守

医科⿇酔科研修

研修を受ける⻭科医師

11

3. 研修実施に当たっての基準 

⻭科医師が所属する施設

国⺠に対し安全で質の⾼い⻭科医療を
提供するため

ガイドライン遵守

医科⿇酔科研修

研修を受ける⻭科医師

研修施設・指導者

12
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3. 研修実施に当たっての基準 

研修施設

① 公益社団法⼈⽇本⿇酔科学会⿇酔科認定病院
②  ⻭科⼤学・⻭学部附属病院
     (公益社団法⼈⽇本⿇酔科学会が認定した⿇酔科指導医または⿇酔科専⾨医

が常勤している)

上記のいずれの施設であっても、
  当該病院⻑が受け⼊れを承認し、
  ⿇酔科の代表専⾨医が受け⼊れ承認及び研修管理を実施し、
  研修指導者が研修の直接的な指導を⾏うこと。

研修指導者

次の条件のすべてを満たす医師
①公益社団法⼈⽇本⿇酔科学会が認定した⿇酔科指導医、⿇酔科専⾨医
または⼀般社団法⼈⽇本専⾨医機構が認定した⿇酔科専⾨医

② ⻭科医師の医科⿇酔科研修のための「指導者向けe-learning」を受講
 している

研修施設・研修指導者について 「⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン」より

13

3. 研修実施に当たっての基準 

研修施設・指導者

国⺠に対し安全で質の⾼い⻭科医療を
提供するため

ガイドライン遵守

医科⿇酔科研修

⻭科医師が所属する施設

研修を受ける⻭科医師

14

3. 研修実施に当たっての基準 

研修を受ける⻭科医師は、次の条件のすべてを満たす者であること。
（１）⻭科医師臨床研修を修了した⻭科医師
（２年間の研修プログラムに参加している者については、最初の１年間の研修を
修了した者）。ただし、⻭科医師臨床研修制度の必修化以前に⻭科医師免許を
受けている者は⻭科医師臨床研修修了者の登録を受けた者とみなされること。

（２）研修を希望する⻭科医師が所属する診療科等の⻑が別紙１によって当該⻭科医師
の⻭科⿇酔学に関する研修歴、臨床経験及び知識・技能の評価を記録し、研修
開始前に研修施設の⿇酔科の代表専⾨医に申請して承認が得られた者。

（３）研修を希望する⻭科医師が所属する施設の⻑及び研修施設の⻑
によって当該⻭科医師の医科⿇酔科研修の実施が承認された者。

（４）⻭科医師の医科⿇酔科研修のための「研修⻭科医師向けe-learning」
を受講していること。

研修を受ける
⻭科医師

⻭科医師が
所属する施設

研修を受ける⻭科医師について 「⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン」より
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1. ガイドライン総論

 2. ガイドラインの趣旨

 3. 研修実施に当たっての基準

 4. 研修項⽬と研修⽔準

 5. 患者の同意
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4. 研修項⽬と研修⽔準 

研修項⽬
以下の分野について研修項⽬が定められており、各項⽬ごとに研修⽔準が規定されている。

・術前・術中・術後管理 ・ペインクリニック ・その他
・局所⿇酔 ・集中治療

研修⽔準
研修は4つのカテゴリーに分類
A︓研修指導者の指導・監督のもとに実施可能なもの
B︓研修指導者の指導・監督および介助*のもとに実施が許容されるもの
C︓研修指導者の⾏為を補助**するもの
D︓⾒学に留めるもの

研修の実際
定められた研修項⽬別の研修⽔準に従う必要がある。
必要に応じて、より厳格な指導監督を⾏うなど、患者の安全に万全を期すること。

「⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン」より

介助*  ︓⻭科医師の⾏為が実質的に機械的な作業とみなせる程度まで、研修指導者が管理・⽀配することをいう。
補助**︓機械的な作業を⾏うことをいう。
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1.術前管理  
(1) ⼀般的な術前診察と全⾝状態評価

2. 術中管理  
(1) ⿇酔器の取扱い
(2) ⿇酔前準備
(3) 末梢静脈確保
(4) 気道確保（⽤⼿またはエアウェイを⽤いたもの）
(5) ⽤⼿⼈⼯換気
(6) 気管吸引
(7) 基本的なモニタリング機器の装着と操作
(8) モニタリング項⽬の値の解釈と⿇酔中の全⾝状態の把握

3. 術後管理
(1) ⿇酔後の全⾝状態の把握
(2) 術後酸素療法

4. 研修項⽬と研修⽔準 

研修⽔準A︓研修指導者の指導・監督のもとに実施可能なもの

「⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン」より
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1.術前管理
(1) ⿇酔管理⽅針の決定

2. 術中管理
(1) ⿇酔導⼊・気管挿管（ラリンゲルマスク挿⼊を含む）
(2) ⿇酔覚醒・抜管（ラリンゲルマスク抜去を含む）
(3) ⿇酔中の合併症への対応
(4) ⿇酔中の薬物投与
(5) 輸液・輸⾎の実施
(6) ⼿術患者への⼈⼯呼吸器の設定
(7) 動脈穿刺・動脈カテーテル留置

3. 術後管理
(1) 術後疼痛管理
(2) ⿇酔後の合併症への対応（侵襲的処置を伴わないもの）

4. 研修項⽬と研修⽔準 

研修⽔準B︓研修指導者の指導・監督および介助のもとに実施が許容されるもの
介助︓⻭科医師の⾏為が実質的に機械的な作業とみなせる程度まで、

研修指導者が管理・⽀配することをいう

「⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン」より
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1.術中管理
(1) 中⼼静脈・肺動脈カテーテルの挿⼊
(2) 経⾷道⼼エコー装置のプローブ挿⼊

2. 術後管理
(1) ⿇酔後の合併症への対応（侵襲的処置を伴うもの）

3. 局所⿇酔
(1) 硬膜外⿇酔・脊髄くも膜下⿇酔

4. ペインクリニック
(1) 局所⿇酔薬・神経破壊薬を⽤いた神経ブロック

5. 集中治療
(1) ＩＣＵ収容患者の管理（⻑期⼈⼯呼吸管理を含む）

4. 研修項⽬と研修⽔準 

研修⽔準C︓研修指導者の⾏為を補助するもの
補助︓機械的な作業を⾏うことをいう

「⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン」より
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1.術前管理
(1) インフォームドコンセント
(2) 術前指⽰書の記載

2. その他
(1) 上記以外で研修指導者が実施するのでなければ危険性を伴う

         専⾨性の⾼い技術

4. 研修項⽬と研修⽔準 

研修⽔準D︓⾒学に留めるもの

「⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン」より
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CONTENTS

1. ガイドライン総論

 2. ガイドラインの趣旨

 3. 研修実施に当たっての基準

 4. 研修項⽬と研修⽔準

 5. 患者の同意

⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン

「ガイドライン１」

22

研修指導者の資格を有する医師が、

別紙３を参考として、

⻭科医師が研修の⽬的で⿇酔⾏為に参加

することを説明し、同意を得ること。

5. 患者の同意 

⽂書による個別同意

「⻭科医師の医科⿇酔科研修のガイドライン」より
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⻭科医師の医科⿇酔科研修のためのE-learning

「ガイドライン１」は終了です。

これより、いくつか質問をいたしますので

ご回答下さい。
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○宮脇座長 皆様、お忙しいところご参集いただきましてありがとうございます。今日で

多分最後になるのではないかと思いますのでできるだけ決定して、ある程度方向性を決め

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。議事次第につきましては、先日お送

りしたとおりですが、まず研究協力者としてこのたびｅラーニングにご協力いただいた先

生方を加えさせていただきました。仙頭先生にご推薦いただいて、医科の麻酔科の小笠原

先生、辛島先生、田村先生、内藤先生、宮津先生に入っていただいて、それから歯科は水

田先生のご推薦で石田先生、城戸先生、それから花本先生、樋口先生に入っていただきま

した。こういう体制で今回、ｅラーニングのコンテンツを作成していただきました。これ

は報告事項でございます。 

 さて、藤原先生からご意見を頂いて、直前に皆さんにメールしたのですが、ガイドライ

ンについて、説明文と同意書について藤原先生からご意見をいただきましたので、できれ

ば藤原先生がご参加されてから議論したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 今回のわれわれが作成した説明文と同意書についてのアンケート調査を行いましたが、

２月１０日に結果がまとまりましたので、そのご報告をさせていただきます。対象の施設

は１２６施設で、回答率は７０％くらいでした。前に厚生労働省の研究班で行った調査結

果では、文書による説明と同意を取得している施設が５０%ぐらいでしたので、今回の調

査では、作成した説明文と同意書を用いて、文書で同意（個別同意）を取得できると回答

していただける施設の割合が、それを上回るかどうかを確認することが目標でした。まず、

この調査に同意いただけなかった施設が１施設ありました。ガイドラインの改訂について

は、「よく理解できた」「おおむね理解ができた」が９割以上で、「ガイドラインの改訂

を遵守することは可能です」というのも、９割くらいでした。「忙しいからなかなかでき

ない」といったご意見もありましたが、基本的には説明と同意は妥協できないと思います

ので、このご意見で方向性が変わるということはないと思っています。あと、文書につい

ては「理解できた」という回答が１００％ということです。それから、説明文書について

も非常にいいという回答が９５％近くありましたが、中には「分かりにくい」という回答

もありましたが、多少分かりにくいところもあったかと思います。「説明文書は役立つか」

という設問に対して９割ぐらいが「役立つ」と回答していました。それから、実際に患者

さんに提供することが可能かという設問に対しては、９割ぐらいは自分の施設でも実施で

きるという回答でした。この説明文書をそのまま使用しないといけない、という誤解や、

すぐにはできない、という回答もありましたが、１年程度余裕があれば、これについて解
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決できるのではないかと思いますので、実質的には９割以上の施設が説明文書の内容に準

じた説明書を提供することが可能ではないかと思います。同意文書については、すべての

施設から「理解できた」「分かりやすかった」と回答があり、とてもよかったと思います。

この同意書で問題がない、というような結果でした。このアンケート調査結果について、

何かコメントとか質問とかありますでしょうか。この調査の回答で１施設、調査に「同意

しない」という施設があったのですが、恐らく結果が漏れるというか、どこの施設がどん

なことを回答したかが分かるのではないかと危惧されたのかもしれません。このアンケー

ト調査結果は研究協力者の石田先生と私の２人で集計しましたが、それ以外の方にもブラ

インドにしておりますので、最初からそのよう説明すればよかったかもしれません。施設

名は全部伏せた形で公開するということにしたいと思います。ただ、コメントについては、

誤解のあるコメントもありますので、わざわざ公開しなくていいかなと思っています。そ

れでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、次に移らせていただきます。ガイドラインの本文の改訂については、藤原先

生がご参加いただいてからにしようかと思います。ｅラーニングのコンテンツについては、

資料４の一部を共有したいと思います。これは水田先生と仙頭先生が中心になってやって

くださったのですけれども、共有します。水田先生、このコンテンツについて説明いただ

いてもいいですか。よろしくお願いします。 

○水田構成員 ｅラーニングのコンテンツの構成要素につきましては、仙頭先生を中心に

決めていただきまして、それ歯科麻酔学会と麻酔科学会で半分ずつ担当するという形で依

頼をかけております。おおむね多くのコンテンツはほぼ完成に向かっている状況だと思い

ます。仙頭先生、その認識でよろしかったでしょうか。 

○仙頭構成員 はい。来週が締切りです。 

○水田構成員 コンテンツの例として、資料４－２を出します。こちらはガイドライン１

とした全体説明のスライドの例でございます。以前もこちらの暫定版を提示しましたが、

それから少し修正していますが、おおむねこのような形で、１５分程度で終わる内容で、

音声を吹き込みながら作成しているという状況です。なるべく分かりやすいように作成し

ております。以上です。 

○宮脇座長 ありがとうございます。指導者の先生方はこのガイドラインの解説のみです

が、ひとつのコンテンツで大体１５分ですので全部で１時間ぐらいかかってしまいますが、

研修を受ける歯科医師はかなり時間をかけて勉強していただくということですね。 
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○水田構成員 そうですね。以前の検討会におきましても、研修者側の知識が足りないと

いう指摘がありましたので、そこをよく勉強していただくという意味で、麻酔を初めてや

る先生もいらっしゃいますので、それを踏まえた平易な内容でということで、少し分量は

多いですけれどもこのような形で設定しております。 

○宮脇座長 ありがとうございます。結構充実していて、やはり基本的なところは勉強し

てから研修いただきたいということがあるので、勉強になると思って是非受講していただ

きたいと思います。これは私個人の考えですが、できればこの e ラーニングは医科麻酔科

研修をする歯科医師だけではなく、口腔外科、歯科麻酔科、さらに麻酔科の若い先先生方

にも、これを受講して勉強していただくようなシステムにしたいと思っております。それ

ぐらいの価値があるのではないかなと思います。また、できればコンテンツを増やしてい

き、これをどういう形で活用をするかについて、麻酔科学会の先生方と相談していきたい

と思います。一応は無料で受講していただこうかなと思っています。後で予算のことをお

話しします。このｅラーニングにつきまして、ご何か質問とかございますでしょうか。よ

ろしいでしょうか。あと、認定証ですが、発行者をどのようにするか、誰が認定するかと

いうところは迷っているというか思案しているところです。とりあえずはこの研究班です

が、将来的には、できれば麻酔科学会と歯科麻酔学会が認定するという形がいいかなと思

っています。いずれ正式に学会間できちんと相談はさせていただこうと思います。それで

は、次の議題に移りたいと思います。オンラインのｅラーニングシステムですが、これは

松浦先生ですね。 

○松浦構成員 まだデザイン案ですので、確定ではないのですが、一応トップページのデ

ザインがこんな感じで、ｅラーニングシステムを立ち上げようと思っております。入り口

は①②③と 3 つあり、詳細はまだ業者と話し合いが進んでいませんが、入り口は水田先生

の資料にあった中から採用させていただこうと考えております。入り口についてはまだ迷

っていますが、研修を受ける歯科医師用の入り口と、送り出す側の施設長、あとは受入れ

側の医科の先生方用の入り口を設けようと思っております。基本的に事前登録をしていた

だくことになります。事前登録の方法は、どの方法が一番業者に負担が少ないかを今話し

合っていますので、まだ確定ではないのですけれども、事前登録していただいた段階で本

人のメールアドレスと、業者側からパスワードを交付されますので、その２つを入力して

いただいてログインという形になります。それは、送り出す側の施設長もそうですし、受

入れ側の医科の麻酔科の先生も同じになります。コンテンツはまだ案ですが、一応各入り
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口から入って、該当するコンテンツの一覧が出てきて、そこをクリックすることでそれぞ

れのコンテンツ、動画にアクセスすることができるようになります。今、動画を埋め込ん

でおりませんので流れませんが、こういった形で動画が視聴できるようになっております。

基本的に早送りはできないようにしていて、巻き戻しはできるようにしますけれども、動

画を早送りできないように、１５分程度の動画ですのでそのまま見ていただいて、この後

の確認テストを受けていただく形になります。試験問題ですが、視聴が終わった段階で確

認テストにいけるボタンが出てきますので、そこをクリックすると試験のページに飛びま

す。一応、○×にしようと思っております。今、ａｂｃになっていますけれども、基本的

に問１について○×、２について○×で、５問程度受けていただく。ただ、この５問も必

須問題を２～３問設定して、残りの２～３問はランダムに入れ替わる形にプログラミング

してもらっています。ですので、必須として受けなければいけない問題は決まっています

けれども、それ以外の問題に関しては、ログインの度に少し問題が替わるというシステム

にする予定です。受けた後、正解が出ます。ここに「修了証」と出ていますが、修了証で

はなく、正解の画面にいって、自分がどこで正解、どこで間違っているかが分かるように

なっています。これはちょっと業者が勘違いしているのですけれども、全てのコンテンツ

を合格して、そこで初めて修了証の出力の画面になります。つまり、ここの画面に飛ぶわ

けですけれども、お名前と所属を入力していただいて、送信ボタンを押していただくと、

ここもまだ仮なので文面を作っておりませんけれども、修了証という形で画面に映し出さ

れて、それをＰＤＦという形でダウンロードできるようにします。この発行者については、

先程宮脇先生からお話がありましたが、とりあえず本研究斑の名前になるかと思います。

このＰＤＦを保存していただいて、今日ちょっと資料はないのですけれども、既存の登録

システムに、研修を受ける先生もしくは送り出す側の先生もそれぞれＰＤＦをアップロー

ドできるようにしますので、アップロードしていただいて研修がスタートという形になり

ます。私からは以上になります。 

○宮脇座長 ありがとうございます。今のようなイメージですけれども、ご質問、ご意見

を頂ければと思います。まずは明石先生、どうですか。口腔外科の先生が受ける場合が多

いと思いますけれども。 

○明石構成員 特に、やりやすいかと思います。 

○宮脇座長 大丈夫ですか。松尾先生、どうですか。 

○松尾構成員 大丈夫だと思います。 
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○宮脇座長 指導者のお立場として、枝長先生、どうですか。 

○枝長構成員 私から１つ質問ですが、これは歯科麻酔学会のホームページに医科のほう

も入るということで、歯科麻酔学会からパスワードは頂けると考えてよろしいのでしょう

か。 

○松浦構成員 このホームページは、学会が今持っているホームページからリンクして飛

ぶ形になります。サーバ自体は委託している業者のサーバを利用します。そこに飛んだ段

階で各先生方に仮登録していただいて、パスワードとＩＤが発行されますので、それを入

力して受講していただくという形になると思います。 

○宮脇座長 このページには直接入れるのでしょうか。 

○松浦構成員 一回その画面には入れば、それをブックマークしていただければ、直接そ

のまま入れるようになります。 

○宮脇座長 わざわざ歯科麻酔学会のホームページに入らなくても、そのままオンライン

でパスワードのやり取りをするという形で、独立しているような形になると思います。 

○松浦構成員 そうですね。サーバが違うのでそうなりますし、だからこれをどうやって

アナウンスするかですよね。当学会の学会員にはメールで知らせることはできますけれど

も、受け入れていただく先生方にどうやってこのＵＲＬをお知らせするかということも、

早急に検討したいと思います。 

○枝長構成員 ありがとうございます。 

○宮脇座長 藤村先生、どうですか。 

○藤村構成員 分かりました。その件は後で学会のほうに持ち帰りたいと思います。 

○宮脇座長 ありがとうございます。医科の先生方においては、システムの登録で、入っ

て１回受講していただいたらいいと思うのですが、受講していただいて、このガイドライ

ンの内容をご理解いただくということになると思います。仙頭先生、何か追加とか、ござ

いますか。 

○仙頭構成員 ありがとうございます。医科のほうとしても分かりやすいシステムになる

と思いますし、指導に当たる者がちゃんとガイドラインの内容を把握した上で指導に当た

るということが実現できると考えます。１つ気になるのは、このシステム自体の作成は今

回の研究費から出していただくということですけれども、維持費のところをどうするかと

いうのがまた必要になると思いました。以上です。 

○宮脇座長 ありがとうございます。指導する側も、研修を受ける歯科医師がどのくらい
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の知識は持って研修しているかを知っていただくのに、麻酔に関する知識のコンテンツも

見ていただいてもいいかなと思います。費用については、確かに維持費をどうしようかな

と思って、学会間で相談をしたいと思っています。基本的には当学会が負担してもいいの

ですけれども、関係学会とも相談をさせていただかないといけないと思っていますので、

これはまた別問題になるかと思っています。早水先生、何かご追加がございますか。 

○早水構成員 いえ、私からはございません。皆さんの意見に賛同いたします。 

○宮脇座長 ありがとうございます。池田先生、いいですか。 

○池田構成員 はい、大丈夫です。 

○宮脇座長 藤原先生、ご参加いただきありがとうございます。議題の順番をずらして、

最初にｅラーニングのほうから入らせていただいています。よろしくお願いいたします。 

それでは、次の資料で、受講システムについて説明させていただきます。これはオンライ

ン登録のシステムですが、資料３－５になります。共有させていただきます。これは前に

も少しご説明させていただいたとおりですが、まず希望する歯科医師がｅラーニングを受

講するということが必要です。それから、送り出す側の所属の長も、これを受講してシス

テムを理解するというステップがあります。それから、受入れ側の代表専門医の麻酔科の

先生も、これもシステムに入っていただきます。登録したらこれまでどおり、受入れする

かどうか、承認するかどうかという画面になって、あとは今までどおりにインターネット

で修了報告をするという形になるということです。こういうシステムで動かしていくとい

うことになります。多少、運用していくまでに練習というか、試してみないと、システム

の理解が進まないかもしれませんけれども、こんな感じで進めたいと思っています。よろ

しいでしょうか。何かご意見とか、ございますでしょうか。山蔭先生からチャットが入っ

ていて、「将来的には学会認定でいいかと思いますが、組織づくりに多少時間がかかるか

と思います」というご意見をいただいています。そうですね、じっくり学会間でご相談さ

せていただいて、これを運用していくことになると思います。先ほど言いましたように、

できればこのシステムで研修を受ける歯科医師だけなく、新人の歯科麻酔科医や麻酔科の

先生方が勉強できるようなシステムに発展すればいいかなと思っています。本当に充実し

た内容のようですので、今後相談させていただきたいと思います。報告書ですけれども、

５月末までに報告書を出さないといけないのですが、この前に申し上げましたように、会

議録の文字起こしをしていまして、それも報告書として残そうと思っています。皆さんに

その内容をお見せして、修正いただいて、余計なところは抜いていただき、言い回しなど
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も修正していただいたらいいかなと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 あと、最後の議題ですが、関連学会とか団体への照会についてですが、これは厚生労働

省の小嶺先生にお聞きしたいのですけれども、この研究班として報告書を提出した後、実

際に発出される前に、関連学会とか、日本医師会とか日本歯科医師会などに照会いただい

て、ご意見を頂かないといけないと思っています。正式に厚生労働省のほうから関連団体

にご意見等を頂くというステップを入れていただければいいかなと思うのですが、小嶺先

生、いかがでしょうか。 

○小嶺オブザーバー 最終的に発出する際は厚生労働省名で発出しますので、その際に関

係者とは調整させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○宮脇座長 ありがとうございます。そうしていただけると肩の荷がちょっと下りるとい

いますか、責任重大ですので、やはり正式にちゃんとしていただいたほうが有難いと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○小嶺オブザーバー よろしくお願いします。 

○宮脇座長 これで大体、最初の本体の改訂以外のところはこういうところかなと思うの

ですけれども、丸山先生、何か気になった点はございませんか。先生にはなかなかお聞き

する機会がなかったのですが。 

○丸山構成員 特にはないですが、先ほどこれの維持費用の話が出たところがあると思う

のですが、それとともに内容のアップデートは誰が負担するのかなと思いました。何年か

に１回は定期的に見直さないと、せっかくのｅラーニングのシステムの内容が古いという

ことになるかもしれないですし、最新のものではないということになるにはよくないと思

いますので、そのあたりはどのようになっていくのかなというのはちょっと気になりまし

た。以上です。 

○宮脇座長 ありがとうございます。多分、これは山蔭先生からもチャットを入れていた

だいたように、学会間で相談させていただいて、メンバーを出して合同委員会みたいなも

ので動かせれば一番いいかなと思ったりしています。これは相談ですけれども、そうでな

いと、このままで終わってしまうわけにいかないと思いますので、そういうつもりです。 

 あと、これまでのところ寺島先生、何かございますか。夜分にご参加いただきましてす

みません。 

○寺島構成員 特にはございません。皆様方のご苦労のおかげで、よいものになってきて
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いるのかなと思います。この登録システムというのは、具体的にはどういうことなのか教

えていただいてもよろしいですか。 

○宮脇座長 医科麻酔科研修をする歯科医師は、今も登録システムで登録しているのです

が、ネット上で「私がやります」ということで登録して、その登録をしたら指導者のとこ

ろにもメールで飛んで、受入れますよとか、受入れませんというやり取りがあって、実際

に記録として残るのです。今、誰が登録して研修をやっているかというところは残ってい

ます。逆に言えば、ここに登録していないと、今のガイドラインでも違反になるというこ

とになります。よって登録は必ずしていただいているという状況です。ただ、今の登録シ

ステムは非常に分かりにくくて、２年許可しているので、何年やっているかよく分からな

かったりして、管理がとても大変なのです。それを１年ごとに改定して、誰がどこで誰の

指示で出ているかとかいうところがちゃんと把握できるという状況にしたいと思っていま

す。 

○寺島構成員 ありがとうございます。 

○宮脇座長 よろしいでしょうか。豊田さん、何か気になるところはありませんでしたか。 

○豊田構成員 いいえ、特にないです。私も先生方のお話を聞けて、先ずは質を担保して

維持していただくことが患者さんにとっても大事だなと思いますので、そこはこれからい

ろいろな知恵を絞ってやっていただけるのかなと思って、お聞きしておりました。ありが

とうございます。 

○宮脇座長 ありがとうございます。おっしゃるとおりで、歯科医師の質をちゃんと担保

した状態で送り出したいし、受けていただきたいと思っていますので、ご意見があったら

よろしくお願いいたします。藤原先生、今のところはよろしいでしょうか。途中からでし

たけれども。 

○藤原構成員 私のほうは大丈夫です。 

○宮脇座長 ありがとうございます。一応、ｅラーニング等、システム的には完成しつつ

あるという状況です。 

 それでは、今日の本題に入りたいと思います。改訂案についてご説明をしたいと思いま

す。改訂案をさらに修正したのですが、画面共有をさせていただきたいと思います。この

赤字のところは、現行のガイドラインを修正したところです。この中で、以前、藤原先生

からご指摘いただいたように、歯科医師個人を被保険者とする歯科医師賠償責任保険に加

入していることを条件にしています。これは患者さんの保護ということにもなるというこ
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とです。あと、前回、池田先生からご意見があった、２年を超えた場合、６０日をもうち

ょっと延ばしてもいいのではないかというご意見があったのですけれども、これは相談い

ただいて、このままが妥当ではないかという結論に落ち着きました。赤字で修正したとこ

ろも含めて全体にご意見を頂ければと思いますが、いかがでしょうか。丸山先生、どうで

すか。 

○丸山構成員 私のほうは特に、自分の意見というのは全てメールで事前にお送りしてい

ますので、皆様がどういうふうにお考えになるかをお聞きしたいと思います。 

○宮脇座長 分かりました。藤村先生、何か追加とかご意見はございますでしょうか。 

○藤村構成員 この前送らせていただいた意見ですが、それについてはもう修正していた

だいているので、一応問題ないとは考えております。 

○宮脇座長 藤村先生、山蔭先生には、麻酔科学会で打診していただいていますので、こ

の内容でご了解いただいているというところです。豊田さん、いかがでしょうか。 

○豊田構成員 内容的にはさらに分かりやすくなったと思います。 

○宮脇座長 ありがとうございます。今回、一番のメインは、この患者さんへの説明と同

意になりますので、これはもうはっきりとできたかなと思います。準備期間について、こ

れはガイドラインに入れるかどうか分からないのですけれども、附則として、１年間設け

るというところを入れています。丸山先生、これはどのように入れればいいでしょうか。 

○丸山構成員 このように入れることもありますが、基本的にはガイドラインは法律とか

とは違うので、経過措置とか、準備期間とかはあまり入れないことも多いかなと思います。

個人的な意見としては、この後、厚生労働省で確認してもらえるということですので、こ

れを本文に入れるか、あるいは厚生労働省の通知の中に入れていただくのかは、厚生労働

省のほうでご検討いただいたらいいのではないかなと思います。 

○宮脇座長 ありがとうございます。このあたりは、小嶺先生、後で検討いただけますね。 

○小嶺オブザーバー そうですね。検討いたします。１点、確認をさせていただきたいの

ですけれども、研修の受講について、先生方が想定されているイメージを教えていただけ

ればとは思います。 

○宮脇座長 現行のガイドラインも、登録システムが立ち上がっているのですが、やはり

いろいろ試行錯誤といいますか、システムを動かすのに幾らか期間が必要だったみたいな

のです。なので、１年はかからないでしょうけれども、このシステムをきちっと立ち上げ

るのにも、ある程度期間がいると思いますので、１年間は受講してもいいし、しなくても
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いいという形になるのではないかなと思います。そういう解釈でどうでしょうか。立ち上

がったらそれでもいいのですけれども、立ち上がるまでにどのくらいかかるか、１年はか

からないと思うのですが、そんな猶予は許されないでしょうか。今研修している歯科医師

も受講したらいいと思うのですが、すぐにはそういかないケースがあるのではないかなと

思います。 

○小嶺オブザーバー そういう意味では、この科研班としての考え方の整理は一度してい

ただいたほうがいいと思います。 

○宮脇座長 システムが出来上がり次第、やっていただいたらいいのですが、システムが

出来上がらないと、どうなっているんだということになりますので・・・ 

○小嶺オブザーバー そうですね。目指したい理想の姿としてはこう考えているというと

ころは、お願いします。 

○宮脇座長 分かりました。今研修している歯科医師も受講していただき、全て受講した

人が研修しているという状態でいいと思います。システムの問題が気になりますが、皆様

方、研究班としてはよろしいですね。そのための研究班ですので、完成次第受講していた

だくということでまとめたいと思います。ありがとうございます。 

○枝長構成員 宮脇先生、１つよろしいですか。保険のところでちょっと確認したいので

すが、私、藤村先生とともに安全委員会に入っていまして、委員の先生から先日ちょっと

ご質問がありまして、この歯科医師の賠償保険には、医科麻酔科研修でもし事故になった

場合、それも補償してくれる内容が入っているのかどうかということを聞かれまして、私、

答えられませんでしたので、そこをちょっと確認したいのですが。例えば特約とかでそう

いうものをプラスするのか。普通に入っていれば、医科麻酔科研修を受ける人と受けない

人はいると思うのですが、全てカバーされるのか。そのあたりがちょっと気になったもの

ですから、もし大丈夫だと思って事故になって、そこが補償されないとなったら大変なケ

ースになってしまうので、ちょっとそこが気になったのですが。 

○宮脇座長 これについては、前回ご説明したのですけれども、いわゆる法律に違反して

いないことと、故意でないことということが条件で、医科麻酔科研修もカバーされるよう

です。前回、当学会が契約している大手の保険会社の担当者と、もう１社、私が岡山で関

わっている大手の保険会社の担当者にお聞きしたところ、同じ見解でしたので、これは大

手の保険会社では共通だと思います。海外の保険会社の対応は分からないということでし

たが、国内の大手の保険会社であればカバーされるということです。 
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○枝長構成員 分かりました。ありがとうございます。 

○宮脇座長 ただ、訴えられる場合には、病院をまず訴えるでしょうということです。病

院の保険からまず補償されるのではないかということと、研修している歯科医師個人を訴

えたいという患者の遺族の方がおられた場合でも、賠償保険はカバーされますということ

です。ただ、この法令に違反しないということは、このガイドラインに沿っているという

ことが条件になるという解釈になると思いますので、先ほど小嶺先生がおっしゃったよう

に、このガイドラインは重たいのだと思います。このガイドラインに沿っていなくて医科

麻酔科研修をやっていると損害保険でカバーされないということなので、病院長の先生方

はよくそのことを理解して、このガイドラインを理解いただかないと、病院が入っている

損害保険でもカバーされないということですので、病院にとっても大きな損失になり、非

常に大きな問題になると思いますので、このガイドラインは厳守いただくことが一番だと

いうことになると思います。 

○枝長構成員 分かりました。どうもありがとうございます。 

○宮脇座長 よろしいでしょうか。藤原先生、この本文自体はいかがですか。 

○藤原構成員 ガイドライン自体はこのとおりでいいだろうと思って読んでいました。た

だ、あらかじめ事務局からそちらに多分ご連絡がいったかと思いますけれども、やはり患

者の説明と同意はすごく大事なのです。他の事故調査にも関わっているのですけれども、

ちゃんと説明したかどうか、あと記録が残っているかどうか、それからあと大事なのが、

十分な熟慮の期間を与えたかというのが、すごく重視されます。それを考えたときに、こ

の５）の（１）のところ、「医科麻酔科研修の説明書を提供した上で、患者にその内容を

説明し、研修に同意するか否か熟慮する機会を与え、文書での同意を得る」と書いていて、

先生がおっしゃるように、これに沿っていなければいけないということに多分なると思う

のです。その上で、この同意書のひな形を見ると、いわゆる医科麻酔研修に同意するとい

うことと、麻酔に関する説明・同意というのが一緒になっているのが問題です。例えば、

麻酔をかける処置となると、侵襲的な処置は当然同意書を取ると思いますが、それは同意

しますけれども医科麻酔科研修に参加することに同意するかどうかというのは、多分全く

別の同意だと思います。これを同じ同意書の中で一緒にするのは、熟慮の機会を奪ってい

るということになり、気になるところです。これは同意の内容が別だとすれば、やはりき

ちんと別にしたほうがいいのではないかと、これを読んでいて思ったので、ご意見をお送

りしたのですけれども、どうでしょうか。 

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 
改訂のための研究」　第4回会議　議事録

13



○宮脇座長 先生に頂いたご意見は、直前ですけれども皆さんにも配信させていただいて

おります。そのあたりの話をしたいと思います。熟慮の件は豊田さんもしっかりと、「こ

れは大事なのです」と言っていただいたので、この文書の中には入っているということで

す。 

○豊田構成員 私と藤原先生は毎月、このことをしっかり言われていて重要性を認識して

いますので、入れていただいたほうがいいと思っています。 

○宮脇座長 ありがとうございます。では、同意書のところですが、資料３、４が説明と

同意に関するものです。赤字は修正されたところです。例示ということにしていますが、

麻酔の同意と医科麻酔科研修の同意が１つにまとまってしまっているところが問題だとい

うご指摘です。資料として提示しているものはワーキングで検討したものですけれども、

結局、歯科医師の医科麻酔科研修の時の合併症が、医師が麻酔をかける合併症が同じなの

で、それならまとめてということにもなったと思うのですけれども、そのあたりの経緯と

いうのは、枝長先生、池田先生、どうでしたか。 

○枝長構成員 枝長でございます。前の話に戻ってしまうかもしれないのですが、歯科医

師が実際、麻酔をする上での合併症と、医師が麻酔をかける上での合併症が何か大きな違

いがあるかと言いますと、違いはないのです。それで、割合が何か違うかといいますと、

そういうデータもないということで、結局、全身麻酔をする上での合併症等々に関しまし

ては同じですので、そこは何と言うのでしょう、ここは各病院であくまでもこれを絶対使

わなければいけないということでなく、宮脇先生も先ほど言いましたように、これは１つ

の例ですので、病院ごとに同意書が違うと思うので、施設によっては難しい施設もあるか

なと思うのですが。どうしたらいいのでしょう。ちょっと私には難しいところです。 

○宮脇座長 ありがとうございます。たしかこの議論のときに、ちゃんとチェックが入る、

同意する・しないが、ただ文章で流れるのではなく、チェックを入れるというのは１つの

意思表示ということになるということで、進めてきたと思いますけれども、どうしましょ

うか。このあたりはどういたしましょうか。 

○藤原構成員 いいでしょうか。先ほどのお話のように、麻酔をかける、処置をするとい

うのは、１つ同意なわけですよね。それを歯科麻酔研修としてやるというのも、これはま

た別の同意だと思うので、だから同意書が兼ねているみたいな感じになるのは、何かちょ

っと違うかなと思います。内容が同じということなのですけれども、麻酔をかけるのは最

初に前提としてあるわけじゃないですか。それを、麻酔はかけてほしいのだけれども、研
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修には参加したくないというのも事情としてはあると思うので、だから同意の中身が違う

とすれば、同じものをもう１回、資料３－４の１ページ目を共通にして、この２つを分け

るということではなく、これはあくまでも書いてあるとおり麻酔に関する説明同意書で、

それはそれとして、資料３－３の下の４のところに、「本説明書をお読みいただいた上で、

医科麻酔科研修にご協力いただける場合は、別途同意書に署名してください」と書いてあ

るので、それは別に「受けます」という、それだけでいいような気がするのですけれども。

もちろん、これを最初に言うのではなく、麻酔をかけますというのが最初にあるわけです

よね。麻酔をかける処置をしますという同意書を説明した上で、「これ、お願いできます

か」と、協力のお願いを渡して、同意できるかどうかを書いてもらう流れになるわけです

よね。だとすれば、やはり別々のものなのではないかなという気がしてのことなのですけ

れども、どうでしょうか。言っている趣旨はご理解していただけるでしょうか。 

○宮脇座長 ありがとうございます。至極そのとおりですけれども、あとは受ける側の藤

村先生、いかがですか。同意を分けた状態で、各施設でやっていただくという感じでもい

いのでしょうか。 

○藤村構成員 これは皆さんの決めたことに従うのが原則だと思うのですが、実際、手術

のときに同意書がかなりたくさんあるので、それがちょっと大変かなと思うぐらいですね。

ただ、やるべきことは藤原先生が言ったとおり、それはそうだろうなというのは随分理解

しました。ただ、実際取る上では、作り直すのが少し大変かなとは思いましたけれども、

参考の同意書がもし頂けたら、それをそのまま使いたいかなと思います。 

○宮脇座長 参考のものを一応作っておかないといけないかもしれないですけれども、

別々にするのは、豊田さん、患者さんの立場としてはどうですか。 

○豊田構成員 それはやはり、藤原先生の説明を聞けば「確かに」と思いました。私はど

ちらかというと、受け入れていただくためのほうを必死に考えてしまって、何のために研

修に同意する必要があるのだろうという考えで、それを理解するためにこの中の文書に、

もっと説明を入れてくださいという意見を言っていたのだけれども、藤原先生から言われ

たら、麻酔はいいけれども研修はやはり嫌だなという話は確かにあるなと思ったので、今、

どうやったらそれも合わせてできるのかなというのを、お話を伺いながら考えていました。

○藤原構成員 患者さんの立場に立ってというか、そういう立場に立つと、本当はあまり

その研修を受けたくないけれども、まずという感じでそのままチェックされるような、そ

ういうことを期待しているのであればそれでもいいと思うのですけれども、何となく、よ

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 
改訂のための研究」　第4回会議　議事録

15



く考える期間ということになったときに、麻酔はいいけれども、研修はちょっと考えさせ

てくださいとなったときに、もちろん全体を保留するということでもいいのかもしれない

ですけれども、例えば訴訟とかになった時に弁護士さんから、「まとめているのは・・・」

みたいな感じで言われないかなと、何となく気になるのです。これだとどうしてもそちら

に流れるよね、みたいな感じで、「本当は同意したくなかったのだけど」みたいな感じで、

後で言われても困るなと思います。考え過ぎかもしれないのですけれども、患者さんの考

えを想定すると、分けてあげたほうがいいのかなという気がちょっとしました。ちゃんと

考えて、それで答えを出しているというふうに、別々になっていればよりはっきり分かる

よねというのがいいと思います。先ほども言ったように同意の中身が違うので、そのほう

がより確実なのかなという気がしてのことです。すみません、以上です。 

○宮脇座長 ありがとうございます。丸山先生、そのあたり、弁護士の立場でどうですか。 

○丸山構成員 なかなか難しい話かと思いますけれども、別々の同意はそのとおりかなと

は思います。だから、分けたほうがより分かりやすいかなと思います。ただ、一体となっ

ていた場合に、では同意ではないかといったら、結局「どういう説明をしたか」というと

ころが一番重要なのかなと思うのです。今回、割とその説明書をきちんと作り込んでいる

ところがあるので、この説明書をきちんと説明できたら、この一体となった同意書でも問

題ないのかなと思いもします。ただ、実際にその説明文書をきちんと現場で説明できるか

どうかというところは、１つ問題になるかなとは思います。 

○宮脇座長 そうしたら丸山先生としては、一体になっているからといって、何か裁判上

に問題になるとは限らないということですか。 

○丸山構成員 やはり一番危惧されているのは、一体になっていることによって形式的に

チェックを入れてしまうようなこと、あるいはチェックを拒みにくいことだと思うのです

ね。そのときに、今回作った説明書では、その辺を一応検討した上で、不利益はないです

よということまで入れて説明文書を作っていますので、この説明文書を現場の先生がきち

んと説明できたら、同意としては問題ないかなとは思います。 

○宮脇座長 ありがとうございます。今回、やはり十分に説明するということで、説明文

を豊田さんに大分作っていただいて、今回のアンケート調査でもかなり「よく分かりやす

い」ということで好評を頂いたのは、これをきちんと説明するということが前提というこ

とになると思います。丸山先生のお考えでは、そういうのが前提であれば、なおかつ熟慮

をする時間が十分あると、一緒になっていても熟慮していただいているということがあれ
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ば、この同意書であっても許容かなということかと思うのですけれども、丸山先生、そう

いうことでいいですか。 

○丸山構成員 はい、そうは思います。結局、どういう説明をしたかというのが一番重要

かなと思いますので、それに対してチェックを入れる。どういうふうに入れるかは別々に

したほうが分かりやすいかなと思います。今、書式を見ていて、ちょっと小手先の話にな

ってしまうかもしれないですが、例えばこのチェックを入れる欄を下に持ってくるとか、

そういったことは工夫としてはあるのかなとは思いました。 

○宮脇座長 下に持ってくるというのは、具体的にどういう感じですか。下に持ってくる

というのは、下ですか。分けることですか。 

○丸山構成員 一番下とか。 

○宮脇座長 一番下にまた持ってくる感じですか。また同意していただくという、別に同

意いただく感じですか。 

○丸山構成員 そうですね。あとはもう本当に小手先の話になってしまいますけれども、

この医科麻酔科研修に関する同意というものは、これまで話している内容とはちょっと違

うのですよと区別するために、例えば四角で囲んだりするのもいいと思います。 

○宮脇座長 囲んでですか。なるほど、強調するわけですね。 

○丸山構成員 強調したり、そういうやり方をすると、結局さっき言ったように、同じよ

うにチェックを連続して形式的にしてしまったりとか、あるいは断りづらいというところ

かなと思いますので、そういった強調することによって、今違うところの同意をしている

のだよというのが、視覚的に分かるかなとは思います。あと、もし分けるのであれば、さ

っきの説明文書の下のほうに入れるというのは、よくある同意文書の形ではあるとは思い

ます。 

○宮脇座長 説明文書の中に入れ込むわけですか。 

○丸山構成員 説明文書の下に入れるというのは、よくある同意書の形かなと思いますね。 

○宮脇座長 そうですね。３－３ですか。この説明文書の下に入れるわけですか。 

○丸山構成員 入れるというのは、よくある形ですけれども。 

○宮脇座長 でも逆に、これだけ見ても、逆に分かりにくいとは思います。 

○仙頭構成員 宮脇先生、１つよろしいでしょうか。すごく大事な議論だと思います。細

かく決めても、結局ガイドラインを見ると、この内容に準じたものであれば各施設が独自

に作ったものを使ってよいということになっているということは、ここで示すのはあくま
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で 1例であって、各施設が作るということになると理解しているのですけれども、そうす

るとここで議論されていることがちゃんとあまたの病院に伝わらないといけなくなるなと

思っておりますが、そのあたり、どうしていくでしょうか。 

○宮脇座長 ありがとうございます。おっしゃるとおりですよね。ここの議論というのは

報告書には載せますけれども、きちっと伝わるかどうかなので、やはり分けるべきだとい

う意見もあるという、きちっとした意向というか、我々研究班の意思が何らかの形で伝わ

るようにしたほうがいいとは思います。そのあたり、小嶺先生、どうしたらいいですか。 

○小嶺オブザーバー 例えば、例として両方案を示すということも考えられるのではない

かと思います。 

○宮脇座長 ありがとうございます。貴重なというか、助けていただきありがとうござい

ます。両方作りましょうか。先ほど言った、強調するのはやはり大事だと思うので、その

あたりも丸山先生にもう一度工夫していただきましょう。あと、申し訳ないですけれども

また枝長先生、池田先生に考えていただいて、豊田さんにもご意見を頂きながら、分けた

ものも作成しましょう。藤原先生、そういうところでどうでしょうか。 

○藤原構成員 いろいろなお考え、議論があってのことであればということでいいと思い

ます。ただ、本当にしつこいようですけれども、１枚ものだとすれば、そのとき提出しな

ければいけないよねというプレッシャーはかかるのはかかると思うのですよ。そうすると

やはり、どうしても「まあ、仕方ないよね」みたいな感じになるのはあまりいいことでは

ないと思うので、そういう意味で、何度も言うようですけれども全く別の内容を同意して

いるということだと思うので、本来的にはやはり別々のほうが良いと思います。面倒くさ

いとか何とかということではなく、どうしても例示すると、みんなやはりそれでいくだろ

うなというのもあるので、例えばこういうときにはこっち、こういうときにはこっちみた

いな、そういう考えもやはりつけないと。「使いやすいもの」みたいな感じでやってしま

うとよくないのかという気もしますので、もし例えば２通りのものを出すのであれば、こ

れはこういうとき、これはこういうメリット・デメリットがありますぐらいのことを分か

って選んでもらわなければいけないような気はします。そのあたりはちょっと考えていた

だければと思います。ありがとうございます。 

○小嶺オブザーバー 小嶺です。今の藤原先生のおっしゃることはそのとおりで、もし２

つ示すときには、留意点を本文内に記載し示すのかと思います。そのあたりはご検討いた

だければと思います。よろしくお願いします。 
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○宮脇座長 ありがとうございます。この議論、寺島先生はどうですか。 

○寺島構成員 素朴な疑問として、それぞれの病院でもう既に麻酔を受けるという同意書

はお持ちだと思うのですよね。現在使っているものを。だから、基本的にはそれを使って

いただいて、プラスで、それには歯科の研修が入りますという同意書を１枚プラスして作

ってもらえば、今までのものが使えるので病院としてはやりやすいのかなという気もした

のですけれども、そういうことではないのでしょうか。 

○宮脇座長 病院によって、やはりいろいろパターンがあるということだと思います。今

回のアンケートでもいろいろご意見があったとおりで、それは先ほど小嶺先生がおっしゃ

ったように、やはり注釈をつけて、今までの議論で、十分な熟慮の時間がいるということ

と、あとは意見を撤回することはできるということは大事だと思うので、そういうことを

きちっと明記した上で、このあたりは作り直しをさせていただこうかと思います。それで

よろしいでしょうか。２種類作って、注釈もつけるということで進めさせていただきたい

と思います。 

○豊田構成員 宮脇先生、ぜひ私も一緒に考えさせてください。 

○宮脇座長 それはもう一緒にお願いします。 

○豊田構成員 お話しを聞いていて、全ての先生のおっしゃるとおりだと思いましたので。

これまで熟慮の機会と、撤回できるというところに集中し過ぎてしまって、なかなかそう

いうことを入れていないところもあって、そこにプラス、説明をしっかりしている文章だ

と思ったので、それで満足してしまったところもありましたが、そこはやはりいろいろな

書式と説明文章で、もともと持っていらっしゃる病院がほとんどだと思いますし、新たに

ちゃんと作りたいから、一連の流れを全部見せてほしいという施設も当然あると思います

ので、ぜひこの機会に考えられるものは作れたほうがいいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○宮脇座長 ありがとうございます。それでは、ちょっと時間がないですけれども、早速

始めていただくような形で、枝長先生、リードをお願いしていいですか。 

○枝長構成員 はい、承知しました。 

○宮脇座長 よろしくお願いいたします。それでは、説明のところを共有させていただき

ます。患者さんの説明のところを付け足していただいて、建設的な意見を頂いたのですけ

れども、我々は麻酔をするだけではなくて、超高齢社会で重症な患者さん、在宅とかそう

いうところで活躍をする歯科医を育てる意味でも、医科麻酔科研修が大事なのですよとい
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うこと。このあたりは口腔外科の明石先生とか、松尾先生なども特にこのあたりを強調し

ていただくというところだと思いますので、これは文章として入れさせていただいたとこ

ろです。次に、３－５、３－６は流れの説明です。これは文言を変えたぐらいです。丸山

先生からご意見を頂いたところは、この青いハイライトにしています。あと、損害保険も

入っているというのも、きちっとここでチェックしてもらうというのは、送り出す側の診

療科の長の先生に保証してもらうために、チェックボックスにチェックを入れていただく

ところを付け加えさせていただいたのですけれども、丸山先生、どうですか。 

○丸山構成員 僕の意見はこの間メールさせていただいたとおりで、研修目的とか到達目

標というのは結構記載に悩むのではないかなと思ったので、何か例を入れてはどうでしょ

うか。 

○宮脇座長 そうですね。でも、例を入れると、みんなそれをまねて書くと思うので、自

分で考えて書いていただくほうがいいと思います。それにいろいろな研修目的があると思

います。こういう勉強をしたいとか、こういう手技を学びたいとかいうのがあっていいと

思いますので、やはりここは自由記載がいいかなと思うのですけれども、先生方、いかが

ですか。これは出すほうですけれども。水田先生、どうですか。 

○水田構成員 何らかの目標を立ててやるのはいいと思いますし、明確に書かれたほうが

よろしいかと思います。 

○宮脇座長 例はあったほうがいいですか。自由記載でいいですか。 

○水田構成員 かなりたくさん例を作らないと、１つや２つだと、それをまねる可能性は

ありますね。 

○宮脇座長 多分、かなりあると思うのですよね。松浦先生、どうですか。 

○松浦構成員 やはり例を出してしまうとまねをしてしまうので、そこは自由記載でいい

と思います。 

○宮脇座長 ということで、丸山先生、いいですか。 

○丸山構成員 それは僕が特にこうしてほしいというわけではないので。大丈夫かなと思

っただけです。 

○宮脇座長 皆さん、よろしいでしょうか。ご意見はいいですか。以上で改訂案の説明が

終わりましたが、通して何かご意見はございますでしょうか。藤原先生、いかがですか。 

○藤原構成員 大丈夫です。 

○宮脇座長 ありがとうございます。あとは大体よろしいですか。藤村先生、追加はよろ
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しいですか。 

○藤村構成員 大丈夫です。今回、例がもしできましたら、今月の２８日に理事会がある

のです。そこで承認を持てば、もう麻酔学会は問題ないと思いますので、最終のやつを頂

ければ、それを提出したいと思います。多分、みんな納得してくれると思っています。 

○宮脇座長 ありがとうございます。山蔭先生、いかがでしょうか。 

○山蔭構成員 コメントできなくてすみません。藤村先生のコメントどおりで、今月末の

理事会で承認を得て、フィードバックしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○宮脇座長 ありがとうございます。本当に山蔭先生、藤村先生、麻酔科学会で対応いた

だきましてありがとうございます。それでは、よろしいですか。長くなってしまいました

けれども、あとは同意書のところをもう一遍作り直しで出すというところが、早急にやる

ことということで、あとシステムのｅラーニングとかも、まだまだ詰めの段階ですので、

これを仕上げてまた先生方に見ていただく、皆さんに見ていただくというところを進めた

いと思います。小嶺先生、報告書までこの班を続けて構わないのですか。 

○小嶺オブザーバー 研究自体は年度末で終えて、最終の報告書を提出いただくのが５月

の末になると思います。 

○宮脇座長 その報告書まで議論してもかまわないのですか。では、少し余裕ができると

思うので、もう少し５月末ぐらいまで引っ張らせていただくかもしれませんけれども、本

当にできるだけいいものにしたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。小嶺先生、よろしいですか。 

○小嶺オブザーバー あと、これから調整されるとおっしゃっていたｅラーニングの修了

証のクレジットについては、ご検討いただければと思います。よろしくお願いします。 

○宮脇座長 ありがとうございます。クレジットをどうするかですよね。それを相談しな

いといけないですね。これはまた相談させていただきます。山蔭先生、よろしくお願いい

たします。 

○山蔭構成員 藤村先生のコメントにもありましたけれども、理事会を通していますので、

学会認定ということで進めていただければと思います。 

○宮脇座長 それをお聞きして安心です。ありがとうございました。それでは、何か追加

はよろしいですか。そうしたら皆さん方、もうちょっと引っ張らせていただいて。あまり

長くはないと思います。４月半ばぐらい、半ばというか４月中くらいか、連休前ぐらいに

完成ですかね。そのようなところを目処にメールのやり取りをさせていただきたいと思い
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ますので、申し訳ございませんけれどもよろしくお願いいたします。藤原先生、そういう

ことですがよろしいでしょうか。お忙しいところご参加いただきありがとうございます。 

○藤原構成員 とんでもないです。 

○宮脇座長 寺島先生もよろしくお願いいたします。お忙しいところ申し訳ありません。 

 ということで、この第４回の会議を終了させていただきたいと思います。今日は長い間

御参集いただきましてありがとうございました。今後もまだちょっと先がありますけれど

も、よろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。 
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「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」改訂案（2025 年 3 月 11 日案） 

ガイドライン改訂の経緯と要点 

 「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」（医政医発第 0710001 号、医政歯発第

0710001 号、平成 14 年 7 月 10 日）が通知されて以来、平成 20 年 6 月 9 日に改訂ガイドラ

イン（医政医発第 0609002 号、医政歯発第 0609001 号）が通知され 16 年以上が経過した。

この間、令和元年と令和 2年度に厚生労働省委託事業として、「歯科医師の医科麻酔科研修

実施状況調査分析」が実施され、令和 4 年度に厚生労働省において「歯科医師の医科麻酔

研修等に関する検討会」が開催された。この中で「患者への説明と同意」「研修のあり方」

等について課題が指摘されたため、それを解消すべく、「歯科医師の医科麻酔科研修のガイ

ドライン」を改訂することとした。今回の改訂では、(1)患者への説明と同意取得の方法・

内容の見直し、(2)研修目的の明確化並びに研修期間及び継続研修の設定、(3)医科麻酔科

研修のための e-learning 受講システムの構築、(4)医科麻酔科研修の登録システムの見直

し、等を行った。 

第１ 趣旨 

 国民に対する安全で質の高い歯科医療の推進に資するため、歯科医師の医科麻酔科にお

ける研修は重要であるが、研修といえども、診療行為を伴う場合には、法令を遵守しなが

ら適正に行う必要があり、特に歯科及び歯科口腔外科疾患以外の症例に関する行為に関与

する場合については、慎重な取扱いを期するべきである。本ガイドラインは、こうした観

点から歯科医師の医科麻酔科における研修の在り方に関する基準を定めるものである。歯

科医師の医科麻酔科研修の目的は次のいずれかとする。 

１）歯科患者の全身管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師を育成するため。

２）歯科患者の麻酔管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師を育成するため。

第２ 研修実施に当たっての基準 

１）研修施設

  研修施設は次のいずれかとする。 

（１）公益社団法人日本麻酔科学会麻酔科認定病院

（２）公益社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医若しくは麻酔科専門医又は

一般社団法人日本専門医機構が認定した麻酔科専門医が常勤する歯科大学・歯学部

附属病院

  上記のいずれの施設であっても、当該病院長が受け入れを承認し、麻酔科の代表専門

医が受け入れ承認及び研修管理を実施し、研修指導者が研修の直接的な指導を行うこ

と。 

２）研修指導者

  研修指導者は、次の条件のすべてを満たす医師であること。 

（１）公益社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医若しくは麻酔科専門医又は一

般社団法人日本専門医機構が認定した麻酔科専門医
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（２）歯科医師の医科麻酔科研修のための「指導者向けe-learning」を受講していること。 

３）研修を受ける歯科医師

  研修を受ける歯科医師は、次の条件のすべてを満たす者であること。 

（１）歯科医師臨床研修を修了した歯科医師（２年間の研修プログラムに参加している

者については、最初の１年間の研修を修了した者）。ただし、歯科医師臨床研修制

度の必修化以前に歯科医師免許を受けている者は歯科医師臨床研修修了者の登録

を受けた者とみなされること。

（２）研修を希望する歯科医師が所属する診療科等の長が別紙１によって当該歯科医師

の歯科麻酔学に関する研修歴、臨床経験及び知識・技能の評価を記録し、研修開始

前に研修施設の麻酔科の代表専門医に申請して、麻酔科の代表専門医の承認が得ら

れた者。

（３）研修を希望する歯科医師が所属する施設の長及び研修施設の長によって当該歯科

医師の医科麻酔科研修の実施が承認された者。

（４）歯科医師の医科麻酔科研修のための「研修歯科医師向け e-learning」を受講して

いること。

（５）研修を受ける歯科医師個人を被保険者とする歯科医師賠償責任保険に加入してい

ること。

４）研修方法

（１）研修を受ける歯科医師は、当該歯科医師の研修開始時には所定の方式によって必要な

事項の登録を行い、研修修了時には報告を行うこと（別添資料「歯科医師の医科麻酔

科研修実施の流れ」を参照のこと）。 
（２）研修施設の麻酔科の代表専門医は、当該歯科医師の研修開始時の登録内容と、研修修

了時の報告を確認すること。 
（３）当該研修症例における麻酔の責任担当者は研修指導者であり、原則として麻酔記

録上の筆頭者となること。

（４）別紙２に定める研修項目とその水準に従い、研修指導者が必要な指導・監督を行

うことにより、適正を期すること。

（５）研修実施に当たっては、必要に応じて、別紙２に定める水準よりも厳格な指導・

監督を行うなど、患者の安全に万全を期すること。

（６）研修期間は１年以内とする。通算２年を超えない範囲で延長又は再度研修すること

ができる。その場合には再度登録をする。

（７）研修期間が通算２年を越えた場合でも、知識及び技術の取得・更新のため、研修目

的を明確化し、研修の到達目標を設定した上で、年間60日以内の研修を行うことは

差し支えない。その場合であっても毎年登録を更新すること。

５）患者への説明と同意

  研修施設では、以下の手順に従って、歯科医師が研修の目的で麻酔行為に参加するこ

とを説明し、文書での同意を得ること。 

（１）医科麻酔科研修の説明書を提供した上で、患者にその内容を説明し、研修に同意す
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るか否か熟慮する機会を与え、文書での同意を得る。説明書及び同意書は、別紙３及

び４の内容に準じたものであれば、各研修施設が独自で作成したものでも差し支えな

い。 

（２）原則、患者本人の意思を確認するが、未成年者や意思疎通が困難な者など同意能力

が不十分な場合には、親権者や保護者を含めた代諾者に説明をした後に文書で代諾者

の同意を得る。

（３）医科麻酔科研修の同意は、患者の自発的な意思に基づくものであり、拒否の自由を

妨げないように留意する。また、一度同意した場合であっても自由に撤回できること

も文書で説明をする。

附則 準備期間の設定 

  本ガイドラインを改訂するにあたり、改訂ガイドラインを遵守するための準備期間と

して通知から１年間を設ける。 
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（別紙３） 

医科麻酔科研修についての説明文書（例示）（2025 年 3 月 11 日案） 

歯科医師の医科麻酔科研修へのご協力のお願い 

1.歯科医師の医科麻酔科研修の目的とご協力のお願い 

 当院では、患者さまが同意された場合に限り、全身麻酔手術の際に歯科医師の医科麻酔科研修を実施して

います。この研修は、歯科医師の全身管理（手術・麻酔中に体全体の状態を安定させる）技術向上を目的と

し、歯科医師は麻酔科医師の指導のもと、全身麻酔管理を経験し、歯科医療や手術中に必要な全身管理能力

を習得します。またこの研修は、歯科医師が質の高い医療を提供し、患者さまが安心して歯科医療を受けて

いただけるようにするための大切な取り組みの一環です。何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

2.なぜ歯科医師による医科麻酔科研修が必要なのか？ 

歯科医師の仕事は、1) むし歯や歯周病の一般的な歯科医療、2) 歯科・口腔外科手術、3) 地域の障がい

者等への歯科医療、4)手術前後における口腔の管理（手術を受ける患者さまの術前から術後までの口腔内の

ケア）、5) 安全な歯科医療のための活動及び教育、6) 口腔顔面領域のペインクリニックなど、多岐にわた

ります。口腔外科手術等で歯科医師が行う全身麻酔技術を維持・向上させるためにも医科麻酔科研修は大切

です。また、我が国には、歯科医療に対して不安や恐怖心を持っておられる方が多いと言われており、こう

した患者さまの治療には鎮静薬を使用することが多くあります。鎮静薬の多くは全身麻酔で使用される薬

剤であり、安全に使用するために全身管理および麻酔の経験が重要です。さらに、超高齢社会において重症

な全身合併症を有する患者さまに対して、より安全な歯科医療をするのにも役立つ研修です。 

そこで、1) 歯科患者の全身管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師の育成、2) 歯科患者の麻酔

管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師の育成を目的として、ガイドライン*１に則して歯科医師が麻

酔科医師の指導のもとで実施する医科麻酔科研修が行われています。 

3. 歯科医師の医科麻酔科研修は、どのように行うのか？ 

歯科医師が行う医療行為は、必ず一定の条件を満たした研修指導者*２の指導・監督のもと実施されます。

研修における麻酔の責任者は研修指導者であり、歯科医師はガイドラインに従い、侵襲度や難易度を考慮し

た範囲内で研修を行います（研修項目等はガイドライン*１でご確認いただけます）。歯科・口腔外科手術に

おける全身麻酔管理を十分に習得した歯科医師が、麻酔科医師の指導のもと研修を行います。 

4.歯科医師の医科麻酔科研修の同意書について 

本説明書をお読みいただいた上で、医科麻酔科研修にご協力いただける場合は、別途、同意書にご署名い

ただきますようお願い申し上げます。患者さまご本人またはご家族などの代諾者が自由にご判断いただけ

ます。お断りいただいた場合でも、患者さまに不利益が生じることはありません。また、一度同意された後

でも、いつでも同意を撤回することが可能です。 

ご不明な点や疑問がありましたら、どうぞご遠慮なく麻酔科医師や歯科医師にお尋ね下さい。 

 
*１「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」（厚生労働省通知 医政医発第 0609002号、 

医政歯発第 0609001号） 
*２ 公益社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医、麻酔科専門医、または一般社団法人 

日本専門医機構が認定した麻酔科専門医 
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（別紙４） 

麻酔説明同意書（例示）（2025年 3⽉ 11⽇案） 

 

麻酔に関する説明・同意書 

 

１．麻酔の必要性および危険性 

 今回、あなたが受ける手術、検査、処置は麻酔なしでは施行が困難であるため、麻酔が必要です。

近年、麻酔の安全性は向上しましたが完全ではありません。麻酔科医師は、麻酔や手術に伴い患者さ

まが危険な状態に陥らないよう全身の管理を絶え間なく行い、異常が生じた場合は迅速な対処を行

うように努めます。 

 

2．麻酔方法について 

     ☐全身麻酔   ☐脊髄くも膜下麻酔    ☐硬膜外麻酔   ☐末梢神経ブロック 

循環管理に必要なカテーテルを挿入する場合があります。 

    ☐動脈カテーテル  ☐中心静脈カテーテル  

上記麻酔方法は、状況に応じて変更することがあります。 

 

3．麻酔状態からの回復 

 局所麻酔法では、術後数時間は麻酔効果（感覚異常、筋力低下など）が残りますが、次第に回復し

ます。回復しない場合は、必要に応じて専門医と連携し、適切な治療を行います。全身麻酔からの覚

醒に要する時間や覚醒状態は、多くの要因に影響をうけるため一概に予想できません。時に数時間

以上を要します。また、術後厳重な管理が必要であると判断される場合は、集中治療室あるいは設備

の整った医療機関へ転院して、適切な治療を受けていただきます。 

 

4. 麻酔に伴い発生し得る合併症 (括弧内におよその発生頻度を示します) 

①点滴に伴うもの  

1.神経損傷(0.003%) 穿刺部から先のしびれや痛みが出現、難治性となることがあります。 

2.皮膚の潰瘍/腫脹(0.24%) 点滴漏に伴い出現、難治性となり手術が必要になることがあります。 

②中心静脈カテーテル挿入に伴うもの 

1.動脈穿刺などによる血腫(0.5-10%)/空気塞栓(0.1-2%) 

2.気胸/血胸(0.1-3.1%) 胸腔内にたまった空気・血液を抜く処置が必要になることがあります。 

3.カテーテル関連血流感染(1000 カテーテル留置日数あたり 1.7) 

③局所麻酔法によるもの 

1.局所麻酔中毒による痙攣や不整脈 

2.硬膜穿刺(2.5%) 

3.脊髄くも膜下麻酔/硬膜外麻酔後の頭痛(0.7-25%) 

4.硬膜外血腫(0.01-1%)、硬膜外膿瘍(0.1%) 

5.その他の原因による神経麻痺(0.03-0.1%) 

④全身麻酔によるもの 
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1.低血圧、不整脈 

2.気道確保困難(5%)、低酸素状態 

3.誤嚥性肺炎(0.03-4%) 

4.術中覚醒(1%) 

5.体温低下(5%)、悪性高熱(1/7-10万人) 

⑤気管挿管に伴うもの 

1.歯の損傷(0.1%)など口の周囲の損傷 

2.嗄声(14.4-50%) 声のかすれ 反回神経麻痺や披裂軟骨脱臼などが生じた場合は難治性となり

手術が必要になることがあります。 

⑥手術中の体位や無動が原因となり得るもの 

1.神経障害(0.5%) しびれ、痛み、麻痺が出現、難治性になることがあります。 

2.褥瘡/コンパートメント症候群  持続的圧迫を受けていた領域に出現、難治性となり手術が

必要になることがあります。 

3.腹臥位、頭低位手術後の視力・視野障害 

⑦麻酔覚醒時、覚醒後にみられるもの 

1.覚醒遅延 

2.悪心、嘔吐(20-30%) 

3.高齢者のせん妄(50%) 

4.呼吸状態悪化  気管挿管を再度施行する場合があります。 

5.治療を要する血圧上昇や心拍数増加 

6.寒冷反応（寒気、ふるえなど）(40-60%) 

⑧お知らせいただきたい合併症（病態）について 

下記が当てはまる患者さまは、手術が決定してから手術後の回復までの一連の期間に悪化する可

能性がありますので、麻酔科医師による説明の際には必ずお伝えください。また、普段飲まれて

いるお薬の一部は、麻酔方法や投与量を決める上で重要になります。内服されているものを必ず

麻酔科医師に伝えてください。 

 

 ＜麻酔管理上問題となる主な病態＞  

発熱、喘息、高血圧、狭心症、心筋梗塞、不整脈、弁膜症、糖尿病、肝機能障害、腎機能障害、

脳梗塞、肺疾患、神経疾患（麻痺や神経炎など）、アレルギー 他 

 

その他補足事項 

 

5．緊急時の事 

 手術、麻酔中に緊急処置を要する状況が発生した場合には、生命や身体的機能を守るために説明

と異なる処置を実行することもあります。 

 

6. 歯科医師の医科麻酔科研修について 
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 当院では、歯科医師の医科麻酔科研修を行っています。別紙説明書をお読みいただいたうえで、ご

協力をお願い申し上げます。 

 同意書を提出された後でも同意を撤回することができます。 

 

麻酔に関する同意 

麻酔の内容について十分な説明を受け、理解しました。これに同意し、麻酔を受けることを承諾しま

す。 

□ 同意します 

□ 同意しません 

 

歯科医師の医科麻酔科研修に関する同意 

別紙の説明書を読み、歯科医師が医科麻酔科研修の一環として麻酔に携わることに同意します。 

□ 同意します 

□ 同意しません 

 

以上、説明を行いました。 

年    月    日     

 

説明医   診療科 

 

      氏名（署名）                                  

 

     同席者（署名）                                 

 

□私は、麻酔を受けるにあたり、上記医師から手術のために麻酔が必要であること、その麻酔の方

法、合併症の可能性、麻酔時に緊急処置を要する状況が発生した場合には上記内容と異なる処置

を行う事があることについて説明を受け、その内容を理解しました。 

 

      年    月    日  

 

本人氏名（署名）                                     

 

患者さまが未成年、判断能力がない場合は、代理の方が自筆署名してください。 

      

代託者氏名 

続柄（署名）（                                  

                               ＃＃＃＃病院長殿 
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e-learning
受講

歯科医師が所属する診療科等の長

研修施設の麻酔科の代表専門医

（2025年3⽉11⽇案）
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歯科医師の医科麻酔科研修実施の流れの説明 

（2025 年 3 月 11 日案） 

 

１．書面による事前手続き 

 １）医科麻酔科研修を希望する歯科医師（以後、歯科医師）が、所属する診療科等の長に研

修希望を申請 

 ２）歯科医師の所属する診療科等の長が、歯科医師の研修歴、臨床経験及び知識・技能を

評価（別紙１） 

 ３）歯科医師の所属する診療科等の長が、歯科医師の所属する施設長に研修実施を申請（参

考１） 

 ４）歯科医師の所属する施設長が、診療科等の長に研修実施を承認（参考１） 

 ５）歯科医師の所属する診療科等の長が、研修施設の麻酔科の代表専門医に研修実施を申

請（参考２） 

 ６）研修施設の麻酔科の代表専門医が、歯科医師の評価結果を認定 

   研修施設の麻酔科の代表専門医が、研修施設の長に歯科医師の受け入れを申請（参考

３） 

 ７）研修施設の長が、麻酔科の代表専門医に歯科医師の受け入れを承認（参考３） 

 ８）研修施設の麻酔科の代表専門医が、歯科医師の所属する診療科等の長に研修実施を承

認（参考２） 

 ９）歯科医師の所属する診療科等の長が、歯科医師に研修実施を承認 

 

２．e-learning の受講 

 １０）歯科医師は「研修歯科医師向け e-learning」を受講し、受講証明書を授受 

 １１）歯科医師の所属する診療科等の長は「指導者向け e-learning」を受講し、受講証明

書を保管 

 １２）研修指導者は「指導者向け e-learning」を受講し、受講証明書を保管 

 

３．インターネットによる手続き 

 １３）歯科医師が、インターネット上で歯科医師及び研修施設の情報を登録 

 １４）歯科医師はインターネット上で、研修歯科医師向け e-learning の受講証明書をアッ

プロードする。 

 １４）インターネットサーバーから研修施設の麻酔科の代表専門医宛にメールを自動送信

し、歯科医師の受け入れの確認を要求 

 １５）研修施設の麻酔科の代表専門医は、歯科医師の受け入れを確認 

 

    歯科医師の医科麻酔科研修 

 

 １６）歯科医師が、インターネット上で研修終了を報告 

 １７）研修施設の麻酔科の代表専門医が、歯科医師の研修終了を確認 
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（参考１） 

 

○○年○○月○○日 

 

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認申請書 

 

○○病院○○長 

○○○○殿 

○○病院○○科等の長 

○○○○ 

 

 この度、下記の要領で歯科医師の医科麻酔科研修を実施したく、申請いたします。 

 

歯科医師名：○○○○ 

研修施設 ：○○病院麻酔科 

研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日（1年を越えないこと） 

通算研修期間（他機関の研修及び本申請の研修期間を含む）が通算 2年を超えるか否か 

 □通算 2年を超えない（次項は不要です） 

 □通算 2年を超える（研修日数を記載してください） 

研修日数：〇〇日（他機関を含めすでに通算 2年を超えている場合は年間 60 日以内） 

研修目的及び到達目標： 

 

 

 

□ 当歯科医師は、本人を被保険者とした歯科医師賠償責任保険に加入しています。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

○○年○○月○○日 

○○病院○○科等の長 

○○○○殿 

○○病院○○長 

○○○○ 

 

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認書 

 

 

 ○○年○○月○○日付申請の歯科医師の医科麻酔科研修の実施につき、承認いたします。 

 

歯科医師名：○○○○ 

研修施設 ：○○病院麻酔科 

研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日 
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（参考２） 

 

○○年○○月○○日 

 

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認申請書 

 

○○病院麻酔科 

代表専門医○○○○殿 

○○病院○○科等の長 

○○○○ 

 

 この度、下記の要領で歯科医師の医科麻酔科研修を実施させていただきたく、研修歴、臨

床経験及び知識・技能に関する評価結果を添えて申請いたします。 

 

歯科医師名：○○○○ 

研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日（1年を越えないこと） 

通算研修期間（他機関の研修及び本申請の研修期間を含む）が通算 2年を超えるか否か 

 □通算 2年を超えない（次項は不要です） 

 □通算 2年を超える（研修日数を記載してください） 

研修日数：〇〇日（他機関を含めすでに通算 2年を超えている場合は年間 60 日以内） 

研修目的及び到達目標： 

 

 

 

□ 当歯科医師は、本人を被保険者とした歯科医師賠償責任保険に加入しています。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

○○年○○月○○日 

○○病院○○科等の長 

○○○○殿 

○○病院麻酔科 

代表専門医○○○○ 

 

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認書 

 

 

 ○○年○○月○○日付申請の歯科医師の医科麻酔科研修の実施につき、承認いたします。 

 

歯科医師名：○○○○ 

研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日 
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（参考３） 

 

○○年○○月○○日 

 

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認申請書 

 

○○病院○○長 

○○○○殿 

○○病院麻酔科 

代表専門医○○○○ 

 

 この度、下記の要領で歯科医師の医科麻酔科研修を実施したく、申請いたします。 

 

歯科医師名：○○○○ 

研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日（1年を越えないこと） 

通算研修期間（他機関の研修及び本申請の研修期間を含む）が通算 2年を超えるか否か 

 □通算 2年を超えない（次項は不要です） 

 □通算 2年を超える（研修日数を記載してください） 

研修日数：〇〇日（他機関を含めすでに通算 2年を超えている場合は年間 60 日以内） 

研修目的及び到達目標： 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

○○年○○月○○日 

○○病院麻酔科 

代表専門医○○○○殿 

○○病院○○長 

○○○○ 

 

歯科医師の医科麻酔科研修の実施承認書 

 

 

 ○○年○○月○○日付申請の歯科医師の医科麻酔科研修の実施につき、承認いたします。 

 

歯科医師名：○○○○ 

研修期間 ：○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日 
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⾼
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⾮
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を

受
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た
は

⿇
酔

科
専

⾨
医

が
常

勤
し

て
い

る
)

上
記

の
い

ず
れ

の
施

設
で

あ
っ

て
も

、
  

当
該

病
院

⻑
が

受
け

⼊
れ

を
承

認
し

、
 

 ⿇
酔

科
の

代
表

専
⾨

医
が

受
け

⼊
れ

承
認

及
び

研
修

管
理

を
実

施
し

、
 

 研
修

指
導

者
が

研
修

の
直

接
的

な
指

導
を

⾏
う

こ
と

。

研
修

指
導

者

次
の

条
件

の
す

べ
て

を
満

た
す

医
師

で
あ

る
こ

と
①
公
益
社
団
法
⼈
⽇
本
⿇
酔
科
学
会
が
認
定
し
た
⿇
酔
科
指
導
医
、
⿇
酔
科
専
⾨
医

ま
た
は

⼀
般

社
団

法
⼈

⽇
本

専
⾨

医
機

構
が

認
定

し
た

⿇
酔

科
専

⾨
医

②
 ⻭

科
医

師
の

医
科

⿇
酔

科
研

修
の

た
め

の
「

指
導

者
向

け
e-

le
ar

ni
ng

」
を

受
講

 し
て

い
る

こ
と

。

研
修

施
設

・
研

修
指

導
者

に
つ

い
て

「
⻭
科
医
師
の
医
科
⿇
酔
科
研
修
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
よ
り

3
. 
研

修
実

施
に

当
た

っ
て

の
基

準
 

研
修

施
設

研
修

施
設

は
次

の
い

ず
れ

か
と

す
る

。

（
１

）
公

益
社

団
法

⼈
⽇

本
⿇

酔
科

学
会

 ⿇
酔

科
認

定
病

院
（

２
）

⻭
科

⼤
学

・
⻭

学
部

附
属

病
院

 (
公

益
社

団
法

⼈
⽇

本
⿇

酔
科

学
会

が
認

定
し

た
⿇

酔
科

指
導

医
ま

た
は

  ⿇
酔

科
専

⾨
医

が
常

勤
し

て
い

る
こ

と
)

上
記

の
い

ず
れ

の
施

設
で

あ
っ

て
も

、
  

当
該

病
院

⻑
が

受
け

⼊
れ

を
承

認
し

、
 

 ⿇
酔

科
の

代
表

専
⾨

医
が

受
け

⼊
れ

承
認

及
び

研
修

管
理

を
実

施
し

、
 

 研
修

指
導

者
が

研
修

の
直

接
的

な
指

導
を

⾏
う

こ
と

。

研
修

施
設

の
要

件
「
⻭
科
医
師
の
医
科
⿇
酔
科
研
修
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
よ
り

3
. 
研

修
実

施
に

当
た

っ
て

の
基

準
 

研
修
を
受
け
る
⻭
科
医
師
は
、
次
の
条
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

（
１
）
⻭
科
医
師
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
⻭
科
医
師

（
２
年
間
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
１
年
間
の
研
修
を

修
了
し
た
者
）
。
た
だ
し
、
⻭
科
医
師
臨
床
研
修
制
度
の
必
修
化
以
前
に
⻭
科
医
師
免
許
を

受
け
て
い
る
者
は
⻭
科
医
師
臨
床
研
修
修
了
者
の
登
録
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
。

（
２
）
研
修
を
希
望
す
る
⻭
科
医
師
が
所
属
す
る
診
療
科
等
の
⻑
が
別
紙
１
に
よ
っ
て
当
該
⻭
科
医
師

の
⻭
科
⿇
酔
学
に
関
す
る
研
修
歴
、
臨
床
経
験
及
び
知
識
・
技
能
の
評
価
を
記
録
し
、
研
修

開
始
前
に
研
修
施
設
の
⿇
酔
科
の
代
表
専
⾨
医
に
申
請
し
て
承
認
が
得
ら
れ
た
者
。

（
３
）
研
修
を
希
望
す
る
⻭
科
医
師
が
所
属
す
る
施
設
の
⻑
及
び
研
修
施
設
の
⻑
に
よ
っ
て

当
該
⻭
科
医
師
の
医
科
⿇
酔
科
研
修
の
実
施
が
承
認
さ
れ
た
者
。

（
４
）
⻭
科
医
師
の
医
科
⿇
酔
科
研
修
の
た
め
の
「
研
修
⻭
科
医
師
向
け
e-
le
ar
ni
ng
」

を
受
講
し
て
い
る
こ
と
。

研
修
を
受
け
る

⻭
科
医
師

⻭
科
医
師
が

所
属
す
る
施
設

研
修

を
受

け
る

⻭
科

医
師

に
つ

い
て

「
⻭
科
医
師
の
医
科
⿇
酔
科
研
修
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
よ
り

C
O
N
TE
N
TS

1.
 ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
総

論

 2
. ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

趣
旨

 3
. 研

修
実

施
に

当
た

っ
て

の
基

準

 4
. 研

修
項

⽬
と

研
修

⽔
準

 5
. 患

者
の

同
意

⻭
科
医
師
の
医
科
⿇
酔
科
研
修
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
１
」
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4
. 
研

修
項

⽬
と

研
修

⽔
準

 

■
研

修
項

⽬
以

下
の

分
野

に
つ

い
て

研
修

項
⽬

が
定

め
ら

れ
て

お
り

、
各

項
⽬

ご
と

に
研

修
⽔

準
が

規
定

さ
れ

て
い

る
。

・
術

前
・

術
中

・
術

後
管

理
・

ペ
イ

ン
ク

リ
ニ

ッ
ク

・
そ

の
他

・
局

所
⿇

酔
・

集
中

治
療

■
研

修
⽔

準
研

修
は

4つ
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
に

分
類

さ
れ

て
い

る
。

A︓
研

修
指

導
者

の
指

導
・

監
督

の
も

と
に

実
施

可
能

な
も

の
B︓

研
修

指
導

者
の

指
導

・
監

督
お

よ
び

介
助

*の
も

と
に

実
施

が
許
容

さ
れ

る
も

の
C︓

研
修

指
導

者
の

⾏
為

を
補

助
**

す
る

も
の

D
︓
⾒

学
に
留

め
る

も
の

■
研

修
の

実
際

定
め

ら
れ

た
研

修
項

⽬
別

の
研

修
⽔

準
に
従

う
必

要
が

あ
る

。
必

要
に

応
じ

て
、

よ
り

厳
格

な
指

導
監

督
を

⾏
う

な
ど

、
患

者
の

安
全

に
万

全
を
期

す
る

こ
と

。

介
助

*
  
︓

⻭
科

医
師

の
⾏

為
が

実
質

的
に

機
械

的
な

作
業

と
み

な
せ

る
程

度
ま

で
、

研
修

指
導

者
が

管
理

・
⽀

配
す

る
こ

と
を

い
う

。
補

助
*
*
︓

機
械

的
な

作
業

を
⾏

う
こ

と
を

い
う

。

「
⻭
科
医
師
の
医
科
⿇
酔
科
研
修
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
よ
り

1.
術

前
管

理
  

(1
) 

⼀
般

的
な

術
前

診
察

と
全

⾝
状

態
評

価
2.

 術
中

管
理

  
(1

) 
⿇

酔
器

の
取

扱
い

(2
) 

⿇
酔

前
準

備
(3

) 
末

梢
静

脈
確

保
(4

) 
気

道
確

保
（

⽤
⼿

ま
た

は
エ

ア
ウ

ェ
イ

を
⽤

い
た

も
の

）
(5

) 
⽤

⼿
⼈

⼯
換

気
(6

) 
気

管
吸

引
(7

) 
基

本
的

な
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
機

器
の

装
着

と
操

作
(8

) 
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
項

⽬
の

値
の

解
釈

と
⿇

酔
中

の
全

⾝
状

態
の

把
握

3.
 術

後
管

理
(1

) 
⿇

酔
後

の
全

⾝
状

態
の

把
握

(2
) 

術
後

酸
素

療
法

4
. 
研

修
項

⽬
と

研
修

⽔
準

 

研
修
⽔
準
A
︓
研
修
指
導
者
の
指
導
・
監
督
の
も
と
に
実
施
可
能
な
も
の

「
⻭
科
医
師
の
医
科
⿇
酔
科
研
修
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
よ
り

1.
術

前
管

理
(1

) 
⿇

酔
管

理
⽅

針
の

決
定

2.
 術

中
管

理
(1

) 
⿇

酔
導

⼊
・

気
管

挿
管

（
ラ

リ
ン

ゲ
ル

マ
ス

ク
挿

⼊
を

含
む

）
(2

) 
⿇

酔
覚

醒
・

抜
管

（
ラ

リ
ン

ゲ
ル

マ
ス

ク
抜

去
を

含
む

）
(3

) 
⿇

酔
中

の
合

併
症

へ
の

対
応

(4
) 

⿇
酔

中
の

薬
物

投
与

(5
) 

輸
液

・
輸

⾎
の

実
施

(6
) 

⼿
術

患
者

へ
の

⼈
⼯

呼
吸

器
の

設
定

(7
) 

動
脈

穿
刺

・
動

脈
カ

テ
ー

テ
ル

留
置

3.
 術

後
管

理
(1

) 
術

後
疼

痛
管

理
(2

) 
⿇

酔
後

の
合

併
症

へ
の

対
応

（
侵

襲
的

処
置

を
伴

わ
な

い
も

の
）

4
. 
研

修
項

⽬
と

研
修

⽔
準

 

研
修
⽔
準
B︓
研
修
指
導
者
の
指
導
・
監
督
お
よ
び
介
助
の
も
と
に
実
施
が
許
容
さ
れ
る
も
の

介
助

︓
⻭

科
医

師
の

⾏
為

が
実

質
的

に
機

械
的

な
作

業
と

み
な

せ
る

程
度

ま
で

、

研
修

指
導

者
が

管
理

・
⽀

配
す

る
こ

と
を

い
う

「
⻭
科
医
師
の
医
科
⿇
酔
科
研
修
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
よ
り

1.
術

中
管

理
(1

) 
中

⼼
静

脈
・

肺
動

脈
カ

テ
ー

テ
ル

の
挿

⼊
(2

) 
経

⾷
道

⼼
エ

コ
ー

装
置

の
プ

ロ
ー

ブ
挿

⼊
2.

 術
後

管
理

(1
) 

⿇
酔

後
の

合
併

症
へ

の
対

応
（

侵
襲

的
処

置
を

伴
う

も
の

）
3.

 局
所

⿇
酔

(1
) 

硬
膜

外
⿇

酔
・

脊
髄

く
も

膜
下

⿇
酔

4.
 ペ

イ
ン

ク
リ

ニ
ッ

ク
(1

) 
局

所
⿇

酔
薬

・
神

経
破

壊
薬

を
⽤

い
た

神
経

ブ
ロ

ッ
ク

5.
 集

中
治

療
(1

) 
Ｉ

Ｃ
Ｕ

収
容

患
者

の
管

理
（

⻑
期

⼈
⼯

呼
吸

管
理

を
含

む
）

4
. 
研

修
項

⽬
と

研
修

⽔
準

 

研
修
⽔
準
C︓
研
修
指
導
者
の
⾏
為
を
補
助
す
る
も
の

補
助

︓
機

械
的

な
作

業
を

⾏
う

こ
と

を
い

う

「
⻭
科
医
師
の
医
科
⿇
酔
科
研
修
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
よ
り
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1.
術

前
管

理
(1

) 
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

コ
ン

セ
ン

ト
(2

) 
術

前
指

⽰
書

の
記

載

2.
 そ

の
他

(1
) 

上
記

以
外

で
研

修
指

導
者

が
実

施
す

る
の

で
な

け
れ

ば
危

険
性

を
伴

う
   

   
   

専
⾨

性
の

⾼
い

技
術

4
. 
研

修
項

⽬
と

研
修

⽔
準

 

研
修
⽔
準

D
︓
⾒
学
に
留
め
る
も
の

「
⻭
科
医
師
の
医
科
⿇
酔
科
研
修
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
よ
り

C
O
N
TE
N
TS

1.
 ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
総

論

 2
. ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

趣
旨

 3
. 研

修
実

施
に

当
た

っ
て

の
基

準

 4
. 研

修
項

⽬
と

研
修

⽔
準

 5
. 患

者
の

同
意

⻭
科
医
師
の
医
科
⿇
酔
科
研
修
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
１
」

研
修

指
導

者
の

資
格

を
有
す
る

医
師

が
、

別
紙

３
お

よ
び
４

（
説
明
書

・
同
意
書

）
を
参
考

と
し

て
、

⻭
科

医
師

が
研

修
の

⽬
的

で
⿇

酔
⾏

為
に

参
加

す
る

こ
と

を
説
明

し
、

同
意

を
得

る
こ

と
。

5
. 
患

者
の

同
意

 

⽂
書

に
よ

る
個

別
同

意
が

必
要

l
熟
慮

す
る

機
会

を
与

え
る

こ
と

l
同
意
能
⼒
が
不
⼗
分

な
場

合
は

（
未

成
年

者
、

意
思

疎
通

が
困

難
な

者
な

ど
）

代
諾
者

の
同

意
を
得

る
こ

と
l

患
者

の
⾃
発
的
な
意
思
に

基
づ

く
も

の
で
あ
り

、
拒
否
の
⾃
由
を
妨
げ
な
い
よ

う
に

留
意
し

、
⼀
度
同

意
し
て

も
⾃
由
に
撤
回

で
き

る
こ

と
も
説
明

す
る
。

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 
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■トップページデザイン案

① ② ③
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日本歯科麻酔学会〇〇〇イーラーニングシステム

日本歯科麻酔学会所属の方の受講ページ

事前申し込み案内が「送付されたメールアドレス」と案内に記載されたパスワー
ドを以下に入力してください。

■メールアドレス
（ご案内が届いたメールアドレス）

■パスワード

メールアドレスは必ずご案内が届いたメールアドレスをご入力ください。
大学やクリニックのメールアドレスとgmailなどのフリーメールを間違われる
お問合せが増えております。

ログイン

①から遷移して、以下のログイン画面になります。
「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 

改訂のための研究」　第4回会議　資料5

44



日本歯科麻酔学会〇〇〇イーラーニングシステム

受講者の上長・責任者の方の受講ページ

事前申し込み案内が「送付されたメールアドレス」と案内に記載されたパスワー
ドを以下に入力してください。

■メールアドレス
（ご案内が届いたメールアドレス）

■パスワード

メールアドレスは必ずご案内が届いたメールアドレスをご入力ください。
大学やクリニックのメールアドレスとgmailなどのフリーメールを間違われる
お問合せが増えております。

ログイン

②から遷移して、以下のログイン画面になります。
「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 

改訂のための研究」　第4回会議　資料5
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日本歯科麻酔学会〇〇〇イーラーニングシステム

医科の先生の受講ページ

事前申し込み案内が「送付されたメールアドレス」と案内に記載されたパスワー
ドを以下に入力してください。

■メールアドレス
（ご案内が届いたメールアドレス）

■パスワード

メールアドレスは必ずご案内が届いたメールアドレスをご入力ください。
大学やクリニックのメールアドレスとgmailなどのフリーメールを間違われる
お問合せが増えております。

ログイン

③から遷移して、以下のログイン画面になります。
「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 

改訂のための研究」　第4回会議　資料5
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日本歯科麻酔学会〇〇〇イーラーニングシステム

受講用講義一覧

小児麻酔総論

○○●●先生

＞＞クリック

全身麻酔について
○○●●先生

＞＞クリック

小児麻酔総論
○○●●先生

＞＞クリック

○○●●先生

＞＞クリック

小児麻酔総論

○○●●先生

＞＞クリック

全身麻酔について
○○●●先生

＞＞クリック

以下は麻酔学会の受講者ページで説明します。
上長、医科の先生とも構造は同じになります。
各講義動画を選択する画面です。

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 
改訂のための研究」　第4回会議　資料5
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日本歯科麻酔学会〇〇〇イーラーニングシステム

小児麻酔総論 ○○●●先生

以下は麻酔学会の受講者ページで説明します。
上長、医科の先生とも構造は同じになります。
各講義動画を選択する画面です。

早おくりはできません。最後まで視聴いただくとテストページへのボタンが
表示されますので、必ずテストを受けてください。

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 
改訂のための研究」　第4回会議　資料5
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日本歯科麻酔学会〇〇〇イーラーニングシステム

小児麻酔総論 ○○●●先生

動画を視聴後、以下のようなテスト画面に遷移します。

テスト

問１．○○○○○○○○○

問2．○○○○○○○○○

問3．○○○○○○○○○

問4．○○○○○○○○○

問5．○○○○○○○○○

◎aaaaaa   ◎bbbbbb  ◎ccccccc

◎aaaaaa   ◎bbbbbb  ◎ccccccc

◎aaaaaa   ◎bbbbbb  ◎ccccccc

◎aaaaaa   ◎bbbbbb  ◎ccccccc

◎aaaaaa   ◎bbbbbb  ◎ccccccc

全問正解が出るまで繰り返します。

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 
改訂のための研究」　第4回会議　資料5
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日本歯科麻酔学会〇〇〇イーラーニングシステム

小児麻酔総論 ○○●●先生

全問正解になったら氏名等必要事項を送信します。

修了証

問１．○○○○○○○○○

問2．○○○○○○○○○

問3．○○○○○○○○○

問4．○○○○○○○○○

問5．○○○○○○○○○

正解

正解

正解

正解

正解

氏名

会員番号

メールアドレス

所属

送信

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 
改訂のための研究」　第4回会議　資料5
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日本歯科麻酔学会〇〇〇イーラーニングシステム

小児麻酔総論 ○○●●先生

続いて修了証発行画面になります。

修了証を出力します。必要内容を記載の上、
送信してください。

氏名

修了証に記載する所属

送信

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 
改訂のための研究」　第4回会議　資料5
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修了証

○○○○○○歯科大学
○○○○科

山田太郎殿

文章をください。

2025年3月30日
日本歯科麻酔学会
理事長 ◎◎◎◎

PDFが表示されますので保存、プリントをします。

「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 
改訂のための研究」　第4回会議　資料5
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別紙５  
 

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式（参考） 

 
 

2025年 5月 13日 
厚生労働大臣                                         

  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 国立大学法人岡山大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 那須 保友           
  
次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  令和６年度 厚生労働科学研究費補助金 厚生労働科学特別研究事業         

２．研究課題名  歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン改訂のための研究             

３．研究者名  （所属部署・職名） 学術研究院医歯薬学域 歯科麻酔・特別支援歯学分野・教授     

    （氏名・フリガナ） 宮脇 卓也・ミヤワキ タクヤ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   □ □ 
一般社団法人 日本歯科麻

酔学会 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   □ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   □ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   □ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 □   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 □（無の場合はその理由：                 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 □（無の場合は委託先機関：                

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 □ 無 □（一般社団法人 日本歯科麻酔学会で COI 報告・審査） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 □（一般社団法人 日本歯科麻酔学会で COI 指導・管理） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



別紙５  
 

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式（参考） 

 
 

令和７年５月９日 
厚生労働大臣                                         

  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 札幌医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 山下 敏彦       
 

   次の職員の(元号)  年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。 

１．研究事業名  令和６年度 厚生労働科学研究費補助金 厚生労働科学特別研究事業         

２．研究課題名  歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン改訂のための研究             

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学部 麻酔科学講座・准教授                  

    （氏名・フリガナ） 枝長 充隆・エダナガ ミツタカ                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   □ □ 
一般社団法人 日本歯科麻

酔学会 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   □ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   □ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   □ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 □   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 □ 無 □（一般社団法人 日本歯科麻酔学会で COI報告・審査） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 □（一般社団法人 日本歯科麻酔学会で COI指導・管理） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



別紙５  
 

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式（参考） 

 
 

令和７年１月２４日 
厚生労働大臣                                         

  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名  国立大学法人東京科学大学 
 

                      所属研究機関長 職 名  理事長 

 
                              氏 名  大竹 尚登          
 

   次の職員の(元号)  年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。 
１．研究事業名  令和６年度 厚生労働科学研究費補助金 厚生労働科学特別研究事業         

２．研究課題名  歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン改訂のための研究             

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院医歯学総合研究科・講師        

    （氏名・フリガナ） 仙頭 佳起・セントウ ヨシキ                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   □ □ 
一般社団法人 日本歯科麻

酔学会 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   □ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   □ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   □ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 □   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 □（無の場合は委託先機関：                  

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 □ 無 □（一般社団法人 日本歯科麻酔学会で COI報告・審査） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 □（一般社団法人 日本歯科麻酔学会で COI指導・管理） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



別紙５  
 

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式（参考） 

 
 

2025年 5月 9日 
厚生労働大臣                                         

  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名  福岡歯科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 髙橋 裕     
 

   次の職員の(元号)  年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。 
１．研究事業名  令和６年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金 厚生労働科学特別研究事業         

２．研究課題名  歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン改訂のための研究             

３．研究者名  （所属部署・職名） 全身管理・医歯学部門 麻酔管理学分野・教授           

    （氏名・フリガナ） 池田 水子・イケダ ミズコ                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   □ □ 
一般社団法人 日本歯科麻

酔学会 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   □ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   □ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   □ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 □   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 □ 無 □（一般社団法人 日本歯科麻酔学会で COI 報告・審査） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 □（一般社団法人 日本歯科麻酔学会で COI 指導・管理） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 

✓ 

✓ 



令和７年５月１３日 
 

厚生労働大臣  殿                                                                            
                                    

 
                              機関名 東北大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 総長 
                                                                                      
                              氏 名 冨永 悌二          
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学特別研究事業                                         

２．研究課題名  歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン改訂のための研究                                         

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院歯学研究科・教授                                 

    （氏名・フリガナ） 水田 健太郎・ミズタ ケンタロウ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 

一般社団法人 日本歯科麻酔

学会 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 ■ 無 □（有の場合はその内容：研究実施の際の留意点を示した。  ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



別紙５  
 

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式（参考） 

 
 

令和７年 ５月 ９日 
厚生労働大臣                                         

  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 東京歯科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学 長 
                                                                                      
                              氏 名  一戸 達也     
 

   次の職員の(元号)  年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。 
１．研究事業名  令和６年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金 厚生労働科学特別研究事業         

２．研究課題名  歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン改訂のための研究             

３．研究者名  （所属部署・職名） 歯科麻酔学講座・教授                     

    （氏名・フリガナ） 松浦 信幸・マツウラ ノブユキ                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   □ □ 
一般社団法人 日本歯科麻

酔学会 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   □ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   □ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   □ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 □   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 □ 無 □（一般社団法人 日本歯科麻酔学会で COI 報告・審査） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 □（一般社団法人 日本歯科麻酔学会で COI 指導・管理） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 

✓ 

✓ 



別紙５  
 

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式（参考） 

 
 

令和７年５月９日 
厚生労働大臣                                         

  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 札幌医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 山下 敏彦       
 

   次の職員の(元号)  年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。 

１．研究事業名  令和６年度 厚生労働科学研究費補助金 厚生労働科学特別研究事業         

２．研究課題名  歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン改訂のための研究             

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学部麻酔科学講座・教授                    

    （氏名・フリガナ） 山蔭 道明・ヤマカゲ ミチアキ                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   □ □ 
一般社団法人 日本歯科麻

酔学会 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   □ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   □ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   □ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 □   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 □ 無 □（一般社団法人 日本歯科麻酔学会で COI報告・審査） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 □（一般社団法人 日本歯科麻酔学会で COI指導・管理） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 




